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横芝光町は、豊かに広がる田園や南北を流れる栗山川、雄大な海岸線の九十九里浜とい

った豊かな自然と、温暖な気候に恵まれた町です。 

 

現在、首都圏中央連絡自動車道や銚子連絡道路の整備、成田国際空港の更なる機能強化

が進められており、本町を取り巻く環境は大きな変化を迎えています。 

一方、人口減少と少子高齢化による地域経済の縮小や地域の担い手不足、温暖化による

災害リスクの増加など様々な課題があります。そのため、デジタル技術の活用（DX）や持

続可能な開発目標（SDGs）、幸福度（Well-being）などを踏まえつつ、一人ひとりを尊重

する地域づくりや安心安全なまちづくり、地域の賑わいづくりなどに取り組んでいくこと

が必要です。 

 

このような基本認識のもと、将来の発展を展望し、長期視点に基づいたまちづくりを進

めるうえで、望ましい方向と目標を定め、町民の皆様との協働により総合的かつ計画的な

行政を推進し町政運営の指針とするため、第３次横芝光町総合計画を策定しました。本計

画は、成田国際空港の更なる機能強化や首都圏中央連絡自動車道の整備による効果の最大

化を図るとともに、未来に向けた人材育成に取り組み、防災体制や防犯対策を強化し、さ

らには農業の振興や起業・創業を促進することを重点としたほか、地方創生をも一体的に

推進するものです。また、本計画では、行政のみならず町民の皆様をはじめ、本町に関わ

る全ての人々や事業者、関係機関等とともに、まちづくりに取り組んでいくこととしてい

ます。 

 

今後は、本計画の実践を通じ本町に関わる多くの方々がお互いに協力し、豊かな自然を

活かし、産業の振興と交流を生み出すことで、町民一人ひとりが幸せを実感できるまちづ

くりを目指してまいります。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、住民アンケートや小中学生アンケートをはじめ、各種

団体やまちづくり住民会議等により貴重なご意見やご提案を賜りました皆様、また、ご審

議いただきました総合計画審議会委員の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

 

令和８年３月 

 

 

 

 

横芝光町長 佐藤 晴彦 
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１．計画策定の趣旨  

総合計画は、将来の発展を見据え、長期的な視点に立ったまちづくりを進めるため、望

ましい方向と目標などを総合的・体系的に示す計画です。本町では、総合計画を最上位計

画と位置づけ、町政運営の指針として住民と共有し、住民をはじめとする多様な主体との

協働により推進していきます。 

令和７年度（2025年度）をもって、第２次横芝光町総合計画の計画期間が満了となるこ

とから、新たに第３次横芝光町総合計画を策定します。 

 

２．計画の構成と期間  

第３次横芝光町総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層から構成しま

す。 

① 基本構想【令和８年度（2026年度）～令和 15年度（2033年度）の８年間】 

町の目指すべき将来像を掲げ、その将来像を実現するために必要な施策の基本的な

方向性を定めます。また、住民と行政の共通の目標として共有するものとします。 

 

② 基本計画【前期：令和８年度（2026 年度）～令和 11年度（2029年度）の４年間】 

【後期：令和 12 年度（2030年度）～令和 15年度（2033 年度）の４年間】 

基本構想を受けて、分野ごとに施策を体系的に整理します。また、成果指標を設定

し、重点的に推進する施策を示すことで戦略的かつ実効性のある計画とします。 

今回は、前期基本計画を策定します。 

 

③ 実施計画【基本計画と同様に前期・後期各４年とし、毎年度更新】 

基本計画に掲げた施策体系に基づき、主要な事業の具体的な内容を示します。 

 

《計画の期間》 

 

 
 
 
 
 

年度
2026
令和８

2027
令和９

2028
令和10

2029
令和11

2030
令和12

2031
令和13

2032
令和14

2033
令和15

第３次
横芝光町
総合計画

基本構想（８年）

前期実施計画（４年）※毎年度更新 後期実施計画（４年）※毎年度更新

前期基本計画（４年） 後期基本計画（４年）

第１章 計画の概要  

 
 

３．まち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画との一体化  

第３次横芝光町総合計画は、まち・ひと・しごと創生法に基づく市町村まち・ひと・し

ごと創生総合戦略として、人口減少の抑制と活力ある地域社会の実現を目指す「横芝光町

まち・ひと・しごと創生総合戦略」を兼ねて一体的に策定します。これにより、まち・ひ

と・しごと創生の一層の推進を図ります。 
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１．横芝光町の概況  

（１）地勢 

本町は、千葉県北東部に位置し、東京都心から約 70km、県都・千葉市から約 40km、

成田国際空港から約 20km の距離にあります。東は匝瑳市、西は山武市、北は山武郡芝

山町、香取郡多古町に隣接しています。 

かつて上総・下総の国境でもあり、九十九里平野における最大の河川である栗山川

が、中央部を北から南に向けて流れています。また、南部には全長 66㎞に及ぶ我が国

最大級の砂浜である九十九里浜が広がり、中央部は平坦地が続き、北部は緑豊かな台地

となっています。気候は温暖で、夏涼しく冬暖かい海洋性気候となっており、一年を通

して過ごしやすい町です。 

鉄道としては JR 総武本線があり、横芝駅から千葉駅まで普通列車で約１時間、特急

列車利用の場合は東京駅まで約１時間 20 分で結ばれています。首都圏中央連絡自動車

道（圏央道）、銚子連絡道路、国道 126 号など広域的な幹線道路により各地と結ばれ、

広域的な交通利便性がますます高まっています。 

日本の主要な空の玄関口である成田国際空港に近接し、その更なる機能強化を機会と

した地域活性化が期待されています。 

 

《本町の位置》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 計画の背景と課題  

 
 

（２）沿革 

地域の歴史は古く、縄文時代の遺跡である山武姥山貝塚や、古墳時代に築造された中

台古墳群（殿塚、姫塚）などが発見されています。平安時代には桓武平氏の館（屋形）

が置かれ、また、成田山の御本尊不動明王が海路運ばれ本町に上陸したとされています。 

中世には坂田城などが築かれたほか、江戸時代には伊能忠敬や海保漁村などの偉人を

輩出し、重要無形民俗文化財である鬼来迎などの伝統的な文化も育まれてきました。 

昭和 29年（1954 年）には、日吉村・南条村・東陽村・白浜村が合併して旧匝瑳郡光

町が生まれました。ほぼ時を同じくして、昭和 30年（1955年）には横芝町・大総村・

上堺村が合併して、旧山武郡横芝町が生まれました。平成 18年（2006 年）には、この

両町が郡を超えて合併し、山武郡横芝光町が誕生しました。 

 

（３）人口 

国勢調査によると本町の総人口は、平成７年（1995年）の 26,814人（旧横芝町と旧

光町の合計）をピークに緩やかに減少し、令和２年（2020年）には 22,075人となって

います。国立社会保障・人口問題研究所によれば、町の人口は今後も減少を続け、平成

２年（1990 年）には 26,430人だった人口が、令和 32年（2050 年）にはその約半分の

13,385 人まで減少するものと推計されています。 

人口構成についても、より一層の少子高齢化が予測されています。 

 

《総人口及び年齢３区分別人口の推移》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

注：令和２年（2020 年）までは「国勢調査」に基づく実績値、令和７年（2025 年）以降は国立社会保

障・人口問題研究所による推計値（令和５年（2023 年）推計）。  
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（４）産業 

人口減少に伴い本町の就業人口も減少傾向にあり、平成 22年（2010年）から令和２

年（2020年）までの 10年間で 11,820人から 10,666人へと 1,154 人減少しています。

産業３区分別就業人口の構成割合に大きな変化はないものの、第１次から第３次までい

ずれの産業においても就業者数が大きく減少しています。 

農業は基幹産業であり、穏やかな気候を活かして水稲を中心にスイートコーンやネギ

などの露地野菜が盛んに栽培されています。また、養豚や酪農等の畜産も行われていま

す。 

工業は、古くから盛んな窯業に加え、鉄鋼・金属製品などの製造業が特徴となってい

ます。また、建設業の事業所数・売上高割合が全国平均や千葉県平均と比べ高いことも

挙げられます。成田国際空港との近接性や、圏央道の延伸による交通アクセスの向上に

より、今後もさらなる発展が期待されます。 

商業は、国道 126 号沿道に商業集積が見られ、飲食料品関連の卸売・小売業の従業

者数が多いことが特徴です。また、観光では、海、川、里山といった自然や、文化的資

源を活かし、観光振興に向けた取組が進められています。 

 

《産業別就業人口及び構成割合》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 

【参考】 

第１次産業：農林漁業 第２次産業：鉱業・建設業・製造業 

第３次産業：電気・ガス・水道、卸売・小売、飲食・宿泊、教育・学習、その他サービス業など 
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1,420
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496
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2015年（平成27年）

2010年（平成22年）

第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能の産業

(11.1%) (24.3%) (58.7%) (5.9%)

(13.1%) (24.3%） (58.4%)                   (4.2%）

(12.0%) (24.0%) (57.7%)               (6.3%）

 
 

（５）財政 

本町の歳入・歳出の決算規模は、令和元年度（2019年度）までは 100 億円前後で推

移していましたが、令和２年度（2020年度）は新型コロナウイルス感染症対策等により

増加し、令和６年度（2024年度）は 140から 150億円の規模となっています。 

歳入のうち自主財源である町税収入は、コロナ禍にあった令和３年度（2021年度）を

除いて徐々に増加していますが、今後、大幅な増加が見込みにくい状況です。一方で、

歳出のうち義務的経費である扶助費は、令和３年度（2021年度）及び令和５年度（2023

年度）、令和６年度（2024 年度）には 20億円を超え、物件費も上昇傾向にあります。 

また、主要財政指標をみると、実質公債費比率は概ね改善傾向にあるものの、財政力

指数は低下傾向にあります。 

今後、生産年齢人口の減少などの要因により、町税収入の大きな伸びは期待できない

一方で、保健・医療・福祉などの扶助費の増加に加え、物価の上昇等に伴う各種経費の

増加なども見込まれるため、健全財政の維持が引き続き大きな課題となっています。 

 

《財政状況の推移（一般会計・年度ごと）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円・％

歳入区分
2017

(平成29）
2018

(平成30）
2019

(令和元）
2020

(令和２）
2021

(令和３）
2022

(令和４）
2023

(令和５）
2024

(令和６）
町税 2,530 2,547 2,580 2,592 2,552 2,604 2,639 2,629

地方交付税 3,186 3,209 3,275 3,308 3,782 3,708 3,666 3,751

国・県支出金 1,619 1,431 1,618 4,905 2,831 2,414 2,550 2,905

町債 646 911 563 539 708 490 563 1,523

その他 2,341 2,574 3,028 3,515 3,638 3,702 3,840 4,191

合計 10,322 10,672 11,064 14,859 13,511 12,919 13,258 14,999

歳出区分
2017

(平成29）
2018

(平成30）
2019

(令和元）
2020

(令和２）
2021

(令和３）
2022

(令和４）
2023

(令和５）
2024

(令和６）
人件費 1,614 1,616 1,650 1,809 1,808 1,809 1,832 1,847

扶助費 1,595 1,573 1,618 1,677 2,168 1,876 2,088 2,215

公債費 1,060 1,092 1,178 1,138 1,176 1,196 1,117 1,092

物件費 1,412 1,385 1,570 1,701 1,904 1,899 1,964 1,941

投資的経費 923 1,058 784 1,344 1,463 1,063 1,505 3,012

その他経費 3,310 3,574 3,589 6,745 4,475 4,634 4,479 4,247

合計 9,914 10,298 10,389 14,414 12,994 12,477 12,985 14,354

財政力指数 0.48 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45

経常収支比率 90.3 90.8 94.7 88.7 84.8 89.9 89.6 89.5

実質公債費比率 6.5 6.1 6.3 6.1 5.8 5.2 5.1 5.2

将来負担比率 16.8 11.9 10.7 7.1 ー ー ー 7.2

資料：総務省「市町村決算状況調」
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【参考】 

第１次産業：農林漁業 第２次産業：鉱業・建設業・製造業 

第３次産業：電気・ガス・水道、卸売・小売、飲食・宿泊、教育・学習、その他サービス業など 
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（５）財政 
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歳入のうち自主財源である町税収入は、コロナ禍にあった令和３年度（2021年度）を
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年度）、令和６年度（2024 年度）には 20億円を超え、物件費も上昇傾向にあります。 

また、主要財政指標をみると、実質公債費比率は概ね改善傾向にあるものの、財政力

指数は低下傾向にあります。 

今後、生産年齢人口の減少などの要因により、町税収入の大きな伸びは期待できない
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単位：百万円・％

歳入区分
2017

(平成29）
2018

(平成30）
2019

(令和元）
2020

(令和２）
2021

(令和３）
2022

(令和４）
2023

(令和５）
2024

(令和６）
町税 2,530 2,547 2,580 2,592 2,552 2,604 2,639 2,629

地方交付税 3,186 3,209 3,275 3,308 3,782 3,708 3,666 3,751

国・県支出金 1,619 1,431 1,618 4,905 2,831 2,414 2,550 2,905

町債 646 911 563 539 708 490 563 1,523

その他 2,341 2,574 3,028 3,515 3,638 3,702 3,840 4,191

合計 10,322 10,672 11,064 14,859 13,511 12,919 13,258 14,999

歳出区分
2017

(平成29）
2018

(平成30）
2019

(令和元）
2020

(令和２）
2021

(令和３）
2022

(令和４）
2023

(令和５）
2024

(令和６）
人件費 1,614 1,616 1,650 1,809 1,808 1,809 1,832 1,847

扶助費 1,595 1,573 1,618 1,677 2,168 1,876 2,088 2,215

公債費 1,060 1,092 1,178 1,138 1,176 1,196 1,117 1,092

物件費 1,412 1,385 1,570 1,701 1,904 1,899 1,964 1,941

投資的経費 923 1,058 784 1,344 1,463 1,063 1,505 3,012

その他経費 3,310 3,574 3,589 6,745 4,475 4,634 4,479 4,247

合計 9,914 10,298 10,389 14,414 12,994 12,477 12,985 14,354

財政力指数 0.48 0.47 0.47 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45

経常収支比率 90.3 90.8 94.7 88.7 84.8 89.9 89.6 89.5

実質公債費比率 6.5 6.1 6.3 6.1 5.8 5.2 5.1 5.2

将来負担比率 16.8 11.9 10.7 7.1 ー ー ー 7.2

資料：総務省「市町村決算状況調」
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２．住民の意見  

（１）住民アンケート結果（主要な回答） 

計画策定にあたり、横芝光町の取組に対する評価と今後のまちづくりについて住民の

意向を伺うため、町内在住の 16 歳以上の男女 5,000人を対象として、令和６年度

（2024 年度）に住民アンケートを実施しました。 

 

〇住みやすさ 

「住みやすい」（21.9％）と「どちらかといえば住みやすい」（49.2％）を合わせて 70％

以上が住みやすいと感じています。 

  

〇定住意向 

「ずっと住み続けたい」（41.9％）と「当分は住みたい」（33.4％）を合わせて 75％以上

が住み続けたいと考えており、横芝光町での定住を望む意見が多数であると言えます。 

 

21.9 49.2 12.8 6.1 9.7 0.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体
(n=1,548)

住みやすい どちらかといえば住みやすい どちらかというと住みにくい

住みにくい どちらともいえない 無回答

（%）

41.9 33.4 10.9 2.2 11.1 0.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体
(n=1,548)

ずっと住み続けたい 当分は住みたい

できれば町外に移り住みたい すぐにでも町外に移り住みたい

どちらともいえない 無回答

（%）

 
 

〇住み続けたいまち 

住み続けたいまちの姿として、「買い物や飲食に不便がない」と「医療や介護が充実し

ている」が多くあげられています。これらに、「公共交通で移動しやすい」「治安がよく、

道路が安全」などが続いています。 

 

《住み続けたいまち（上位 10位まで）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇横芝光町の強み 

本町の強みについては、「成田国際空港への近接性」が最も多く、「圏央道へのアクセス

の良さ」「九十九里浜・海」「特産物・地元の食べ物（ねぎ、とうもろこし、もつなど）」

が続いています。 

 

《横芝光町の強み（上位５位まで）》 
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医療や介護が充実している

公共交通で移動しやすい

治安がよく、道路が安全

緑や海・川などの自然に恵まれている

子育て環境が充実している

行政サービスが整っている

防災対策がしっかりしている

雇用機会や働く場がある

近所付き合いなど、地域とのつながりがある

（%）全体(n=1,548)

46.5

32.8

22.5

22.0

18.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

成田国際空港への近接性

圏央道へのアクセスの良さ

九十九里浜・海

特産物・地元の食べ物
（ねぎ、とうもろこし、もつなど）

自然を活かした観光
（海水浴、つり、カヌー、サーフィンなど）

（%）
全体(n=1,548)
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（２）小中学生アンケート結果（主要な回答） 

計画策定にあたり、より幅広く町民の意見を取り入れるため、町内小学校第５学年及

び第６学年の児童全員、町内中学校第１学年及び第２学年の生徒全員を対象として、令

和６年度（2024 年度）に小中学生アンケートを実施しました。 

 

〇横芝光町のよいと思うところ 

最も多い意見は「自然」となっています。次いで、「挨拶」「イベント」や、「ネギ」「公

園」といった町のコミュニティ、産物などがあげられ、これらが「多い」「豊か」「優し

い」といったことがまちの強みとされています。 

 

〇横芝光町はどんなまちになっていたらよいか 

「自然」「安全」「場所」「子供」などがあげられ、これらが「ほしい」「増える」「でき

る」「楽しい」といったことが期待されている様子がうかがえます。 

  

 
 

（３）まちづくり住民会議からの提言（主要な意見） 

公募等により参加した 16名からなる「まちづくり住民会議」を令和６年度（2024 年度）

に開催し、本町に住む人々にとっての「幸せ」、さらには本町全体の幸せ（ウェルビーイ

ング）を高めていくための提言をまとめました。 

 

《まちづくり住民会議からの提言（抜粋）》 

◆「他者を尊重し、自分らしくいられるまち」・「みんなでやろうぜ！ともに生きるま

ち」・「未来が見え、人が集まるまち」 

 

自分だけでなく他者も幸せであるために、オープンマインドで他者を受け入れる。

思いやりを持ち、人の意見を尊重しながら、個人が自立してできることをやるには教

育が重要である。新たに横芝光シンクタンクをつくって、官民連携で町の未来を継続

的に考え、運営していく仕組みをつくりたい。さらに九十九里浜をはじめ、町の魅力

をつくり、見直し、広く知らせていきたい。 

 

 

◆「わっ！きらきらわくわくよこぴかまち」～「人と自然、産業がつながるまち」・「み

んな近くでつながっているあたたかいまち」・「100万色の自然、感性育むまち」～ 

 

人、自然、文化、伝統、産業など様々なものがつながって、まあるい「輪（和）」と

なり、みんなをきらきらさせてくれる。海の輝き、田んぼの緑、満点の星空など都会

にはない景色を味わいながら、世界とのつながり、人と人の深いつながりも大切にし

たい。まちの色々な取組を ITを活用して発信し、情報をみんなに届けていく。さらに

価値観や多様性を尊重し、豊かな感性を育むまちとしていきたい。 

 

 

◆「多世代がワクワクするまち」・「身も心も豊かな自然を活かすまち」・「ゆるやかなつ

ながりが生まれるまち」⇒「自然と健康になれるまち」 

 

赤ちゃんから高齢者まですべての人が楽しめるまち、豊かな自然の中でリフレッシ

ュできるまち、気軽にゆるくつながれるコミュニティがあるまちとすることで、自然

と健康になれるまちを目指す。多世代参加で道の駅をつくり、体験イベント、飲食店

や娯楽施設、直売所、散歩道、なんでも相談窓口などを設け、そこへ行けば誰もが意

図せずして健康になれる０次予防を実現したい。 
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（４）団体インタビュー結果（主要な意見） 

計画の策定に向け、現在まちづくり活動に携わる各種団体の意見を聞くとともに、まち

づくりの担い手である各種団体との連携・協力により計画の実効性を高めていくため、令

和６年度（2024 年度）に団体インタビューを実施しました。 

 

◆横芝光町での活動における課題 

【活動の担い手確保・育成】 

担い手の高齢化や後継者の不足の中で、いかに人材を育成していくかが課題であり、

担い手の負担軽減、隣近所で助け合う体制づくりも必要ではないか、などが話し合わ

れました。 

【活動の PR・理解醸成】 

町会への加入率低下、参加者の固定化がみられ、広報活動や PRが必要ではないか、

また、高齢化の中で引きこもりがちな方や、コミュニケーションを求める方に情報を

どのように届けるかが課題ではないか、などが話し合われました。 

 

◆未来の横芝光町への期待や展望 

【福祉・保健・医療】 

東陽病院は地域医療に不可欠である一方、広域的な医療体制づくりが重要ではない

か、将来にわたって医療費を低減し、健康寿命を延伸する必要がある、といったこと

が話し合われました。 

【教育・生涯学習】 

こどもの居場所づくりや体験の機会づくり、横芝光町の歴史や産物への関心を高め

る取組などが大切ではないか、旧小学校の施設の有効活用が重要ではないか、といっ

たことが話し合われました。 

【都市基盤・環境、安全安心】 

横芝駅周辺の活性化、海のこどもの国跡地の有効活用、広域的な公共交通や町内移

動の利便性向上、危険な交差点への対策などが必要ではないか、といったことが話し

合われました。 

【産業振興】 

農業や観光の振興を図り、若者が進学により転出しても、戻って来られるような仕

事の選択肢をつくることが重要ではないか、また、移住定住の促進や、成田国際空港

の機能強化に伴う具体的な取組の展開が重要ではないか、などが話し合われました。 

【人権・交流・コミュニティ関連】 

外国人と共生するまちづくりや、こどもを含むだれもが参加できるまちづくり、新

しい地域のつながりづくりなどが重要ではないか、といったことが話し合われました。 

 
 

３．横芝光町を取り巻く時代潮流等  

計画の策定にあたり、本町が第３次総合計画策定の背景として特に考慮すべき時代潮流

（国や社会経済全体の動向）等を、次のように整理しました。 

 

（１）人口減少と高齢化の進行 

国勢調査によれば令和２年（2020年）における我が国の総人口は、平成 27年（2015 年）

と比較して 100万人近い減少となっています。また、総人口に占める 65歳以上人口の割

合（高齢化率）は 28.6％となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所によれば、我が国の総人口は今後も減少傾向で推移し、

令和 52年（2070年）には 8,700 万人となるものと推計されています。また、高齢化率は

今後も上昇傾向で推移し、令和 52年（2070年）には 38.7％に達するものと推計されてい

ます。 

このような状況の中、国は、令和７年（2025 年）６月に「地方創生２．０基本構想」を

閣議決定し、人口が減少する中でも活力ある社会の実現を目指して、安心して働き、暮ら

せる地方の生活環境の創生など政策の５本柱を掲げています。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした社会変革の進展 

令和２年（2020 年）より世界的な感染拡大が見られた新型コロナウイルス感染症は、社

会経済だけでなく、働き方や日常的な行動に至るまで、大きな影響を及ぼしました。 

感染症の感染拡大を契機として、テレワーク、オンライン授業、ネットショッピング、

キャッシュレス決済など様々な場面でのオンライン化が進んだことにより、人々の暮らし

や働き方の変革が急速に進展しました。 

このような変革を背景として、ヒトやモノ等の流れが大きく変化し、都市部から地方へ

の人の移住や企業の移転もみられています。 

 

（３）こども・子育て支援の充実と教育の新たな展開 

厚生労働省によれば、我が国の令和６年（2024年）の出生数は約 72万人であり、統計

を取り始めて以来過去最少となって、少子化傾向に歯止めがかからない状況にあります。 

国は、令和５年（2023年）に「こども家庭庁」を設置し、“こどもまんなか社会”の実

現を掲げ、少子化の克服などに向けた政策を推進しています。 

一方、学校教育については、GIGAスクール構想が令和元年（2019 年）から積極的に推

進され、ICTを活用した指導などが浸透しつつあります。また、新たな時代に対応できる

「生きる力」の育成、一人ひとりに寄り添った教育などが重視され、外国語教育、プログ

ラミング教育、インクルーシブ教育などが展開されています。 
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（４）人生１００年時代の到来と健康寿命の延伸 

厚生労働省によれば、令和６年（2024 年）の日本人の平均寿命は、男性が 81.09 年、

女性が 87.13 年となっており、我が国は「人生１００年時代」の実現に近い国の一つとな

っています。 

100 年という長い人生をより充実したものにするため、こどもから高齢者まで全ての国

民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことので

きる社会をつくることが重要な課題となっています。 

一方、令和４年（2022年）の我が国の健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限される

ことなく生活できる期間）は、男性 72.57年、女性 75.45 年となっており、平均寿命と比

較して 10 年程度の差が見られます。このため、健康寿命の延伸が課題となっています。 

 

（５）誰もがその人らしく活躍できる社会の実現 

社会経済情勢が著しく変化し、人と人との直接的なつながりが希薄になる中、社会的な

孤独や孤立が深刻化しています。また、SNSを通じた人権侵害などの新たな人権問題の顕

在化、障害のある人、性的少数者、外国人等に対する差別の存在など、我が国には未だ様々

な差別・偏見が存在しています。 

このような社会的背景を踏まえ、我が国でも社会的包摂（ソーシャル・インクルージョ

ン）や多様性（ダイバーシティ）の尊重という考え方が広がりつつあります。 

誰もがその人らしく活躍できる社会の実現に向け、国や地方自治体だけでなく、事業者、

地域社会、国民一人ひとりに至るまで、様々な場面における取組が求められています。 

 

（６）安全・安心な暮らしに対する意識の高まり 

我が国は、近年でも地震災害、風水害といった自然災害に見舞われており、安全で安心

な暮らしに対する人々の意識も高まっています。インフラの老朽化対策や、地域における

自助・共助の取組の進展など、災害に強いまちづくりが改めて求められています。 

一方で、我が国では刑法犯認知件数、交通事故発生件数とも減少傾向にありますが、近

年ではインターネットを利用した犯罪や特殊詐欺等が増加しており、こどもや高齢者が被

害者となる痛ましい事件や事故が引き続き発生しています。 

このようなことから、警察等関係機関と地域との連携のもと、人々の防犯意識を高めな

がら、こどもから高齢者まで誰もが安全で安心に暮らせる環境をつくることが求められて

います。 

 

  

 
 

（７）持続可能な社会の構築 

地球規模での大規模な気候変動は、自然災害の激甚化や人々の生活環境の悪化、生物多

様性の喪失などを世界各地で引き起こしており、対策が世界的に推進されています。 

一方で、国連は、平成 27年（2015年）に SDGs（持続可能な開発目標）を採択し、持続

可能な社会の構築に向けた取組を幅広い分野にわたって推進するものとしました。 

このような国際的な潮流のもと、我が国でも、SDGsの推進、令和２年（2020年）のカ

ーボンニュートラル宣言、クリーンエネルギーへの転換等を目指した GX（グリーン・トラ

ンスフォーメーション）の促進などを通じ、持続可能な社会の構築を目指した取組を展開

しています。 

 

（８）ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の進展 

インターネットをはじめとした情報通信技術の著しい発展により、社会経済全体から人々

の日常生活に至るまで、大きな変革が生じています。 

国は、令和３年（2021年）にデジタル庁を設置し、誰一人取り残されない人に優しいデ

ジタル社会の実現を目指すとともに、デジタルの力による社会課題の解決と地方の魅力の

向上を図ることを推進しています。 

このような潮流の中、農業の効率化・高収益化や高齢者の健康づくりなどに ICTを活用

し、地域課題の解決を目指す先進的な取組が全国的に展開されています。 

 

（９）成田国際空港の更なる機能強化 

成田国際空港は、国際線基幹空港として、日本の空の表玄関としての役割を果たしてい

ます。今後も増加が予測される首都圏の航空需要に対応し、成田国際空港の一層の機能強

化が図られています。 

成田国際空港の更なる機能強化については、国土交通省、千葉県、本町を含む空港周辺

の９市町、成田国際空港株式会社による四者協議会により、成田国際空港の機能充実と地

域との共生の推進に向けた課題について、継続的な協議がなされています。平成30年（2018

年）には成田国際空港の更なる機能強化について合意がなされ、成田国際空港周辺の地域

づくりに関する「実施プラン」に取り組んでいます。 

本町にとって、成田国際空港の更なる機能強化は、雇用の増大や道路などの整備、企業

進出などをもたらすものと期待されます。 
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４．まちづくりの基本的な課題  

第３次総合計画において特に取り組むべき、まちづくりの基本的な課題を次のとおり整

理します。 

 

（１）人口減少の抑制 

本町の総人口は一貫して減少傾向にあり、令和６年（2024年）４月には 22,257人と

なっています。年少人口（０～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）、高齢者人口（65 歳

以上）の全ての世代で減少しているうえ、高齢化がより一層進行しています。 

出生数は過去 10 年でおおむね半減しており、合計特殊出生率は国や千葉県の水準を

下回って、低下傾向にあります。このような背景を踏まえ、若者の結婚・出産・子育て

を支援する取組がこれまで以上に求められます。 

転入者数と転出者数はともに横ばい傾向にありますが、10代後半から 20代前半にか

け、進学や就職に伴う転出超過傾向が顕著になっています。このため、若者が暮らしや

すく働きやすい環境整備に引き続き注力し、町外で暮らす人の移住促進のみならず、町

内で暮らす若者の定住促進を図っていく必要があります。 

また、本町からの転出者を抑制し、本町への移住や定住、Ｕターンを促進していくた

めには、住みよい環境の確保が重要です。このため、あらゆる分野において AIやデジ

タル技術など新技術の活用を検討し、地域の実情に応じた整備を図っていく必要があり

ます。 

 

（２）成田国際空港との共生・共栄 

本町に近接する成田国際空港では、国土交通省、千葉県、本町を含む空港周辺の９市

町、成田国際空港株式会社により、空港の機能強化に向けた協議が行われています。 

本町にとって、成田国際空港の更なる機能強化は、地域の活性化に向け大きな契機と

なるものと考えられます。機能強化が実現された際には、空港及び周辺地域で多くの雇

用が発生するものと見込まれており、本町住民の就業のみならず、空港及び周辺地域で

就業する人々の本町への移住・定住、道路の整備、企業進出や観光客の増加なども期待

されます。 

このため、航空機騒音対策の充実を図った上で、成田国際空港との共生・共栄を図っ

ていくまちづくりが、引き続き重要となります。 

また、圏央道の大栄 JCT～松尾横芝 IC間が令和８年度（2026 年度）に開通見込みで

す。このため、広域的な交通利便性の飛躍的向上を見据え、産業立地の促進などの地域

振興に努めていく必要があります。 

 

 

 

 
 

（３）未来を担う人の育成と一人ひとりを尊重する地域づくり 

本町の令和６年（2024年）における出生数は 86人であり、100人を下回って減少傾

向にあります。町では、子育て家庭へ出生前から年齢に合わせた支援を行うとともに、

児童生徒数の減少を踏まえ、学校施設の統廃合を進めたほか、各校における学習環境や

教育内容の充実に取り組んでいます。 

児童生徒数の減少が進む中、確かな学力を基礎とした力の醸成を図るとともに、学

校・家庭・地域・関連機関の連携のもと、地域全体でこどもたちを教え育てる環境の充

実が大切になっています。 

一方、人口減少が進んでいく中で地域の担い手不足が課題となっています。町民一人

ひとりが自分らしく活躍でき、地域の担い手となって幸せに暮らしていくには、お互い

を尊重し合い、様々なつながりを持てる地域をつくっていく必要があります。 

 

（４）安全で安心して快適に暮らし続けられるまちづくり 

本町では、恵まれた自然環境の中、JR横芝駅周辺や幹線道路沿いなどに市街地、居住

地が形成されてきました。 

町では、計画的な土地利用の推進を図っていますが、今後は成田国際空港の更なる機

能強化や圏央道の整備等を見据え、拠点整備などに取り組むとともに、道路の整備と恵

まれた自然を活かしつつ快適に暮らし続けられるまちづくりを目指していく必要があり

ます。 

一方で、自然災害やこども・高齢者が被害者となる犯罪が全国的に頻発する中、災害

に強く、犯罪が起きにくい安全なまちづくりが求められています。本町では、防災力強

化に向け、計画の策定や施設の整備などに取り組んできたほか、関係機関との連携のも

と、住民の安全の確保に努めています。 

今後は、引き続き防災体制の充実を図るとともに、自主防災組織・自主防犯組織の活

動活性化を支援するなど、住民による自助・共助を基礎とした地域防災力と防犯力の向

上に努めていく必要があります。 

  



第
Ⅰ
部 

序
論

17

 
 

４．まちづくりの基本的な課題  

第３次総合計画において特に取り組むべき、まちづくりの基本的な課題を次のとおり整

理します。 

 

（１）人口減少の抑制 

本町の総人口は一貫して減少傾向にあり、令和６年（2024年）４月には 22,257人と

なっています。年少人口（０～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）、高齢者人口（65 歳

以上）の全ての世代で減少しているうえ、高齢化がより一層進行しています。 

出生数は過去 10年でおおむね半減しており、合計特殊出生率は国や千葉県の水準を

下回って、低下傾向にあります。このような背景を踏まえ、若者の結婚・出産・子育て

を支援する取組がこれまで以上に求められます。 

転入者数と転出者数はともに横ばい傾向にありますが、10代後半から 20代前半にか

け、進学や就職に伴う転出超過傾向が顕著になっています。このため、若者が暮らしや

すく働きやすい環境整備に引き続き注力し、町外で暮らす人の移住促進のみならず、町

内で暮らす若者の定住促進を図っていく必要があります。 

また、本町からの転出者を抑制し、本町への移住や定住、Ｕターンを促進していくた

めには、住みよい環境の確保が重要です。このため、あらゆる分野において AIやデジ

タル技術など新技術の活用を検討し、地域の実情に応じた整備を図っていく必要があり

ます。 

 

（２）成田国際空港との共生・共栄 

本町に近接する成田国際空港では、国土交通省、千葉県、本町を含む空港周辺の９市

町、成田国際空港株式会社により、空港の機能強化に向けた協議が行われています。 

本町にとって、成田国際空港の更なる機能強化は、地域の活性化に向け大きな契機と

なるものと考えられます。機能強化が実現された際には、空港及び周辺地域で多くの雇

用が発生するものと見込まれており、本町住民の就業のみならず、空港及び周辺地域で

就業する人々の本町への移住・定住、道路の整備、企業進出や観光客の増加なども期待

されます。 

このため、航空機騒音対策の充実を図った上で、成田国際空港との共生・共栄を図っ

ていくまちづくりが、引き続き重要となります。 

また、圏央道の大栄 JCT～松尾横芝 IC間が令和８年度（2026 年度）に開通見込みで

す。このため、広域的な交通利便性の飛躍的向上を見据え、産業立地の促進などの地域

振興に努めていく必要があります。 

 

 

 

 
 

（３）未来を担う人の育成と一人ひとりを尊重する地域づくり 

本町の令和６年（2024年）における出生数は 86人であり、100人を下回って減少傾

向にあります。町では、子育て家庭へ出生前から年齢に合わせた支援を行うとともに、

児童生徒数の減少を踏まえ、学校施設の統廃合を進めたほか、各校における学習環境や

教育内容の充実に取り組んでいます。 

児童生徒数の減少が進む中、確かな学力を基礎とした力の醸成を図るとともに、学

校・家庭・地域・関連機関の連携のもと、地域全体でこどもたちを教え育てる環境の充

実が大切になっています。 

一方、人口減少が進んでいく中で地域の担い手不足が課題となっています。町民一人

ひとりが自分らしく活躍でき、地域の担い手となって幸せに暮らしていくには、お互い

を尊重し合い、様々なつながりを持てる地域をつくっていく必要があります。 

 

（４）安全で安心して快適に暮らし続けられるまちづくり 

本町では、恵まれた自然環境の中、JR横芝駅周辺や幹線道路沿いなどに市街地、居住

地が形成されてきました。 

町では、計画的な土地利用の推進を図っていますが、今後は成田国際空港の更なる機

能強化や圏央道の整備等を見据え、拠点整備などに取り組むとともに、道路の整備と恵

まれた自然を活かしつつ快適に暮らし続けられるまちづくりを目指していく必要があり

ます。 

一方で、自然災害やこども・高齢者が被害者となる犯罪が全国的に頻発する中、災害

に強く、犯罪が起きにくい安全なまちづくりが求められています。本町では、防災力強

化に向け、計画の策定や施設の整備などに取り組んできたほか、関係機関との連携のも

と、住民の安全の確保に努めています。 

今後は、引き続き防災体制の充実を図るとともに、自主防災組織・自主防犯組織の活

動活性化を支援するなど、住民による自助・共助を基礎とした地域防災力と防犯力の向

上に努めていく必要があります。 

  



第
Ⅰ
部 

序
論

18

 
 

（５）地域の特性を活かした賑わいづくり 

本町において農業は基幹的な産業であり、水稲、スイートコーン、ネギなどの栽培や、

養豚・酪農などの畜産も盛んです。しかしながら、担い手の高齢化と後継者不足、さらに

は遊休農地の増加など、様々な問題が顕著となっています。 

今後は、農地の集積や担い手の育成などに努めていくとともに、農産物の PRの促進や、

農業と商工業の連携による商品開発、さらには農業と観光・交流事業との連携などを通じ

て、収益性の高い農業を展開していくことが大切です。 

また、本町では、圏央道の整備などによる広域交通の利便性向上が見込まれており、産

業立地に適した条件のもとにあります。 

このため今後は、千葉県や町商工会などとの連携を図りながら、企業誘致に取り組むと

ともに、起業・創業に向けた支援や、雇用と就労の機会づくりを促進し、産業振興を通じ

て賑わいづくりに取り組んでいく必要があります。 

  

 
 

５．将来人口推計  

（１）基本的な考え方 
国立社会保障・人口問題研究所（社人研）は、『日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）

年推計）』において、わが国の各地域（市区町村）における将来人口の推計（以下「社人

研推計」）を令和 52年（2070 年）まで実施しています。 

本町の将来人口を推計するにあたり、基本的な推計として、社人研推計の仮定値（純移

動率などのパラメーター）を採用し、推計期間を令和 52年（2070年）まで延長した社人

研準拠推計（ベース推計）を実施しました。 

次に、本町における近年の動向を反映するため、純移動率に近年の実績値から算出した

値をもちいたうえで、成田国際空港の更なる機能強化に伴う成田国際空港内・外の新規就

業者及びその家族のうち、本町に定住する人口（以下「成田空港関連開発人口」）を加算

して、３パターンの独自推計を行いました。 

 

（２）社人研準拠推計（ベース推計）及び独自推計結果 
社人研準拠推計（ベース推計）及び低位推計では、人口減少が急速に進みます。 

中位推計及び高位推計では、成田空港関連開発人口により人口減少が一定程度抑制され、

令和 17年（2035 年）に２万人程度を維持できるものと推計されます。 
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《参考：独自推計の考え方》 

３パターンの独自推計に共通の考え方として、合計特殊出生率・生残率・０～４歳性比に

ついては、社人研が使用する仮定値を用いました。また、純移動率については、令和元年（2019

年）及び令和６年（2024年）の住民基本台帳人口（１月１日時点）から算出した実績値を用

いました。 

 さらに、独自推計においては、成田空港関連開発人口の考え方を変化させ、次の３パター

ンの推計を実施しました。 

 

① 低位推計 

合計特殊出生率   ：国が示した通り、令和 32年（2050年）には 1.36へと上昇 

成田空港関連開発人口：成田国際空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住する

人口は 0.8％と仮定。成田空港関連開発人口は 1,075人（新規
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合計特殊出生率   ：国が示した通り、令和 32年（2050年）には 1.36へと上昇 

成田空港関連開発人口：成田国際空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住する
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人口は 1.9％と仮定。成田空港関連開発人口は 2,554人（新規

就業者 1,216 人、家族 1,338人） 
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だれもが参画する　

ともにつくる
まちづくり

 
 

章章 

「まちづくりの理念」とは、行政のみならず、町民をはじめ横芝光町のまちづくりに関

わる全ての人々が共有すべき基本的な姿勢をいいます。 

これまで本町では、第２次横芝光町総合計画のもと、『協働と創造による 地域力発揮

のまちづくり』を理念として、まちづくりを進めてきました。わが国の他の地方と同様に

本町でも人口減少と少子高齢化が進行しており、これらへの対応が大きな課題となってい

ます。 

これらの課題に取り組みつつ本町の将来を切り拓くためには、成田国際空港の更なる機

能強化をはじめ、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や銚子連絡道路の整備を追い風とし

ながら、多方面で急速に普及の進むデジタル技術を効果的に取り込み、地域の活性化を図

っていく必要があります。 

同時に、本町のもつ豊かな自然、歴史、文化、農産品などの地域資源や、人のつながり

を守り育てていくことも重要です。 

これからの本町のまちづくりには、行政や町民をはじめ本町に関わる全ての人々、事業

者や大学等研究機関も含めた『だれも』が横芝光町の未来を想い、アイディアを出し合

い、共に行動して創り上げていくことが大切です。 

このようなことから、「まちづくりの理念」を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「だれもが参画する ともにつくるまちづくり」 

 

 

 

 

 

  

第１章 まちづくりの理念  

 
 

１．目指すまちの姿  

 

本町は、穏やかな気候と緑の里山、栗山川、九十九里浜といった豊かな自然に恵まれ、

先人から受け継いだ歴史文化や食文化、地域コミュニティの温かさも残る、暮らしやすい

まちとして発展してきました。 

現在の本町では、成田国際空港の更なる機能強化を契機とした地域振興や圏央道等の整

備による広域アクセスの向上等に伴う産業振興、住宅の立地等が期待されており、新たな

展望に向けまちづくりが着実に進められています。 

しかしながら、近年では人口減少が続き、高齢化も進行しつつあります。年間出生数が

100人を割り込むなど少子化も著しくなっており、まちの未来を展望する際の大きな課題

となっています。 

まちの将来を展望するためには、人々が安心していつまでも住み続けたいと思えるよう

な地域づくりを推進し、担い手となる若者や子育て世代の移住・定住を促して、一定規模

の人口を維持することが引き続き不可欠です。 

これからの本町には、一人ひとりの自分らしさと他者を尊重する心を育みつつ、様々な

人々が集いつながり、みんなで実行していくまちづくりが重要です。 

また、自然との調和のもと、町民一人ひとりが幸せを実感でき、災害にも強い安心で安

全なまちづくりが期待されています。 

さらには、農業や商工業の振興、様々な交流が生まれる環境づくり、それらにより人が

行き交い賑わいが生まれるまちづくりも望まれます。 

このようなことから、「目指すまちの姿」を次のとおりとします。 

 

 

 

人と自然と賑わいがつなぐ『幸せ実感』のまち 横芝光 

  

第２章 まちの将来像  



第
Ⅱ
部 

基
本
構
想

23

人と自然と賑わいがつなぐ
『幸せ実感』のまち  横芝光

 
 

章章 

「まちづくりの理念」とは、行政のみならず、町民をはじめ横芝光町のまちづくりに関

わる全ての人々が共有すべき基本的な姿勢をいいます。 

これまで本町では、第２次横芝光町総合計画のもと、『協働と創造による 地域力発揮

のまちづくり』を理念として、まちづくりを進めてきました。わが国の他の地方と同様に

本町でも人口減少と少子高齢化が進行しており、これらへの対応が大きな課題となってい

ます。 

これらの課題に取り組みつつ本町の将来を切り拓くためには、成田国際空港の更なる機

能強化をはじめ、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や銚子連絡道路の整備を追い風とし

ながら、多方面で急速に普及の進むデジタル技術を効果的に取り込み、地域の活性化を図

っていく必要があります。 

同時に、本町のもつ豊かな自然、歴史、文化、農産品などの地域資源や、人のつながり

を守り育てていくことも重要です。 

これからの本町のまちづくりには、行政や町民をはじめ本町に関わる全ての人々、事業

者や大学等研究機関も含めた『だれも』が横芝光町の未来を想い、アイディアを出し合

い、共に行動して創り上げていくことが大切です。 

このようなことから、「まちづくりの理念」を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「だれもが参画する ともにつくるまちづくり」 

 

 

 

 

 

  

第１章 まちづくりの理念  

 
 

１．目指すまちの姿  

 

本町は、穏やかな気候と緑の里山、栗山川、九十九里浜といった豊かな自然に恵まれ、

先人から受け継いだ歴史文化や食文化、地域コミュニティの温かさも残る、暮らしやすい

まちとして発展してきました。 

現在の本町では、成田国際空港の更なる機能強化を契機とした地域振興や圏央道等の整

備による広域アクセスの向上等に伴う産業振興、住宅の立地等が期待されており、新たな

展望に向けまちづくりが着実に進められています。 

しかしながら、近年では人口減少が続き、高齢化も進行しつつあります。年間出生数が

100 人を割り込むなど少子化も著しくなっており、まちの未来を展望する際の大きな課題

となっています。 

まちの将来を展望するためには、人々が安心していつまでも住み続けたいと思えるよう

な地域づくりを推進し、担い手となる若者や子育て世代の移住・定住を促して、一定規模

の人口を維持することが引き続き不可欠です。 

これからの本町には、一人ひとりの自分らしさと他者を尊重する心を育みつつ、様々な

人々が集いつながり、みんなで実行していくまちづくりが重要です。 

また、自然との調和のもと、町民一人ひとりが幸せを実感でき、災害にも強い安心で安

全なまちづくりが期待されています。 

さらには、農業や商工業の振興、様々な交流が生まれる環境づくり、それらにより人が

行き交い賑わいが生まれるまちづくりも望まれます。 

このようなことから、「目指すまちの姿」を次のとおりとします。 

 

 

 

人と自然と賑わいがつなぐ『幸せ実感』のまち 横芝光 

  

第２章 まちの将来像  
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２．人口の将来展望  

 

本町では人口減少が続いていますが、将来像『人と自然と賑わいがつなぐ『幸せ実感』

のまち 横芝光』の実現に向け、こども・子育て支援や学校教育、基盤整備や産業振興、

移住・定住の促進や成田国際空港との共生・共栄などにより人口減少を可能な限り抑制し

ます。また、デジタル技術の活用などにより、人口規模に応じた持続可能なまちづくりを

目指していきます。 

このような考えのもと、基本構想の目標年次である令和 15年度（2033 年度）の人口を

次のとおり展望します。 

 

 

 

令和 15 年度（2033 年度）の人口 

約２０，０００人 

 

 

 

  

 
 

 

本町では、成田国際空港の更なる機能強化に関連した整備や圏央道、銚子連絡道路とい

った広域的道路網の整備等が進んでいます。 

これらの整備等は、今後の本町の土地利用にも大きな影響を及ぼすものと思われます

が、本町には栗山川や九十九里浜に代表される自然や豊かに広がる農地などがあり、都市

的な開発と自然や農地の保全との調和を図っていく必要があります。 

このため、今後の土地利用に係る方向性を次のとおりとします。 

 

（１）市街地・居住地 

集約型都市構造の構築を図り、誰もが安全に安心して快適に暮らし続けられる利便性

の高い市街地や居住地の形成を目指します。また、騒音区域下における対策、自然災害

対策等により、良好な住環境の維持・向上を目指します。 

 

（２）交通網 

銚子連絡道や圏央道の整備効果を最大限活かし、JR総武本線や国道 126号を含めて、

交通結節点（駅、インターチェンジなど）へのアクセス道路の整備促進や機能充実など

による広域交通網の形成を目指します。 また、本町と空港を繋ぐ、南北軸の強化を図

ります。さらに、町内交通では、幹線道路の整備を進めるとともに、道路網及び公共交

通の維持を図ります。 

 

（３）産業振興 

成田国際空港の更なる機能強化を追い風とした企業誘致や、地域資源の有効活用と創

出を基調とした産業振興を目指します。用地の確保を含めた企業誘致を進めるととも

に、遊休公共用地の積極的な活用による新たな拠点の形成や、地域資源のネットワーク

化等による観光振興、農業基盤の整備、農地の大規模化、集約化による農業振興などを

図ります。 

 

（４）自然環境等 

栗山川や九十九里浜といった、本町にとって大切な自然資源の保全と活用、防災面で

の安全性の向上に努めるとともに、住民生活にとって身近な緑の保全に努めます。ま

た、土地の荒廃を防止する観点から、遊休農地等の発生抑制に努めます。 

 

  

第３章 土地利用の基本方針  
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２．人口の将来展望  

 

本町では人口減少が続いていますが、将来像『人と自然と賑わいがつなぐ『幸せ実感』

のまち 横芝光』の実現に向け、こども・子育て支援や学校教育、基盤整備や産業振興、

移住・定住の促進や成田国際空港との共生・共栄などにより人口減少を可能な限り抑制し

ます。また、デジタル技術の活用などにより、人口規模に応じた持続可能なまちづくりを

目指していきます。 

このような考えのもと、基本構想の目標年次である令和 15年度（2033 年度）の人口を

次のとおり展望します。 

 

 

 

令和 15 年度（2033 年度）の人口 

約２０，０００人 

 

 

 

  

 
 

 

本町では、成田国際空港の更なる機能強化に関連した整備や圏央道、銚子連絡道路とい

った広域的道路網の整備等が進んでいます。 

これらの整備等は、今後の本町の土地利用にも大きな影響を及ぼすものと思われます

が、本町には栗山川や九十九里浜に代表される自然や豊かに広がる農地などがあり、都市

的な開発と自然や農地の保全との調和を図っていく必要があります。 

このため、今後の土地利用に係る方向性を次のとおりとします。 

 

（１）市街地・居住地 

集約型都市構造の構築を図り、誰もが安全に安心して快適に暮らし続けられる利便性

の高い市街地や居住地の形成を目指します。また、騒音区域下における対策、自然災害

対策等により、良好な住環境の維持・向上を目指します。 

 

（２）交通網 

銚子連絡道や圏央道の整備効果を最大限活かし、JR総武本線や国道 126号を含めて、

交通結節点（駅、インターチェンジなど）へのアクセス道路の整備促進や機能充実など

による広域交通網の形成を目指します。 また、本町と空港を繋ぐ、南北軸の強化を図

ります。さらに、町内交通では、幹線道路の整備を進めるとともに、道路網及び公共交

通の維持を図ります。 

 

（３）産業振興 

成田国際空港の更なる機能強化を追い風とした企業誘致や、地域資源の有効活用と創

出を基調とした産業振興を目指します。用地の確保を含めた企業誘致を進めるととも

に、遊休公共用地の積極的な活用による新たな拠点の形成や、地域資源のネットワーク

化等による観光振興、農業基盤の整備、農地の大規模化、集約化による農業振興などを

図ります。 

 

（４）自然環境等 

栗山川や九十九里浜といった、本町にとって大切な自然資源の保全と活用、防災面で

の安全性の向上に努めるとともに、住民生活にとって身近な緑の保全に努めます。ま

た、土地の荒廃を防止する観点から、遊休農地等の発生抑制に努めます。 

 

  

第３章 土地利用の基本方針  
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「まちづくりの基本目標」とは、基本計画で定める施策の各分野における目標です。 

また、この基本目標には「目標達成に向けた取組方針」を付し、施策の方向性を定めて

います。 

１．郷土愛を育み、相互理解のもと、誰もが自分らしく生き生きと暮らせるまち  

《基本目標》 

こどもや高齢者、障害者などを支援するとともに、地域でお互いに助け合いながら、

誰もがその人らしく、健やかに生き生きと暮らせるまちをつくります。 

また、児童生徒が健やかに学び育つ教育環境を整備するとともに、一人ひとりがいつ

までも学び、スポーツを楽しめる環境を整えて、郷土を誇りに思えるまちをつくりま

す。 

さらには、性別や出身国などに関わらず、誰もが横芝光町の仲間として共に力を合わ

せる環境をつくるとともに、自治会をはじめ地域活動に活力がある住民主体のまちをつ

くります。 

 

《目標達成に向けた取組方針》 

こどもや子育て家庭、高齢者、障害者などを地域ぐるみで支える環境づくりに努める

とともに、こどもや高齢者、障害者がその人らしく社会に参画できる機会づくりなどを

進めます。また、健康に対する意識の高揚を促しながら、東陽病院を含めた地域医療体

制の確保や社会保障制度の適正な運営に努めます。 

横芝光町ならではの特色ある学習を展開するとともに、学びの拠点である学校の環境

整備に努め、地域との連携により児童生徒を育成します。また、一人ひとりの意欲に応

じた生涯学習環境や、文化活動・スポーツ活動を気軽に楽しめる環境づくりを進めます。 

一人ひとりの人権を尊重し、多様な人が参画する社会の実現を目指すとともに、外国

人も暮らしやすい地域づくりを進めます。また、自治会をはじめとする地域コミュニ 

ティやボランティアなどのテーマコミュニティ（特定のテーマに基づき活動する集団）

の活動支援に努めるとともに、地域における活動の担い手の育成や、新たな活動の創出

を促します。 

  

第４章 まちづくりの基本目標（分野別の目標）  

 
 

 
２．豊かな自然と共生し、安全で安心して暮らせる住みやすいまち  

《基本目標》 

暮らしを支える都市基盤を整備するとともに、豊かな自然と調和した快適に暮らせる

環境を整備し、人と自然が共生する住みやすいまちをつくります。 

また、地震災害や風水害、火災、病気や不慮の事故などから住民を守るとともに、犯

罪や交通事故のない安全で安心して暮らせるまちをつくります。 

 

《目標達成に向けた取組方針》 

都市・交通基盤の整備に努め、まちの活力と住民の利便性を向上させるとともに、安

全で快適な居住環境づくりを進めます。また、生活排水の適切な処理、ごみの減量化、

自然環境の保全などに努めながら、地域を美しく保つとともに、河川や海岸、公園・緑

地を適切に維持管理します。 

一人ひとりの災害に対する意識を高めながら、地域の防災力の向上を図ります。ま

た、広域的な連携のもと、消防・救急体制の強化に努めるとともに、警察をはじめとす

る関係機関との連携により、こどもや高齢者をはじめ、すべての町民を犯罪や交通事故

などから守る環境を整備します。 

さらに、航空機騒音対策の推進を図りつつ、成田国際空港への交通アクセス性などに

優れた、空港と共生・共栄するまちづくりを進めます。 

３．地域の特性を活かし、産業活力と賑わいがあるまち  

《基本目標》 

基幹産業である農業や、商工業、観光などの振興を図るとともに、企業立地の促進や

起業・創業などを促し、経済を活性化して活力あるまちをつくります。 

また、生活の利便性の拡充を図り、魅力的な移住・定住の環境づくりや、成田国際空

港と共栄するまちづくりを進めます。 

 

《目標達成に向けた取組方針》 

農業の担い手の育成・支援や生産基盤の整備・活用などに努めながら、農産品の PR

や収益の向上による活性化を図ります。 

また、情報交流拠点機能を果たす施設を有効に活用しながら、観光・交流の活性化に

努めるとともに、広域交通の利便性を活かした産業立地や、起業・創業を促す環境づく

りを推進します。 

さらには、女性や若者をはじめ、町外からの移住者などにとっても魅力的な環境づく

りに努め、移住・定住を促します。  
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「まちづくりの基本目標」とは、基本計画で定める施策の各分野における目標です。 

また、この基本目標には「目標達成に向けた取組方針」を付し、施策の方向性を定めて

います。 

１．郷土愛を育み、相互理解のもと、誰もが自分らしく生き生きと暮らせるまち  

《基本目標》 

こどもや高齢者、障害者などを支援するとともに、地域でお互いに助け合いながら、

誰もがその人らしく、健やかに生き生きと暮らせるまちをつくります。 

また、児童生徒が健やかに学び育つ教育環境を整備するとともに、一人ひとりがいつ

までも学び、スポーツを楽しめる環境を整えて、郷土を誇りに思えるまちをつくりま

す。 

さらには、性別や出身国などに関わらず、誰もが横芝光町の仲間として共に力を合わ

せる環境をつくるとともに、自治会をはじめ地域活動に活力がある住民主体のまちをつ

くります。 

 

《目標達成に向けた取組方針》 

こどもや子育て家庭、高齢者、障害者などを地域ぐるみで支える環境づくりに努める

とともに、こどもや高齢者、障害者がその人らしく社会に参画できる機会づくりなどを

進めます。また、健康に対する意識の高揚を促しながら、東陽病院を含めた地域医療体

制の確保や社会保障制度の適正な運営に努めます。 

横芝光町ならではの特色ある学習を展開するとともに、学びの拠点である学校の環境

整備に努め、地域との連携により児童生徒を育成します。また、一人ひとりの意欲に応

じた生涯学習環境や、文化活動・スポーツ活動を気軽に楽しめる環境づくりを進めます。 

一人ひとりの人権を尊重し、多様な人が参画する社会の実現を目指すとともに、外国

人も暮らしやすい地域づくりを進めます。また、自治会をはじめとする地域コミュニ 

ティやボランティアなどのテーマコミュニティ（特定のテーマに基づき活動する集団）

の活動支援に努めるとともに、地域における活動の担い手の育成や、新たな活動の創出

を促します。 

  

第４章 まちづくりの基本目標（分野別の目標）  

 
 

 
２．豊かな自然と共生し、安全で安心して暮らせる住みやすいまち  

《基本目標》 

暮らしを支える都市基盤を整備するとともに、豊かな自然と調和した快適に暮らせる

環境を整備し、人と自然が共生する住みやすいまちをつくります。 

また、地震災害や風水害、火災、病気や不慮の事故などから住民を守るとともに、犯

罪や交通事故のない安全で安心して暮らせるまちをつくります。 

 

《目標達成に向けた取組方針》 

都市・交通基盤の整備に努め、まちの活力と住民の利便性を向上させるとともに、安

全で快適な居住環境づくりを進めます。また、生活排水の適切な処理、ごみの減量化、

自然環境の保全などに努めながら、地域を美しく保つとともに、河川や海岸、公園・緑

地を適切に維持管理します。 

一人ひとりの災害に対する意識を高めながら、地域の防災力の向上を図ります。ま

た、広域的な連携のもと、消防・救急体制の強化に努めるとともに、警察をはじめとす

る関係機関との連携により、こどもや高齢者をはじめ、すべての町民を犯罪や交通事故

などから守る環境を整備します。 

さらに、航空機騒音対策の推進を図りつつ、成田国際空港への交通アクセス性などに

優れた、空港と共生・共栄するまちづくりを進めます。 

３．地域の特性を活かし、産業活力と賑わいがあるまち  

《基本目標》 

基幹産業である農業や、商工業、観光などの振興を図るとともに、企業立地の促進や

起業・創業などを促し、経済を活性化して活力あるまちをつくります。 

また、生活の利便性の拡充を図り、魅力的な移住・定住の環境づくりや、成田国際空

港と共栄するまちづくりを進めます。 

 

《目標達成に向けた取組方針》 

農業の担い手の育成・支援や生産基盤の整備・活用などに努めながら、農産品の PR

や収益の向上による活性化を図ります。 

また、情報交流拠点機能を果たす施設を有効に活用しながら、観光・交流の活性化に

努めるとともに、広域交通の利便性を活かした産業立地や、起業・創業を促す環境づく

りを推進します。 

さらには、女性や若者をはじめ、町外からの移住者などにとっても魅力的な環境づく

りに努め、移住・定住を促します。  
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「構想実現のために」とは、この基本構想で定めた「まちの将来像」などの実現に向

け、住民参加や行財政運営、人口減少対策、成田国際空港との共生・共栄など、分野横断

的に取り組むテーマの方向性を定めるものです。 

 

《基本目標》 

住民の参加を得ながら、総合計画を基幹とした行政運営の確立や効率的かつ堅実な財

政運営などを実現します。 

 

《目標達成に向けた取組方針》 

地域課題の解決に向け、行政運営の様々な場面において住民の積極的な参画を得るよ

う努めます。また、行政評価の実施や DX、民間活力の活用などを通じ効率的で効果的な

施策・事業の展開に努めるとともに、健全な財政運営を推進します。 

 

第５章 構想実現のために  



 
 

 

「構想実現のために」とは、この基本構想で定めた「まちの将来像」などの実現に向

け、住民参加や行財政運営、人口減少対策、成田国際空港との共生・共栄など、分野横断

的に取り組むテーマの方向性を定めるものです。 

 

《基本目標》 

住民の参加を得ながら、総合計画を基幹とした行政運営の確立や効率的かつ堅実な財

政運営などを実現します。 

 

《目標達成に向けた取組方針》 

地域課題の解決に向け、行政運営の様々な場面において住民の積極的な参画を得るよ

う努めます。また、行政評価の実施や DX、民間活力の活用などを通じ効率的で効果的な

施策・事業の展開に努めるとともに、健全な財政運営を推進します。 

 

第５章 構想実現のために  

第Ⅲ部 前期基本計画
第１章	 郷土愛を育み、相互理解のもと、
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１．こども・若者支援 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国の 2024 年（令和６年）出生数は約 72 万人であり、過去最少の数となって、少

子化に歯止めが掛からない状況が続いています。国は、2023年（令和５年）に「こど

も家庭庁」を設置し、“こどもまんなか社会”の実現を掲げ、政策を推進しています。 

● 2021年度（令和３年度）をもって大総保育所が、2022 年度（令和４年度）をもって上

堺保育所が閉所となり、本町の認可保育所は、公立１箇所、私立５箇所の計６箇所で

す。認定こども園（幼稚園）は、私立２箇所、加えて民間の子育て支援センターが２

箇所運営されています。こどもの居場所としては、児童クラブ５箇所があります。ま

た、保育所や幼稚園、小学校、中学校で家庭教育学級を実施し、家庭での教育力の向

上を図っています。 

● 少子化が進む中、近年では多様化する保育ニーズへの対応、保育体制の充実、保育所

（園）などの環境整備が課題となっています。また、特別な支援を必要とする児童や

家庭に対する有効な事業の実施が課題となっています。 

● 今後も、地域で安心して子育てができる体制づくりが重要であり、こども家庭セン 

ターを軸とした妊娠期から子育て期まで切れ目ない相談支援体制の充実を図ることが

求められています。 

● 本町では、進学や就職などを契機とした若者の転出が多く、人口減少の一因となって

います。今後は、町内で暮らす若者の支援を充実させ、定住を促していく必要があり

ます。 

 
  

保育体制の充実を図りつつ多様な保育ニーズに対応するとともに、子育て家庭を支援

し、地域全体でこどもと子育て家庭を支える環境づくりを進めます。また、若者を支

援し、若者の定住を促します。 

体操 芋掘り体験 

第１章 郷土愛を育み、相互理解のもと、誰もが自分らしく 
生き生きと暮らせるまち 

 

 

《施策》 

施策１ 子育て支援体制の充実 

子ども・子育て支援事業計画に基づき、地域全体で子育てを支える環境をつくります。子

育て支援センターを中心とした親子同士の交流、子育て家庭と地域住民との交流、出産や育

児に関する情報交換や相談の機会を設けるほか、母子の健康づくりを支援するなど、子育て

家庭を総合的に支援します。 

  

施策２ 保育サービス等の充実 

公立保育所と民間保育施設が連携し、一時保育や延長保育の拡充など、地域の実情に応じ

た保育サービスの充実を図ります。さらに、働く保護者等の子育て負担を軽減し、児童が放

課後や長期休業期間等を安心して過ごすことができるよう児童クラブの充実を図ります。 

 

施策３ 子育て家庭への支援 

こども家庭センターを令和８年度中に設置し、虐待防止に向けた関係機関との連携強化、

子育て相談体制の充実を図ります。また、家庭教育指導員などによる相談体制の充実を図る

ほか、読み聞かせを通じた親子の触れ合い機会の大切さを周知していきます。 

 

施策４ こどもへの支援 

 「児童の権利に関する条約」や「こども基本法」の理念などに則り、こどもを権利の主体

として尊重し、こどもの参加と意見表明の場の確保に努めます。また、こどもが安心して過

ごし、交流できる居場所づくりに努めます。 

 

施策５ 若者への支援 

進学や就職、居住環境などに関する若者のニーズ把握に努めるとともに、関係機関との連

携のもとに、若者の定住に向けた支援を展開します。 

 

《成果指標》 

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

児童クラブの待機児童数 19人 ０人 

ブックスタートパック（絵本）配布率 95.3％ 98.0％ 

人口に占める 20歳代の割合 7.5％ 7.5％ 
  

■関連する分野計画 

第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 

子ども・子育て支援事業計画（第３期） 2025（令和７）年度～2029（令和 11）年度 



第
Ⅲ
部 

前
期
基
本
計
画

31

第
１
章　
郷
土
愛
を
育
み
、
相
互
理
解
の
も
と
、
誰
も
が
自
分
ら
し
く
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち

 

１．こども・若者支援 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国の 2024 年（令和６年）出生数は約 72 万人であり、過去最少の数となって、少

子化に歯止めが掛からない状況が続いています。国は、2023年（令和５年）に「こど

も家庭庁」を設置し、“こどもまんなか社会”の実現を掲げ、政策を推進しています。 

● 2021年度（令和３年度）をもって大総保育所が、2022 年度（令和４年度）をもって上

堺保育所が閉所となり、本町の認可保育所は、公立１箇所、私立５箇所の計６箇所で

す。認定こども園（幼稚園）は、私立２箇所、加えて民間の子育て支援センターが２

箇所運営されています。こどもの居場所としては、児童クラブ５箇所があります。ま

た、保育所や幼稚園、小学校、中学校で家庭教育学級を実施し、家庭での教育力の向

上を図っています。 

● 少子化が進む中、近年では多様化する保育ニーズへの対応、保育体制の充実、保育所

（園）などの環境整備が課題となっています。また、特別な支援を必要とする児童や

家庭に対する有効な事業の実施が課題となっています。 

● 今後も、地域で安心して子育てができる体制づくりが重要であり、こども家庭セン 

ターを軸とした妊娠期から子育て期まで切れ目ない相談支援体制の充実を図ることが

求められています。 

● 本町では、進学や就職などを契機とした若者の転出が多く、人口減少の一因となって

います。今後は、町内で暮らす若者の支援を充実させ、定住を促していく必要があり

ます。 

 
  

保育体制の充実を図りつつ多様な保育ニーズに対応するとともに、子育て家庭を支援

し、地域全体でこどもと子育て家庭を支える環境づくりを進めます。また、若者を支

援し、若者の定住を促します。 

体操 芋掘り体験 

第１章 郷土愛を育み、相互理解のもと、誰もが自分らしく 
生き生きと暮らせるまち 

 

 

《施策》 

施策１ 子育て支援体制の充実 

子ども・子育て支援事業計画に基づき、地域全体で子育てを支える環境をつくります。子

育て支援センターを中心とした親子同士の交流、子育て家庭と地域住民との交流、出産や育

児に関する情報交換や相談の機会を設けるほか、母子の健康づくりを支援するなど、子育て

家庭を総合的に支援します。 

  

施策２ 保育サービス等の充実 

公立保育所と民間保育施設が連携し、一時保育や延長保育の拡充など、地域の実情に応じ

た保育サービスの充実を図ります。さらに、働く保護者等の子育て負担を軽減し、児童が放

課後や長期休業期間等を安心して過ごすことができるよう児童クラブの充実を図ります。 

 

施策３ 子育て家庭への支援 

こども家庭センターを令和８年度中に設置し、虐待防止に向けた関係機関との連携強化、

子育て相談体制の充実を図ります。また、家庭教育指導員などによる相談体制の充実を図る

ほか、読み聞かせを通じた親子の触れ合い機会の大切さを周知していきます。 

 

施策４ こどもへの支援 

 「児童の権利に関する条約」や「こども基本法」の理念などに則り、こどもを権利の主体

として尊重し、こどもの参加と意見表明の場の確保に努めます。また、こどもが安心して過

ごし、交流できる居場所づくりに努めます。 

 

施策５ 若者への支援 

進学や就職、居住環境などに関する若者のニーズ把握に努めるとともに、関係機関との連

携のもとに、若者の定住に向けた支援を展開します。 

 

《成果指標》 

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

児童クラブの待機児童数 19人 ０人 

ブックスタートパック（絵本）配布率 95.3％ 98.0％ 

人口に占める 20 歳代の割合 7.5％ 7.5％ 
  

■関連する分野計画 

第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 

子ども・子育て支援事業計画（第３期） 2025（令和７）年度～2029（令和 11）年度 
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２．高齢者支援 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 2024年（令和６年）１月の住民基本台帳によれば、わが国の高齢化率は 28.8％で過去

最高となっています。一方、本町の 65 歳以上は約 8,400 人で総人口の 37.7％を占め

ており、全国的に見て高い水準となっています。 

● 本町では、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者が可能な限り住

み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域包括支援センターにおける情報提供や相

談体制を充実するとともに、社会福祉協議会と協力して生活支援コーディネーターを

置き、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備などを実施しています。 

● 今後も、支援や介護を必要とする高齢者に対しては、地域包括支援センターを核に民

生委員児童委員、介護事業所等の関係機関と連携を図り、担い手を確保しながら、地

域支援事業や介護サービスなどを提供していく必要があります。 

● 引き続き、生活支援コーディネーターを中心に地域住民をはじめボランティア団体・

企業・社会福祉法人などが協力し合って、地域全体で高齢者を支えていく体制をつく

ることが重要です。特に、2024年（令和６年）１月に認知症に関する法律「共生社会

の実現を推進するための認知症基本法」が施行されたことから、法の基本理念に基づ

いた認知症施策を実施していく必要があります。 

● 高齢者が地域で生きがいを持って暮らせる環境づくりが必要であり、地域で自らの知

識や経験を生かせる機会づくりや、老人クラブ（生き生きクラブ）、寿大学などの活動

や学びの場づくり、高齢者の就労支援などが重要になっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、医療・介護・介護予防など必

要な支援を一体的に利用できる体制の充実を図ります。また、高齢者が生きがいを 

持って地域で活動するための機会や場の提供に努めます。 

認知症チームオレンジの活動 きらり若返り運動 

 

 

《施策》 

施策１ 適切なサービスの提供 

地域包括支援センターにおける情報提供や相談体制を充実し、関係機関の連携のもと支

援や介護を必要とする高齢者に適切なサービスを提供します。また、施設サービスの需要増

加への対応も検討します。 

 

施策２ 高齢者の生活支援 

介護予防、健康不安の解消、緊急通報システムの活用や地域ぐるみの見守り体制の強化、

通院や買い物などの外出支援を推進し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境

づくりに努めます。 

また、認知症に対する理解促進と見守り体制の充実を図り、「新しい認知症観」のもとに

認知症の人やその家族が地域でその人らしく暮らし続けられる環境をつくります。 

 

施策３ 高齢者の社会参加と就労の支援 

老人クラブ活動や各種文化・スポーツ活動を支援し、高齢者の生きがいづくりを促します。

また、シルバー人材センターで高齢者の技能や経験を活用するなど高齢者の就労機会を拡

充し、経済的な自立を促します。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

認知症サポーター数（累計） 2,440人 3,000人 

高齢者見守りネットワーク事業 

協定締結事業者数（累計） 

25事業所 34事業所 

各地域での介護予防活動件数（累計） 351件 2,100件 

  

■関連する分野計画 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第９期） 

2024（令和６）年度～2026（令和８）年度 

第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 
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２．高齢者支援 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 2024年（令和６年）１月の住民基本台帳によれば、わが国の高齢化率は 28.8％で過去

最高となっています。一方、本町の 65 歳以上は約 8,400 人で総人口の 37.7％を占め

ており、全国的に見て高い水準となっています。 

● 本町では、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者が可能な限り住

み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域包括支援センターにおける情報提供や相

談体制を充実するとともに、社会福祉協議会と協力して生活支援コーディネーターを

置き、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備などを実施しています。 

● 今後も、支援や介護を必要とする高齢者に対しては、地域包括支援センターを核に民

生委員児童委員、介護事業所等の関係機関と連携を図り、担い手を確保しながら、地

域支援事業や介護サービスなどを提供していく必要があります。 

● 引き続き、生活支援コーディネーターを中心に地域住民をはじめボランティア団体・

企業・社会福祉法人などが協力し合って、地域全体で高齢者を支えていく体制をつく

ることが重要です。特に、2024年（令和６年）１月に認知症に関する法律「共生社会

の実現を推進するための認知症基本法」が施行されたことから、法の基本理念に基づ

いた認知症施策を実施していく必要があります。 

● 高齢者が地域で生きがいを持って暮らせる環境づくりが必要であり、地域で自らの知

識や経験を生かせる機会づくりや、老人クラブ（生き生きクラブ）、寿大学などの活動

や学びの場づくり、高齢者の就労支援などが重要になっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、医療・介護・介護予防など必

要な支援を一体的に利用できる体制の充実を図ります。また、高齢者が生きがいを 

持って地域で活動するための機会や場の提供に努めます。 

認知症チームオレンジの活動 きらり若返り運動 

 

 

《施策》 

施策１ 適切なサービスの提供 

地域包括支援センターにおける情報提供や相談体制を充実し、関係機関の連携のもと支

援や介護を必要とする高齢者に適切なサービスを提供します。また、施設サービスの需要増

加への対応も検討します。 

 

施策２ 高齢者の生活支援 

介護予防、健康不安の解消、緊急通報システムの活用や地域ぐるみの見守り体制の強化、

通院や買い物などの外出支援を推進し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境

づくりに努めます。 

また、認知症に対する理解促進と見守り体制の充実を図り、「新しい認知症観」のもとに

認知症の人やその家族が地域でその人らしく暮らし続けられる環境をつくります。 

 

施策３ 高齢者の社会参加と就労の支援 

老人クラブ活動や各種文化・スポーツ活動を支援し、高齢者の生きがいづくりを促します。

また、シルバー人材センターで高齢者の技能や経験を活用するなど高齢者の就労機会を拡

充し、経済的な自立を促します。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

認知症サポーター数（累計） 2,440人 3,000人 

高齢者見守りネットワーク事業 

協定締結事業者数（累計） 

25事業所 34事業所 

各地域での介護予防活動件数（累計） 351件 2,100件 

  

■関連する分野計画 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第９期） 

2024（令和６）年度～2026（令和８）年度 

第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 
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３．障害者支援 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、2021年（令和３年）の東京オリンピック・パラリンピック競技大会や SDGs

の浸透などを契機として、社会的包摂 （ソーシャル・インクルージョン）への機運が

改めて高まっています。国は、2024年（令和６年）に「障害者総合支援法」を改正し、

障害者の地域生活の支援体制充実や就労支援、雇用の促進などに向けた取組を進めて

います。 

● 本町では、障害者福祉計画を策定し計画的に取組を進めていますが、今後も計画を推

進するとともに、適切に見直していくことが求められます。特に、国における法改正

などに伴い、住み慣れた地域で安心して暮らせるような支援やサービス体制の推進に

努める必要があります。また、障害者支援体制の広域連携の推進を図るとともに、山

武圏域での児童発達支援センター設置など、地域療育ネットワークの推進に努めてい

く必要があります。 

● 今後も、相談体制の強化、サービス提供体制の充実を通じ、コミュニケーションや移

動など地域生活における自由度を高めていくとともに、災害時に備え、避難行動支援

や福祉避難所の充実を図っていく必要があります。 

● 障害に対する理解の促進を図り、障害者への差別を無くしていくとともに、関係機関

と情報共有・連携し、早期療育の支援やインクルーシブ教育の構築に向けた特別支援

教育の充実を図っていく必要があります。また、関係機関や企業・団体との連携のも

と、障害者の就労・社会参加の機会の充実に努める必要があります。 

   

障害のある人が、住み慣れた地域で必要な支援を受けることができるよう、サービス

の提供体制を充実するとともに、地域の理解を深め、地域での活動機会や就労機会の

充実を図ります。 

パラスポーツ教室 地域活動支援センター「たんぽぽ」 

 

 

《施策》 

施策１ 障害者の地域生活の支援 

障害者福祉計画に基づき、障害者や介護者等のニーズに応じたサービスの充実を図りま

す。また、広域での連携による地域支援体制の強化や障害者差別の解消を図るとともに、障

害児の療育支援体制の推進を図ります。 

 

施策２ 暮らしやすい環境の整備 

障害の有無に関わらず、日常のコミュニケーションを円滑にし、スムーズに移動できるよ

う支援します。また、災害時等における連絡体制、福祉避難所の充実を図ります。 

 

施策３ 障害者の社会参加と就労の促進 

障害のある人の経済的自立と社会参加を促進するため、障害者雇用に向けた取組や福祉

的就労の場の確保、障害者優先調達推進法を踏まえた取組など、障害のある人の就労の場の

確保や機会の拡大を図ります。また、障害の有無に関わらず、様々な文化、芸術活動や学習

活動、スポーツ、レクリエーション活動に参加し、生きがいづくりや地域の人々との交流に

つながるよう、環境づくりを推進します。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

障害福祉サービス計画相談支援利用者数

（年間延べ） 
673人 720人 

障害児福祉サービス計画相談支援利用者数

（年間延べ） 
174人 228人 

 

  

■関連する分野計画 

障害者福祉計画（障害者計画（第４次）、障害福祉計画（第７期）、障害児福祉計画

（第３期）） 

2024（令和６）年度～2026（令和８）年度  
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３．障害者支援 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、2021年（令和３年）の東京オリンピック・パラリンピック競技大会や SDGs

の浸透などを契機として、社会的包摂 （ソーシャル・インクルージョン）への機運が

改めて高まっています。国は、2024年（令和６年）に「障害者総合支援法」を改正し、

障害者の地域生活の支援体制充実や就労支援、雇用の促進などに向けた取組を進めて

います。 

● 本町では、障害者福祉計画を策定し計画的に取組を進めていますが、今後も計画を推

進するとともに、適切に見直していくことが求められます。特に、国における法改正

などに伴い、住み慣れた地域で安心して暮らせるような支援やサービス体制の推進に

努める必要があります。また、障害者支援体制の広域連携の推進を図るとともに、山

武圏域での児童発達支援センター設置など、地域療育ネットワークの推進に努めてい

く必要があります。 

● 今後も、相談体制の強化、サービス提供体制の充実を通じ、コミュニケーションや移

動など地域生活における自由度を高めていくとともに、災害時に備え、避難行動支援

や福祉避難所の充実を図っていく必要があります。 

● 障害に対する理解の促進を図り、障害者への差別を無くしていくとともに、関係機関

と情報共有・連携し、早期療育の支援やインクルーシブ教育の構築に向けた特別支援

教育の充実を図っていく必要があります。また、関係機関や企業・団体との連携のも

と、障害者の就労・社会参加の機会の充実に努める必要があります。 

   

障害のある人が、住み慣れた地域で必要な支援を受けることができるよう、サービス

の提供体制を充実するとともに、地域の理解を深め、地域での活動機会や就労機会の

充実を図ります。 

パラスポーツ教室 地域活動支援センター「たんぽぽ」 

 

 

《施策》 

施策１ 障害者の地域生活の支援 

障害者福祉計画に基づき、障害者や介護者等のニーズに応じたサービスの充実を図りま

す。また、広域での連携による地域支援体制の強化や障害者差別の解消を図るとともに、障

害児の療育支援体制の推進を図ります。 

 

施策２ 暮らしやすい環境の整備 

障害の有無に関わらず、日常のコミュニケーションを円滑にし、スムーズに移動できるよ

う支援します。また、災害時等における連絡体制、福祉避難所の充実を図ります。 

 

施策３ 障害者の社会参加と就労の促進 

障害のある人の経済的自立と社会参加を促進するため、障害者雇用に向けた取組や福祉

的就労の場の確保、障害者優先調達推進法を踏まえた取組など、障害のある人の就労の場の

確保や機会の拡大を図ります。また、障害の有無に関わらず、様々な文化、芸術活動や学習

活動、スポーツ、レクリエーション活動に参加し、生きがいづくりや地域の人々との交流に

つながるよう、環境づくりを推進します。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

障害福祉サービス計画相談支援利用者数

（年間延べ） 
673人 720人 

障害児福祉サービス計画相談支援利用者数

（年間延べ） 
174人 228人 

 

  

■関連する分野計画 

障害者福祉計画（障害者計画（第４次）、障害福祉計画（第７期）、障害児福祉計画

（第３期）） 

2024（令和６）年度～2026（令和８）年度  
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４．地域福祉  

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、人口減少と少子高齢化、地域における人と人とのつながりの希薄化など

により、見守りや支え合いの機能が低下していると言われています。高齢者や子育て

家庭の孤立、経済的な困窮、こどもが家族のケアを担うヤングケアラーなど、対処す

べき様々な課題があります。国は、2020年（令和２年）に社会福祉法を改正し、地域

住民が抱える課題に対し、包括的な支援をするための重層的支援体制の構築を進めて

います。 

● 人々が地域で安心して自分らしく暮らし続けられるようにするためは、家庭・地域・

行政の連携のもと、多様な生活課題に対応することが重要です。本町では、「第２次横

芝光町地域福祉計画・地域福祉活動計画」を 2025年度（令和７年度）に策定し、取組

を計画的に展開しています。 

● 本町では、社会福祉協議会と連携し、地域福祉に関する住民の意識啓発、災害時の避

難行動支援の仕組みづくりなどを進めています。ボランティア団体をはじめとした地

域福祉活動の基盤整備、保健・医療・福祉間の情報共有や連携強化が、引き続き求め

られています。 

● 今後は、住み慣れた地域で誰もが安心して生きがいを持った暮らしを送れるよう、地

域の人と人とのつながりを大切にしながら、共に支え合い、互いに助け合う地域づく

りに向け、地域住民や行政が相互に協力する仕組みを作っていくことが重要です。 

  

支え合い・助け合いを通した、誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会の実現に

向け、人のつながりの醸成や具体的な支え合いの仕組みの整備を進め、多様な主体と

共同して地域福祉の推進に努めます。 

日吉地区生き生きクラブ 地域福祉計画・地区懇談会 

 

 

《施策》 

施策１ 地域共助の意識の醸成 

社会福祉協議会と連携し、学校教育や交流活動を通じて、地域福祉について理解を深める

とともに、地域における共助の意識を醸成します。 

  

施策２ 地域福祉体制の充実 

地域包括支援センター、社会福祉協議会や民生委員児童委員、保健師、医師、地域住民な

どと連携し、重層的支援体制の構築を進め、ニーズの把握と適切な対応を図ります。また、

ボランティア活動の活性化と団体間のネットワーク化を促進します。 

 

施策３ きめ細かな支援の充実 

困りごとのある方が、必要な支援・サービスを利用できるよう、具体的な支援・サービス

の拡充や質の向上、支援の仕組みづくりを図り、既存の分野の枠に収まらない複合的課題へ

の対応も含め、様々な状況に応じたきめ細かな支援の充実に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

ボランティア登録者数 290人 330人 

 

  

■関連する分野計画 

第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 
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４．地域福祉  

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、人口減少と少子高齢化、地域における人と人とのつながりの希薄化など

により、見守りや支え合いの機能が低下していると言われています。高齢者や子育て

家庭の孤立、経済的な困窮、こどもが家族のケアを担うヤングケアラーなど、対処す

べき様々な課題があります。国は、2020年（令和２年）に社会福祉法を改正し、地域

住民が抱える課題に対し、包括的な支援をするための重層的支援体制の構築を進めて

います。 

● 人々が地域で安心して自分らしく暮らし続けられるようにするためは、家庭・地域・

行政の連携のもと、多様な生活課題に対応することが重要です。本町では、「第２次横

芝光町地域福祉計画・地域福祉活動計画」を 2025年度（令和７年度）に策定し、取組

を計画的に展開しています。 

● 本町では、社会福祉協議会と連携し、地域福祉に関する住民の意識啓発、災害時の避

難行動支援の仕組みづくりなどを進めています。ボランティア団体をはじめとした地

域福祉活動の基盤整備、保健・医療・福祉間の情報共有や連携強化が、引き続き求め

られています。 

● 今後は、住み慣れた地域で誰もが安心して生きがいを持った暮らしを送れるよう、地

域の人と人とのつながりを大切にしながら、共に支え合い、互いに助け合う地域づく

りに向け、地域住民や行政が相互に協力する仕組みを作っていくことが重要です。 

  

支え合い・助け合いを通した、誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会の実現に

向け、人のつながりの醸成や具体的な支え合いの仕組みの整備を進め、多様な主体と

共同して地域福祉の推進に努めます。 

日吉地区生き生きクラブ 地域福祉計画・地区懇談会 

 

 

《施策》 

施策１ 地域共助の意識の醸成 

社会福祉協議会と連携し、学校教育や交流活動を通じて、地域福祉について理解を深める

とともに、地域における共助の意識を醸成します。 

  

施策２ 地域福祉体制の充実 

地域包括支援センター、社会福祉協議会や民生委員児童委員、保健師、医師、地域住民な

どと連携し、重層的支援体制の構築を進め、ニーズの把握と適切な対応を図ります。また、

ボランティア活動の活性化と団体間のネットワーク化を促進します。 

 

施策３ きめ細かな支援の充実 

困りごとのある方が、必要な支援・サービスを利用できるよう、具体的な支援・サービス

の拡充や質の向上、支援の仕組みづくりを図り、既存の分野の枠に収まらない複合的課題へ

の対応も含め、様々な状況に応じたきめ細かな支援の充実に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

ボランティア登録者数 290人 330人 

 

  

■関連する分野計画 

第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 
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５．健康づくり 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● その人らしい暮らしのためには、生涯にわたる心身の健康づくりが重要となります。

国は、「健康日本 21（第三次）」を 2023 年（令和５年）に策定し、「全ての国民が健や

かで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」というビジョン実現のため、基本的

な方向を①健康寿命の延伸・健康格差の縮小、②個人の行動と健康状態の改善などと

定め、取組を展開しています。 

● 本町では、各種健康相談、食生活改善普及員活動などを通じた食育の推進、歯科健康

教育・ハミガキ教室などのほか、生活習慣病予防、介護予防等についての健康教育に

よる健康づくり意識・理解の向上に努めています。今後は、人生 100 年時代の到来を

見据え、様々なライフステージ（乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における

各段階）における健康づくりの意識を高めていくことが重要です。 

● 本町では、健康づくりセンター「プラム」を拠点とした健(検)診等を、幅広く実施し

ています。今後は、がん検診や特定健診の受診体制を充実し、受診率のさらなる向上

を図る必要があります。また、歯の寿命を伸ばすため、幼児期からの歯の健康づくり

も欠かせません。 

 

  

生涯にわたり心身ともに健康であるため、一人ひとりの健康づくりの意識を醸成し、

日常的な健康づくりを支援するとともに、地域における保健体制を充実します。 

健康づくりセンター「プラム」 食生活改善普及員によるおやこクッキング 

 

 

《施策》 

施策１ 健康づくり意識・理解の向上 

健康維持に必要な知識、生活習慣病の予防、疾病の早期発見などに関する知識などの情報

を各世代への健康教育等を通じて伝え、健康づくりの意識を高めるよう支援します。 

  

施策２ 健康づくりの推進 

健康づくりセンター「プラム」を拠点とし、健康診査や各種検診を周知および勧奨し、生

活習慣病予防や介護予防などにおける住民の自主的な健康づくり活動を支援します。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

健康教育の実施回数 124回 134回 

３歳児のむし歯保有率 13.3％ 10.0％ 

がん検診受診率（町の集団・個別検診） 22.66％ 23.66％ 

 

 

 

■関連する分野計画 

千葉県保健医療計画         2024（令和６）年度～2029（令和 11）年度 

国民健康保険保健事業実施計画（第３期データヘルス計画）第４期特定健康診査等 

実施計画 

2024（令和６）年度～2029（令和 11）年度 

健康増進計画及び自殺対策計画        2018（平成 30）年度～2027（令和９）年度 
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５．健康づくり 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● その人らしい暮らしのためには、生涯にわたる心身の健康づくりが重要となります。

国は、「健康日本 21（第三次）」を 2023 年（令和５年）に策定し、「全ての国民が健や

かで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」というビジョン実現のため、基本的

な方向を①健康寿命の延伸・健康格差の縮小、②個人の行動と健康状態の改善などと

定め、取組を展開しています。 

● 本町では、各種健康相談、食生活改善普及員活動などを通じた食育の推進、歯科健康

教育・ハミガキ教室などのほか、生活習慣病予防、介護予防等についての健康教育に

よる健康づくり意識・理解の向上に努めています。今後は、人生 100 年時代の到来を

見据え、様々なライフステージ（乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における

各段階）における健康づくりの意識を高めていくことが重要です。 

● 本町では、健康づくりセンター「プラム」を拠点とした健(検)診等を、幅広く実施し

ています。今後は、がん検診や特定健診の受診体制を充実し、受診率のさらなる向上

を図る必要があります。また、歯の寿命を伸ばすため、幼児期からの歯の健康づくり

も欠かせません。 

 

  

生涯にわたり心身ともに健康であるため、一人ひとりの健康づくりの意識を醸成し、

日常的な健康づくりを支援するとともに、地域における保健体制を充実します。 

健康づくりセンター「プラム」 食生活改善普及員によるおやこクッキング 

 

 

《施策》 

施策１ 健康づくり意識・理解の向上 

健康維持に必要な知識、生活習慣病の予防、疾病の早期発見などに関する知識などの情報

を各世代への健康教育等を通じて伝え、健康づくりの意識を高めるよう支援します。 

  

施策２ 健康づくりの推進 

健康づくりセンター「プラム」を拠点とし、健康診査や各種検診を周知および勧奨し、生

活習慣病予防や介護予防などにおける住民の自主的な健康づくり活動を支援します。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

健康教育の実施回数 124回 134回 

３歳児のむし歯保有率 13.3％ 10.0％ 

がん検診受診率（町の集団・個別検診） 22.66％ 23.66％ 

 

 

 

■関連する分野計画 

千葉県保健医療計画         2024（令和６）年度～2029（令和 11）年度 

国民健康保険保健事業実施計画（第３期データヘルス計画）第４期特定健康診査等 

実施計画 

2024（令和６）年度～2029（令和 11）年度 

健康増進計画及び自殺対策計画        2018（平成 30）年度～2027（令和９）年度 
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６．医療 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 超高齢社会が進み、医療と介護の複合ニーズを抱える 85歳以上の人口が増大する 2040

年頃を見据え、かかりつけ医機能や在宅医療、介護連携を含めた新たな地域医療構想

が 2026 年度（令和８年度）策定予定であり、これに沿った医療体制の整備が求められ

ます。 

● 千葉県は、本町が属する山武長生夷隅保健医療圏では一般病床及び療養病床への入院

患者数は 2030 年度（令和 12 年度）にピークを迎え、その後は減少に転じると予測し

ており、2025 年度（令和７年度）の必要病床数は、高度急性期及び回復期は不足し、

急性期及び慢性期は過剰となると見込んでいます。一方、在宅医療等の需要（患者数）

は 2035 年度（令和 17 年度）にピークを迎えると予測していることから、病床機能の

分化及び連携の推進、在宅医療提供体制の充実・強化が求められています。 

● 東陽病院では、東陽病院経営強化プランを策定し、近隣の病院や診療所、介護施設と

連携を図り、町立病院として急性期から回復期、在宅医療まで一貫した医療提供を可

能とした「地域に根ざした病院」を目指しています。また、医師・看護師等の医療資

源の確保、施設や設備の適正化といった多くの課題を抱えており、今後の医療需要の

変化に対応できるよう、病院の果たすべき役割・機能の最適化を図ります。加えて、

現在の病院は耐用年数とされる築 40年に近づいており、近隣病院との統合や機能分化

等も含め、今後の病院経営の方向性を検討しています。 

● 山武郡市医師会・旭匝瑳医師会、山武郡市歯科医師会など地域の医療機関との連携に

より、今後も、休日当番医制事業などを継続するとともに、日ごろの健康づくりなど、

各種の啓発活動などを進めていく必要があります。 

 

  

超高齢社会が進行する中、地域において安心して医療が受けられるよう、医療機関等

との連携強化、在宅医療や介護連携等を含め、住民が安心できる地域医療体制の確保

を図ります。 

東陽病院経営強化プラン 東陽病院 

 令和４年度 
(2022 年度) 

実績値 

令和５年度 
(2023 年度) 

実績値 

令和６年度 
(2024 年度) 

実績値 

常勤医師数（人） 7 10 6 

病床利用率（％） 59.0 63.4 61.7 

訪問看護件数

（件） 
2,192 2,190 2,330 

一日あたり外来

患者数（人） 
141.4 146.1 145.7 

 

 

 

《施策》 

施策１ 東陽病院の経営強化 

医療人材の確保に努めるとともに、施設、設備の計画的な管理や更新、持続可能な病院経

営に努めます。また、「地域に根差した病院」を目指し、地域の医療機関や介護施設、町の

保健・福祉部門との連携を強化します。 
 

施策２ 地域の医療機関との連携 

住民が安心できる医療体制を整備するため、山武郡市医師会・旭匝瑳医師会、山武郡市歯

科医師会など地域の医療機関との連携により、今後も休日当番医制事業などを継続すると

ともに、かかりつけ医の重要性や日ごろの健康づくりなど、各種の啓発活動を進めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

東陽病院診療科数 10科 10科 

  

■関連する分野計画 

東陽病院経営強化プラン 2024（令和６）年度～2027（令和９）年度 
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６．医療 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 超高齢社会が進み、医療と介護の複合ニーズを抱える 85歳以上の人口が増大する 2040

年頃を見据え、かかりつけ医機能や在宅医療、介護連携を含めた新たな地域医療構想

が 2026 年度（令和８年度）策定予定であり、これに沿った医療体制の整備が求められ

ます。 

● 千葉県は、本町が属する山武長生夷隅保健医療圏では一般病床及び療養病床への入院

患者数は 2030 年度（令和 12 年度）にピークを迎え、その後は減少に転じると予測し

ており、2025 年度（令和７年度）の必要病床数は、高度急性期及び回復期は不足し、

急性期及び慢性期は過剰となると見込んでいます。一方、在宅医療等の需要（患者数）

は 2035 年度（令和 17 年度）にピークを迎えると予測していることから、病床機能の

分化及び連携の推進、在宅医療提供体制の充実・強化が求められています。 

● 東陽病院では、東陽病院経営強化プランを策定し、近隣の病院や診療所、介護施設と

連携を図り、町立病院として急性期から回復期、在宅医療まで一貫した医療提供を可

能とした「地域に根ざした病院」を目指しています。また、医師・看護師等の医療資

源の確保、施設や設備の適正化といった多くの課題を抱えており、今後の医療需要の

変化に対応できるよう、病院の果たすべき役割・機能の最適化を図ります。加えて、

現在の病院は耐用年数とされる築 40年に近づいており、近隣病院との統合や機能分化

等も含め、今後の病院経営の方向性を検討しています。 

● 山武郡市医師会・旭匝瑳医師会、山武郡市歯科医師会など地域の医療機関との連携に

より、今後も、休日当番医制事業などを継続するとともに、日ごろの健康づくりなど、

各種の啓発活動などを進めていく必要があります。 

 

  

超高齢社会が進行する中、地域において安心して医療が受けられるよう、医療機関等

との連携強化、在宅医療や介護連携等を含め、住民が安心できる地域医療体制の確保

を図ります。 

東陽病院経営強化プラン 東陽病院 

 令和４年度 
(2022 年度) 

実績値 

令和５年度 
(2023 年度) 

実績値 

令和６年度 
(2024 年度) 

実績値 

常勤医師数（人） 7 10 6 

病床利用率（％） 59.0 63.4 61.7 

訪問看護件数

（件） 
2,192 2,190 2,330 

一日あたり外来

患者数（人） 
141.4 146.1 145.7 

 

 

 

《施策》 

施策１ 東陽病院の経営強化 

医療人材の確保に努めるとともに、施設、設備の計画的な管理や更新、持続可能な病院経

営に努めます。また、「地域に根差した病院」を目指し、地域の医療機関や介護施設、町の

保健・福祉部門との連携を強化します。 
 

施策２ 地域の医療機関との連携 

住民が安心できる医療体制を整備するため、山武郡市医師会・旭匝瑳医師会、山武郡市歯

科医師会など地域の医療機関との連携により、今後も休日当番医制事業などを継続すると

ともに、かかりつけ医の重要性や日ごろの健康づくりなど、各種の啓発活動を進めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

東陽病院診療科数 10科 10科 

  

■関連する分野計画 

東陽病院経営強化プラン 2024（令和６）年度～2027（令和９）年度 
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７．社会保険 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 高齢化に伴い、医療や介護などの社会保険にかかる支出がわが国では増加傾向にあり

ます。一方、労働力の中心となる 15～64歳人口（生産年齢人口）の減少により、社会

保険の原資を賄うための負担が大きくなっており、公的な保険制度の運営が困難さを

増しています。 

● 国民健康保険制度については、2018 年度（平成 30 年度）から都道府県が財政運営の

責任主体となることで制度の安定化を図り、安定的な財政運営や事業の効率化に向け

た取組が展開されています。今後も疾病予防や健康づくりに積極的に取り組み、健康

に対する意識を高めるとともに、千葉県との連携のもと、国民健康保険税収納率の向

上や医療の適正化を図るなど、財源の確保及び持続可能な運営に向けた取組が必要と

なっています。 

● 介護保険制度については、高齢化の進行に伴い、制度利用者の増加が想定されること

から、引き続き、健全で安定した財政運営とサービスの確保が課題となります。地域

包括支援センターとの連携をさらに強化し、介護予防、高齢者の権利擁護、総合相談

支援などを推進することが重要です。 

● 後期高齢者医療制度については、千葉県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、

引き続き、被保険者に対して分かりやすい制度の説明と普及啓発に努めていく必要が

あります。 

 

  

元気はつらつ運動教室 特定健康審査受診率・特定保健指導実施率 

病気やけがをした人や介護が必要な人を社会全体で支えるため、医療・介護等の社会

保険制度への理解を促し、健康増進や介護予防を推進して、制度の健全な運営を図り

ます。 

 

 

《施策》 

施策１ 国民健康保険事業の推進 

千葉県との連携のもと、制度の周知、保険税の収納率向上、医療費の適正化を図っていき

ます。また、住民の健康づくりと疾病予防を促進していくため、メタボリックシンドローム

及びそれに伴う生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査の受診率、特定保健指導の実

施率の向上を図っていきます。 

 
施策２ 介護保険制度の健全運営 

介護保険制度についての住民の理解を促します。また、介護予防の充実や給付の適正化に

より、介護保険制度の健全な運営に努めます。さらに、地域包括支援センターと連携し、適

正な介護サービスの提供を図っていきます。 

 

施策３ 後期高齢者医療制度の推進 

後期高齢者を対象とした医療制度を健全に運営するため、千葉県後期高齢者医療広域連

合との連携のもと、制度の周知や医療費の適正化を図ります。また、高齢者の保健事業と介

護予防事業を一体的に実施し、健康の保持増進、介護予防のためフレイル予防の必要性を認

識し、町民自ら介護予防の取組ができるよう周知を図ります。 

 

《成果指標》 

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

特定健康診査の受診率 41.9％ 45.0％ 

特定保健指導の実施率 57.1％ 62.0％ 

国民健康保険税の収納率 95.7％ 96.0％ 

介護保険料の収納率 98.1％ 98.3％ 

後期高齢者健康診査の受診率 23.9% 40.0% 

後期高齢者医療保険料の収納率 98.4％ 99.0% 

■関連する分野計画 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第９期） 

2024（令和６）年度～2026（令和８）年度 

国民健康保険保健事業実施計画（第３期データヘルス計画）第４期特定健康診査等 

実施計画 

2024（令和６）年度～2029（令和 11）年度 

第３期高齢者保健事業実施計画（第３期データヘルス計画） 

2024（令和６）年度～2029（令和 11）年度 
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７．社会保険 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 高齢化に伴い、医療や介護などの社会保険にかかる支出がわが国では増加傾向にあり

ます。一方、労働力の中心となる 15～64歳人口（生産年齢人口）の減少により、社会

保険の原資を賄うための負担が大きくなっており、公的な保険制度の運営が困難さを

増しています。 

● 国民健康保険制度については、2018 年度（平成 30 年度）から都道府県が財政運営の

責任主体となることで制度の安定化を図り、安定的な財政運営や事業の効率化に向け

た取組が展開されています。今後も疾病予防や健康づくりに積極的に取り組み、健康

に対する意識を高めるとともに、千葉県との連携のもと、国民健康保険税収納率の向

上や医療の適正化を図るなど、財源の確保及び持続可能な運営に向けた取組が必要と

なっています。 

● 介護保険制度については、高齢化の進行に伴い、制度利用者の増加が想定されること

から、引き続き、健全で安定した財政運営とサービスの確保が課題となります。地域

包括支援センターとの連携をさらに強化し、介護予防、高齢者の権利擁護、総合相談

支援などを推進することが重要です。 

● 後期高齢者医療制度については、千葉県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、

引き続き、被保険者に対して分かりやすい制度の説明と普及啓発に努めていく必要が

あります。 

 

  

元気はつらつ運動教室 特定健康審査受診率・特定保健指導実施率 

病気やけがをした人や介護が必要な人を社会全体で支えるため、医療・介護等の社会

保険制度への理解を促し、健康増進や介護予防を推進して、制度の健全な運営を図り

ます。 

 

 

《施策》 

施策１ 国民健康保険事業の推進 

千葉県との連携のもと、制度の周知、保険税の収納率向上、医療費の適正化を図っていき

ます。また、住民の健康づくりと疾病予防を促進していくため、メタボリックシンドローム

及びそれに伴う生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査の受診率、特定保健指導の実

施率の向上を図っていきます。 

 
施策２ 介護保険制度の健全運営 

介護保険制度についての住民の理解を促します。また、介護予防の充実や給付の適正化に

より、介護保険制度の健全な運営に努めます。さらに、地域包括支援センターと連携し、適

正な介護サービスの提供を図っていきます。 

 

施策３ 後期高齢者医療制度の推進 

後期高齢者を対象とした医療制度を健全に運営するため、千葉県後期高齢者医療広域連

合との連携のもと、制度の周知や医療費の適正化を図ります。また、高齢者の保健事業と介

護予防事業を一体的に実施し、健康の保持増進、介護予防のためフレイル予防の必要性を認

識し、町民自ら介護予防の取組ができるよう周知を図ります。 

 

《成果指標》 

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

特定健康診査の受診率 41.9％ 45.0％ 

特定保健指導の実施率 57.1％ 62.0％ 

国民健康保険税の収納率 95.7％ 96.0％ 

介護保険料の収納率 98.1％ 98.3％ 

後期高齢者健康診査の受診率 23.9% 40.0% 

後期高齢者医療保険料の収納率 98.4％ 99.0% 

■関連する分野計画 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第９期） 

2024（令和６）年度～2026（令和８）年度 

国民健康保険保健事業実施計画（第３期データヘルス計画）第４期特定健康診査等 

実施計画 

2024（令和６）年度～2029（令和 11）年度 

第３期高齢者保健事業実施計画（第３期データヘルス計画） 

2024（令和６）年度～2029（令和 11）年度 
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８．学校教育 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 教育は、社会をけん引する駆動力の中核を担う営みであり、一人ひとりの豊かで幸せ

な人生と社会の持続的な発展に向けて極めて重要な役割を有しています。国は、2023

年（令和５年）に「第４期教育振興基本計画」を閣議決定し、2040 年以降の社会を見

据えた持続可能な社会の創り手の育成を目指し、グローバル化する社会の持続的な発

展に向けて学び続ける人材の育成などの方針を掲げています。 

● 国の GIGAスクール構想により、ICT環境の整備に大きな進展が見られました。今後は、

授業方法や教職員の働き方のあり方を見直すとともに、ICT 機器の活用を進め、誰も

がどこでも学びやすい環境を整備する必要があります。 

● 本町では、学力向上推進モデル校を指定し、教職員の学習指導力向上とともに学力の

定着が図られてきましたが、習熟度別少人数授業による指導など他の形での学力向上

に向けた取組や、キャリア教育の充実も必要となっています。また、誰一人取り残さ

れない学びの保障に向けた取組も展開しています。 

● 教育環境については、学校・家庭・地域・関連機関が連携をさらに進め、社会全体で

人材を育成する教育環境を充実させていくことが課題となっています。特に、防犯・

防災教育や、部活動の地域展開への対応を進めていく必要があります。施設面に関し

ては、計画的に改修・修繕を実施し安全な学習環境を維持する必要があります。また、

児童生徒数の減少を考慮したさらなる施設の適正配置の検討が必要です。 

● 学校運営については、多様化するニーズに対応できるよう、教職員の学習指導力向上

などを通じ、教育の質の向上を引き続き図る必要があります。また、教職員の勤務時

間の適正化を進めるとともに、信頼される学校運営体制の構築に努めていく必要があ

ります。 

 
 
 
 
 
《施策》 

横芝小学校体育館 電子黒板を活用した授業風景 

確かな学力を基礎として主体的に課題を発見・解決し、新たな価値を創造する力の醸

成を図ります。また、児童生徒一人ひとりの状況に応じた安全な学習環境を整備し、

家庭・地域・学校の連携によって、社会全体で児童生徒の成長を支援します。 

 

 

《施策》 

施策１ 教育内容の充実 

変化の激しい社会において自ら考え課題解決ができる力を養うため、基礎的な学力に加

え、誰一人取り残されない「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図りま

す。また、地域の特性を活かした外国語活動、道徳、ICT教育、キャリア教育などの教育内

容の充実を図ります。 

 

施策２ 教育環境の整備 

家庭・地域と連携しながら防犯対策・防災教育を実施し、安心・安全で開かれた学校づく

りを推進するとともに、中学校の部活動の地域展開を進めます。また、学校の適正配置の検

討とともに、設備の適切な維持管理や ICT機器を含む教育施設の充実を図ります。 

 

施策３ 学校運営の充実 

多様な児童生徒のニーズに対応できるよう、教育の質の向上を図ります。また、教職員の

勤務時間の適正化を進めるとともに、信頼される学校運営体制の構築に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

教職員指導力向上研修実施回数 ２回 ３回 

中学校生徒の実用英語技能検定取得率 80.6％ 90.0％ 

 

■関連する分野計画 

横芝光町立小中学校の適正規模・適正配置等基本方針（改訂版） 

2023（令和５）年 
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８．学校教育 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 教育は、社会をけん引する駆動力の中核を担う営みであり、一人ひとりの豊かで幸せ

な人生と社会の持続的な発展に向けて極めて重要な役割を有しています。国は、2023

年（令和５年）に「第４期教育振興基本計画」を閣議決定し、2040 年以降の社会を見

据えた持続可能な社会の創り手の育成を目指し、グローバル化する社会の持続的な発

展に向けて学び続ける人材の育成などの方針を掲げています。 

● 国の GIGAスクール構想により、ICT環境の整備に大きな進展が見られました。今後は、

授業方法や教職員の働き方のあり方を見直すとともに、ICT 機器の活用を進め、誰も

がどこでも学びやすい環境を整備する必要があります。 

● 本町では、学力向上推進モデル校を指定し、教職員の学習指導力向上とともに学力の

定着が図られてきましたが、習熟度別少人数授業による指導など他の形での学力向上

に向けた取組や、キャリア教育の充実も必要となっています。また、誰一人取り残さ

れない学びの保障に向けた取組も展開しています。 

● 教育環境については、学校・家庭・地域・関連機関が連携をさらに進め、社会全体で

人材を育成する教育環境を充実させていくことが課題となっています。特に、防犯・

防災教育や、部活動の地域展開への対応を進めていく必要があります。施設面に関し

ては、計画的に改修・修繕を実施し安全な学習環境を維持する必要があります。また、

児童生徒数の減少を考慮したさらなる施設の適正配置の検討が必要です。 

● 学校運営については、多様化するニーズに対応できるよう、教職員の学習指導力向上

などを通じ、教育の質の向上を引き続き図る必要があります。また、教職員の勤務時

間の適正化を進めるとともに、信頼される学校運営体制の構築に努めていく必要があ

ります。 

 
 
 
 
 
《施策》 

横芝小学校体育館 電子黒板を活用した授業風景 

確かな学力を基礎として主体的に課題を発見・解決し、新たな価値を創造する力の醸

成を図ります。また、児童生徒一人ひとりの状況に応じた安全な学習環境を整備し、

家庭・地域・学校の連携によって、社会全体で児童生徒の成長を支援します。 

 

 

《施策》 

施策１ 教育内容の充実 

変化の激しい社会において自ら考え課題解決ができる力を養うため、基礎的な学力に加

え、誰一人取り残されない「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図りま

す。また、地域の特性を活かした外国語活動、道徳、ICT教育、キャリア教育などの教育内

容の充実を図ります。 

 

施策２ 教育環境の整備 

家庭・地域と連携しながら防犯対策・防災教育を実施し、安心・安全で開かれた学校づく

りを推進するとともに、中学校の部活動の地域展開を進めます。また、学校の適正配置の検

討とともに、設備の適切な維持管理や ICT機器を含む教育施設の充実を図ります。 

 

施策３ 学校運営の充実 

多様な児童生徒のニーズに対応できるよう、教育の質の向上を図ります。また、教職員の

勤務時間の適正化を進めるとともに、信頼される学校運営体制の構築に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

教職員指導力向上研修実施回数 ２回 ３回 

中学校生徒の実用英語技能検定取得率 80.6％ 90.0％ 

 

■関連する分野計画 

横芝光町立小中学校の適正規模・適正配置等基本方針（改訂版） 

2023（令和５）年 
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９．青少年育成 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 少子化が進む中、人と人との関係性が希薄化するなど、青少年をめぐる社会環境は著

しく変化し、深刻さを増しています。国は、体験活動等を通じた青少年自立支援や青

少年の国際交流などに取り組むだけでなく、青少年を取り巻く有害環境対策として犯

罪等に加担させないための取組などを進めています。 

● 本町では、青少年健全育成支援組織との連携を図り、青少年の健全な育成を推進して

います。また、ジュニアリーダー研修を促進し、青少年リーダーの育成に努めていま

す。今後も、これらの取組を継続的に実施していくだけでなく、青少年の主体的な活

動を支援し、多様な青少年活動の展開を促していく必要があります。 

● 子ども会やスポーツ少年団といった組織の活動を支援し、青少年にとって身近で自分

に合った活動ができる環境づくりに努めていく必要があります。 

● 家庭教育学級の実施など、きめ細やかな支援により、引き続き、家庭での教育力向上

を図っていく必要があります。 

   

スキー＆スノーボード教室 夏季ジュニアリーダー研修会

 

リーダーシップと協調性を備えた次世代を担う青少年を育成するため、家庭・学校・

地域が相互に連携して家庭の教育力向上を図るとともに、青少年が地域で活躍できる

機会を増やすため、多様な青少年活動の実施を促進します。 

 

 

《施策》 

施策１ 青少年の活躍促進 

青少年健全育成支援組織との連携を図り、次世代を担う青少年の健全な育成を推進する

とともに、ジュニアリーダー研修を促進し、青少年リーダーの研修計画及び実施を図ります。

また、青少年リーダーが主体となって開催する事業を支援し、更なる青少年リーダーの発

掘・育成に努めます。 

 

施策２ 青少年にとって身近な組織の支援 

子ども会やスポーツ少年団といった組織の活動を支援し、青少年にとって身近な居場所

の確保・充実に努めます。 

 

施策３ 家庭教育の支援 

家庭教育学級の実施により、家庭での教育力の向上を図ります。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

ジュニアリーダーの人数 ５人 ５人 

青少年育成関係団体主催事業数 ８事業 ８事業 
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９．青少年育成 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 少子化が進む中、人と人との関係性が希薄化するなど、青少年をめぐる社会環境は著

しく変化し、深刻さを増しています。国は、体験活動等を通じた青少年自立支援や青

少年の国際交流などに取り組むだけでなく、青少年を取り巻く有害環境対策として犯

罪等に加担させないための取組などを進めています。 

● 本町では、青少年健全育成支援組織との連携を図り、青少年の健全な育成を推進して

います。また、ジュニアリーダー研修を促進し、青少年リーダーの育成に努めていま

す。今後も、これらの取組を継続的に実施していくだけでなく、青少年の主体的な活

動を支援し、多様な青少年活動の展開を促していく必要があります。 

● 子ども会やスポーツ少年団といった組織の活動を支援し、青少年にとって身近で自分

に合った活動ができる環境づくりに努めていく必要があります。 

● 家庭教育学級の実施など、きめ細やかな支援により、引き続き、家庭での教育力向上

を図っていく必要があります。 

   

スキー＆スノーボード教室 夏季ジュニアリーダー研修会

 

リーダーシップと協調性を備えた次世代を担う青少年を育成するため、家庭・学校・

地域が相互に連携して家庭の教育力向上を図るとともに、青少年が地域で活躍できる

機会を増やすため、多様な青少年活動の実施を促進します。 

 

 

《施策》 

施策１ 青少年の活躍促進 

青少年健全育成支援組織との連携を図り、次世代を担う青少年の健全な育成を推進する

とともに、ジュニアリーダー研修を促進し、青少年リーダーの研修計画及び実施を図ります。

また、青少年リーダーが主体となって開催する事業を支援し、更なる青少年リーダーの発

掘・育成に努めます。 

 

施策２ 青少年にとって身近な組織の支援 

子ども会やスポーツ少年団といった組織の活動を支援し、青少年にとって身近な居場所

の確保・充実に努めます。 

 

施策３ 家庭教育の支援 

家庭教育学級の実施により、家庭での教育力の向上を図ります。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

ジュニアリーダーの人数 ５人 ５人 

青少年育成関係団体主催事業数 ８事業 ８事業 
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１０．生涯学習 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 人生 100 年時代を迎えようとする中、生涯学習に期待される学習内容や学習レベルの

多様化が進んでいます。年齢やライフステージにとらわれず、誰もが趣味や自己実現

などのために自由に学習機会を選択し、その人らしく学ぶとともに、学習の成果を社

会に活かすことができる仕組みづくりが求められています。 

● 本町では、文化施設や図書館などを拠点として、生涯学習団体の自主的かつ多種多様

な学習活動が行われており、コミュニティの活性化や地域課題の解決に資することが

期待されています。今後は、関係団体との連携を強化し、学習ニーズに応じた生涯学

習講座を提供するとともに、文化施設の適切な管理により、環境を整備することが重

要となっています。 

● 地域の知識と情報の拠点となる図書館においては、貸出冊数が増加しています。また、

図書館資料の充実、施設の適切な維持管理、ホームページ等でのイベント情報の発信

などにより、幅広い年代の利用者に活用されています。より多くの方に図書館を利用

してもらうため、図書館の魅力発信などの取組が引き続き必要となっています。 

 
  

横芝光町立図書館利用状況 横芝光町立図書館 

令和４年度
(2022年度)

令和５年度
(2023年度)

令和６年度
(2024年度)

貸出総数
(冊･点)

342,092 328,607 322,085

年度末蔵書数
(冊･点)

433,105 436,627 439,077

入館者総数
(人)

86,232 94,403 108,002

多様なニーズに合った生涯学習の機会や場を提供するとともに、住民の生涯学習の成

果が自己実現とともに社会にも活かされるよう、地域の交流や課題解決につながる自

主的な活動を支援します。 

 

 

《施策》 

施策１ 生涯学習環境の充実 

学習プログラムの充実や、指導する人材の確保・育成を図ります。また、各種クラブや 

サークル等の団体との連携や住民ニーズに応じた講座の開催により、多様な生涯学習の機

会の拡充を図ります。 

  

施策２ 図書館機能の充実 

学校や保育所との連携を強化し、子育て中の保護者と乳幼児に対する支援の充実や読書

活動への支援の強化を図ります。また、情報発信機能の充実や利便性向上、施設の維持改修

を通じ、住民交流拠点の一つとして活用します。 

 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

講座開催数 29講座 29講座 

図書館利用者（入館者）数 108,002 人 120,000 人 

図書貸出冊数 322,085 冊・点 350,000 冊・点 

 

  ■関連する分野計画 

子ども読書活動推進計画（第４次） 2022（令和４）年度～2026（令和 8）年度 
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１０．生涯学習 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 人生 100 年時代を迎えようとする中、生涯学習に期待される学習内容や学習レベルの

多様化が進んでいます。年齢やライフステージにとらわれず、誰もが趣味や自己実現

などのために自由に学習機会を選択し、その人らしく学ぶとともに、学習の成果を社

会に活かすことができる仕組みづくりが求められています。 

● 本町では、文化施設や図書館などを拠点として、生涯学習団体の自主的かつ多種多様

な学習活動が行われており、コミュニティの活性化や地域課題の解決に資することが

期待されています。今後は、関係団体との連携を強化し、学習ニーズに応じた生涯学

習講座を提供するとともに、文化施設の適切な管理により、環境を整備することが重

要となっています。 

● 地域の知識と情報の拠点となる図書館においては、貸出冊数が増加しています。また、

図書館資料の充実、施設の適切な維持管理、ホームページ等でのイベント情報の発信

などにより、幅広い年代の利用者に活用されています。より多くの方に図書館を利用

してもらうため、図書館の魅力発信などの取組が引き続き必要となっています。 

 
  

横芝光町立図書館利用状況 横芝光町立図書館 

令和４年度
(2022年度)

令和５年度
(2023年度)

令和６年度
(2024年度)

貸出総数
(冊･点)

342,092 328,607 322,085

年度末蔵書数
(冊･点)

433,105 436,627 439,077

入館者総数
(人)

86,232 94,403 108,002

多様なニーズに合った生涯学習の機会や場を提供するとともに、住民の生涯学習の成

果が自己実現とともに社会にも活かされるよう、地域の交流や課題解決につながる自

主的な活動を支援します。 

 

 

《施策》 

施策１ 生涯学習環境の充実 

学習プログラムの充実や、指導する人材の確保・育成を図ります。また、各種クラブや 

サークル等の団体との連携や住民ニーズに応じた講座の開催により、多様な生涯学習の機

会の拡充を図ります。 

  

施策２ 図書館機能の充実 

学校や保育所との連携を強化し、子育て中の保護者と乳幼児に対する支援の充実や読書

活動への支援の強化を図ります。また、情報発信機能の充実や利便性向上、施設の維持改修

を通じ、住民交流拠点の一つとして活用します。 

 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

講座開催数 29講座 29講座 

図書館利用者（入館者）数 108,002 人 120,000 人 

図書貸出冊数 322,085 冊・点 350,000 冊・点 

 

  ■関連する分野計画 

子ども読書活動推進計画（第４次） 2022（令和４）年度～2026（令和 8）年度 
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１１．文化振興 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国は、地域の特色ある文化活動を促進するため、多様な担い手の育成を図ってい

るほか、地域住民の愛郷心を育み、地域活性化の資源ともなる各地の歴史に根差した

伝統文化の保存活用を推進しています。 

● 本町は、国指定史跡の芝山(中台)古墳群や国重要無形民俗文化財の鬼来迎のほか、千

葉県指定文化財、町指定文化財を数多く有しています。また、実測により初めて正確

な日本地図を作成した伊能忠敬や、幕末の儒学者・漢学者である海保漁村、日本の 

ソーセージの父と称される大木市蔵など、多くの偉人を輩出してきました。 

● 本町はこれまで、文化財の適正管理・保存に努めるとともに、伝統芸能の伝承活動を

担う団体への支援などを通じて、地域文化の振興を図ってきました。今後も、伝統芸

能の継承者の育成支援や、情報発信などが必要となっています。また、伝統芸能など

を地域資源ととらえ、生涯学習の素材などとして活かし住民の理解を深めていくとと

もに、地域活性化を見据えた取組も求められます。 

● 芸術・文化活動の振興に向け、今後も、地域住民の文化鑑賞機会や活動成果を発表す

る場の充実が求められるほか、若い世代の文化活動への参加を促しながら、既存の文

化活動の後継者や、新たな活動のリーダーを育成していくことなどが重要となってい

ます。 

  

鬼来迎 中台梯子獅子 

郷土文化を住民の愛郷心を育む地域資源の核と捉え、伝統に立脚した文化振興に取り

組みます。このため、有形無形の文化財の保全に努めるほか、住民が文化に親しむ機

会を積極的に設け、郷土文化に対する関心を醸成します。 

 

 

《施策》 

施策１ 文化資源の保全・活用 

公共施設の統廃合などによる未利用施設を活用し出土文化財の保存や展示スペースを検

討するほか、町民の学習の機会としてのギャラリー展示など文化財の保全・活用に努め、伝

統芸能の伝承活動の活性化を促進します。また、文化財の調査研究を進めるとともに、地域

文化の積極的な発信に取り組みます。 

 

施策２ 芸術・文化活動の振興 

住民が文化にふれたり、日頃の学習成果を発表する場を積極的に設けます。また、団体の

活動活性化を促しながら、中心となるリーダーの育成に努め、活動全体の活性化を図ります。 

 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町民ギャラリー来場者数 4,704人 5,000人 

文化祭参加団体数 70団体 75団体 

文化祭来場者数 2,668人 3,000人 
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１１．文化振興 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国は、地域の特色ある文化活動を促進するため、多様な担い手の育成を図ってい

るほか、地域住民の愛郷心を育み、地域活性化の資源ともなる各地の歴史に根差した

伝統文化の保存活用を推進しています。 

● 本町は、国指定史跡の芝山(中台)古墳群や国重要無形民俗文化財の鬼来迎のほか、千

葉県指定文化財、町指定文化財を数多く有しています。また、実測により初めて正確

な日本地図を作成した伊能忠敬や、幕末の儒学者・漢学者である海保漁村、日本の 

ソーセージの父と称される大木市蔵など、多くの偉人を輩出してきました。 

● 本町はこれまで、文化財の適正管理・保存に努めるとともに、伝統芸能の伝承活動を

担う団体への支援などを通じて、地域文化の振興を図ってきました。今後も、伝統芸

能の継承者の育成支援や、情報発信などが必要となっています。また、伝統芸能など

を地域資源ととらえ、生涯学習の素材などとして活かし住民の理解を深めていくとと

もに、地域活性化を見据えた取組も求められます。 

● 芸術・文化活動の振興に向け、今後も、地域住民の文化鑑賞機会や活動成果を発表す

る場の充実が求められるほか、若い世代の文化活動への参加を促しながら、既存の文

化活動の後継者や、新たな活動のリーダーを育成していくことなどが重要となってい

ます。 

  

鬼来迎 中台梯子獅子 

郷土文化を住民の愛郷心を育む地域資源の核と捉え、伝統に立脚した文化振興に取り

組みます。このため、有形無形の文化財の保全に努めるほか、住民が文化に親しむ機

会を積極的に設け、郷土文化に対する関心を醸成します。 

 

 

《施策》 

施策１ 文化資源の保全・活用 

公共施設の統廃合などによる未利用施設を活用し出土文化財の保存や展示スペースを検

討するほか、町民の学習の機会としてのギャラリー展示など文化財の保全・活用に努め、伝

統芸能の伝承活動の活性化を促進します。また、文化財の調査研究を進めるとともに、地域

文化の積極的な発信に取り組みます。 

 

施策２ 芸術・文化活動の振興 

住民が文化にふれたり、日頃の学習成果を発表する場を積極的に設けます。また、団体の

活動活性化を促しながら、中心となるリーダーの育成に努め、活動全体の活性化を図ります。 

 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町民ギャラリー来場者数 4,704人 5,000人 

文化祭参加団体数 70団体 75団体 

文化祭来場者数 2,668人 3,000人 

  



第
Ⅲ
部 

前
期
基
本
計
画

52

 

１２．スポーツ振興 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国は、スポーツ参画人口の拡大に向けて、若年期から高齢期までのライフステー

ジに応じたスポーツ活動を推進しており、国民の体力向上のみならず、共生社会の実

現や経済・地域活性化も見据えた取組を進めています。 

● 本町はスポーツ健康都市を宣言しており、住民がスポーツに親しむことを通じて、連

帯感を深め、健康で生きがいある生活を送れるよう、各種スポーツ団体の支援や、町

立全小中学校のスポーツ施設の地域開放など、スポーツの振興を図っています。ス 

ポーツフェスタも毎年開催し、世代間の交流に貢献しています。 

● 今後も、町の魅力である水辺を活かしたウォータースポーツの普及とともに、若年層

から高齢者までライフステージに応じた誰もが楽しめるスポーツ活動、障害者スポー

ツ活動の活性化に取り組む必要があります。 

● スポーツ推進体制については、スポーツフェスタ等の町スポーツイベントの開催のほ

か、スポーツ協会などとの連携のもと、各種スポーツ大会の運営支援等に取り組んで

います。少子高齢化に伴う担い手不足などが懸念されていますが、健康づくりや共生

社会の実現、地域活性化のためにも、スポーツ活動推進体制の充実に努めていく必要

があります。 

  

スポーツフェスタ パラカヌー体験 

スポーツ活動を活性化させ、住民の健康づくりや生きがいにつながる環境づくりに取

り組みます。若年層から高齢者までライフステージに応じたスポーツ活動を推進し、

体力向上のみならず、共生社会の実現や地域活性化に取り組みます。 

 

 

《施策》 

施策１ スポーツ・レクリエーションの振興 

町の魅力である水辺を活かしたウォータースポーツの普及を促進し、スポーツ活動の活

性化に努めます。また、ライフステージや、障害の有無によらず誰もが楽しめるスポーツの

普及促進に取り組みます。 

 

施策２ スポーツ推進体制の充実 

スポーツフェスタ等の町スポーツイベントの開催のほか、各種団体によるスポーツ大会

の運営支援、スポーツ関係団体等の活動を支援します。また、民間事業者や団体との連携の

もと、スポーツに関わる多様な人材の育成と活躍の場の確保に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

スポーツフェスタ参加者数 1,102人 1,200人 

パラスポーツ参加者数 438人 450人 
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１２．スポーツ振興 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国は、スポーツ参画人口の拡大に向けて、若年期から高齢期までのライフステー

ジに応じたスポーツ活動を推進しており、国民の体力向上のみならず、共生社会の実

現や経済・地域活性化も見据えた取組を進めています。 

● 本町はスポーツ健康都市を宣言しており、住民がスポーツに親しむことを通じて、連

帯感を深め、健康で生きがいある生活を送れるよう、各種スポーツ団体の支援や、町

立全小中学校のスポーツ施設の地域開放など、スポーツの振興を図っています。ス 

ポーツフェスタも毎年開催し、世代間の交流に貢献しています。 

● 今後も、町の魅力である水辺を活かしたウォータースポーツの普及とともに、若年層

から高齢者までライフステージに応じた誰もが楽しめるスポーツ活動、障害者スポー

ツ活動の活性化に取り組む必要があります。 

● スポーツ推進体制については、スポーツフェスタ等の町スポーツイベントの開催のほ

か、スポーツ協会などとの連携のもと、各種スポーツ大会の運営支援等に取り組んで

います。少子高齢化に伴う担い手不足などが懸念されていますが、健康づくりや共生

社会の実現、地域活性化のためにも、スポーツ活動推進体制の充実に努めていく必要

があります。 

  

スポーツフェスタ パラカヌー体験 

スポーツ活動を活性化させ、住民の健康づくりや生きがいにつながる環境づくりに取

り組みます。若年層から高齢者までライフステージに応じたスポーツ活動を推進し、

体力向上のみならず、共生社会の実現や地域活性化に取り組みます。 

 

 

《施策》 

施策１ スポーツ・レクリエーションの振興 

町の魅力である水辺を活かしたウォータースポーツの普及を促進し、スポーツ活動の活

性化に努めます。また、ライフステージや、障害の有無によらず誰もが楽しめるスポーツの

普及促進に取り組みます。 

 

施策２ スポーツ推進体制の充実 

スポーツフェスタ等の町スポーツイベントの開催のほか、各種団体によるスポーツ大会

の運営支援、スポーツ関係団体等の活動を支援します。また、民間事業者や団体との連携の

もと、スポーツに関わる多様な人材の育成と活躍の場の確保に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

スポーツフェスタ参加者数 1,102人 1,200人 

パラスポーツ参加者数 438人 450人 
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１３．人権・男女共同参画 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 近年、これまでの同和問題や人種差別に加え、いじめや虐待などこどもの人権問題、

インターネットや SNS での人権侵害、性的指向および性自認を理由とする偏見や差別

などが顕在化しています。また、世界経済フォーラムが発表した「ジェンダー・ 

ギャップ指数 2024」では、日本は 146か国中 118位と先進国で最低レベルであり、特

に「政治」および「経済」における順位が低く、指導的な立場に占める女性の割合を

高めることなどが重要な課題となっています。 

● 本町では、人権週間や学校教育などを通じて、人権に対する意識啓発を進めています

が、人権問題は複雑・多様化していることから、人権擁護委員や千葉県など関係機関

との連携のもと家庭・学校・地域・職場などあらゆる場面で人権への理解を深め、人

権を尊重する意識の向上を図ることが必要です。 

● 本町では、定期的に人権相談を開設して人権問題に対応していますが、引き続き法務

局や児童相談所など専門機関と連携し、相談しやすい環境を整え、問題の解消に向け

て取り組むことが課題となります。 

● 本町では、2023 年度（令和５年度）に「第３次横芝光町男女共同参画計画」を策定し、

男女共同参画社会とジェンダー平等実現のための環境づくり、あらゆる分野において

男女がともに活躍できる社会づくりなどに取り組んでいます。 

● 一人ひとりが幸せな社会の実現には、男女共同参画のための意識醸成やあらゆる暴力

の根絶などに取り組んでいく必要があります。 

 
   

人権啓発活動 

すべての住民の人権が尊重され、差別のない明るいまちをつくるため、お互いを思い

やる心を育み、人権に関する理解を深めながら、一人ひとりの人権を擁護します。 

また、個人・団体・事業者・行政が共に考え、行動することにより、多様性を認め合

い、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会をめざします。 

審議会等の委員における女性の割合 

 

 

《施策》 

施策１ 人権に対する意識の啓発 

こどもの頃から人権に対する正しい理解ができるよう小中学校における人権教育を充実

するとともに、人権週間における情報提供や意識啓発に努めます。 

 

施策２ 人権相談の充実 

人権擁護委員による定期相談に加え、行政相談委員や民生委員児童委員、法務局との連携

により、人権相談に対応します。また、児童相談所等の専門機関と連携し、児童虐待や DV

などの相談に対して問題の解決を図ります。 

 

施策３ 男女共同参画の推進 

様々な世代の住民に対して多様な機会を捉え、男女共同参画に関する意識の啓発をしま

す。また、DV・児童虐待等の根絶に向けて、関係機関との連携のもと、多様な方法による相

談・支援体制の充実を図ります。さらに、男女がともに活躍できる社会に向けて、審議会へ

の女性の登用の促進や女性の就業への支援、男女がともに働きやすい職場環境整備への支

援をします。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

人権教室開催小学校数 全校 全校 

各種審議会などの女性委員の割合 25.1％ 40.0％ 

  

■関連する分野計画 

男女共同参画計画（第３次） 2024（令和６）年度～2028（令和 10）年度 
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１３．人権・男女共同参画 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 近年、これまでの同和問題や人種差別に加え、いじめや虐待などこどもの人権問題、

インターネットや SNS での人権侵害、性的指向および性自認を理由とする偏見や差別

などが顕在化しています。また、世界経済フォーラムが発表した「ジェンダー・ 

ギャップ指数 2024」では、日本は 146か国中 118位と先進国で最低レベルであり、特

に「政治」および「経済」における順位が低く、指導的な立場に占める女性の割合を

高めることなどが重要な課題となっています。 

● 本町では、人権週間や学校教育などを通じて、人権に対する意識啓発を進めています

が、人権問題は複雑・多様化していることから、人権擁護委員や千葉県など関係機関

との連携のもと家庭・学校・地域・職場などあらゆる場面で人権への理解を深め、人

権を尊重する意識の向上を図ることが必要です。 

● 本町では、定期的に人権相談を開設して人権問題に対応していますが、引き続き法務

局や児童相談所など専門機関と連携し、相談しやすい環境を整え、問題の解消に向け

て取り組むことが課題となります。 

● 本町では、2023 年度（令和５年度）に「第３次横芝光町男女共同参画計画」を策定し、

男女共同参画社会とジェンダー平等実現のための環境づくり、あらゆる分野において

男女がともに活躍できる社会づくりなどに取り組んでいます。 

● 一人ひとりが幸せな社会の実現には、男女共同参画のための意識醸成やあらゆる暴力

の根絶などに取り組んでいく必要があります。 

 
   

人権啓発活動 

すべての住民の人権が尊重され、差別のない明るいまちをつくるため、お互いを思い

やる心を育み、人権に関する理解を深めながら、一人ひとりの人権を擁護します。 

また、個人・団体・事業者・行政が共に考え、行動することにより、多様性を認め合

い、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会をめざします。 

審議会等の委員における女性の割合 

 

 

《施策》 

施策１ 人権に対する意識の啓発 

こどもの頃から人権に対する正しい理解ができるよう小中学校における人権教育を充実

するとともに、人権週間における情報提供や意識啓発に努めます。 

 

施策２ 人権相談の充実 

人権擁護委員による定期相談に加え、行政相談委員や民生委員児童委員、法務局との連携

により、人権相談に対応します。また、児童相談所等の専門機関と連携し、児童虐待や DV

などの相談に対して問題の解決を図ります。 

 

施策３ 男女共同参画の推進 

様々な世代の住民に対して多様な機会を捉え、男女共同参画に関する意識の啓発をしま

す。また、DV・児童虐待等の根絶に向けて、関係機関との連携のもと、多様な方法による相

談・支援体制の充実を図ります。さらに、男女がともに活躍できる社会に向けて、審議会へ

の女性の登用の促進や女性の就業への支援、男女がともに働きやすい職場環境整備への支

援をします。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

人権教室開催小学校数 全校 全校 

各種審議会などの女性委員の割合 25.1％ 40.0％ 

  

■関連する分野計画 

男女共同参画計画（第３次） 2024（令和６）年度～2028（令和 10）年度 
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１４．多文化共生 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 情報発信技術の急速な発展により、国の垣根を越えた情報の行き来がこれまで以上に

盛んになっています。このような背景のもと、国際的な視野を持った人の育成が、こ

れまで以上に求められています。また、就労・就学などによりわが国に定住する外国

籍住民の数が増えており、文化の違いをお互いが認めあった上で、地域社会の構成員

として共に生きていく多文化共生社会の構築が求められています。 

● 本町は、わが国の玄関口である成田国際空港に近接しており、異文化に触れる機会が

身近にあります。今後ますます重要となる国際感覚の醸成と異文化理解力の向上のた

め、小中学校における国際理解教育がますます重要となっています。 

● 国際交流活動としては、小中学校における交流をはじめ、東京オリンピック・パラリ

ンピックでホストタウンを務めた中米ベリーズとの交流など、様々な交流が展開され

ています。今後は、民間による草の根交流などを支援し、交流の輪を広げていくこと

が大切です。 

● 本町では、成田国際空港の外国人就業者等の移住もみられ、外国籍住民が増加してい

ます。今後は、住民と町内の外国籍住民との交流の機会づくり等、多文化の共生を推

進していく必要があります。 

   

ベリーズ文化交流イベント やさしい日本語講座 

異文化への理解を深め、国際的な視野を持った人材を育成するとともに、住民主体の

さまざまな国際交流活動を支援します。また、国籍や文化、言語などの違いを認め合

い、外国籍住民も豊かに生きることができる多文化共生のまちを目指します。 

 

 

《施策》 

施策１ 国際的な視野を持った人材の育成 

異文化への理解を深め、国際的な視野を持った人材を育成するため、町内の人材の活用や

各種講座の開催により、実践的なコミュニケーション能力の育成を図るとともに、国際理解

教育を推進します。 

  

施策２ 国際交流活動の推進 

町内外の各種交流イベントの情報を発信するとともに、民間団体による国際交流への支

援など、多様な手法を活用して交流を促進します。 

 

施策３ 多文化共生社会の推進 

町役場における手続き等の利便性のみならず、生活のあらゆる面における外国籍住民の

暮らしやすさと地域との調和に努め、多文化の共生を推進していきます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

国際交流事業実施回数 ２回 ２回 

日本語学習支援者の養成人数（累計） ０人 80人 
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１４．多文化共生 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 情報発信技術の急速な発展により、国の垣根を越えた情報の行き来がこれまで以上に

盛んになっています。このような背景のもと、国際的な視野を持った人の育成が、こ

れまで以上に求められています。また、就労・就学などによりわが国に定住する外国

籍住民の数が増えており、文化の違いをお互いが認めあった上で、地域社会の構成員

として共に生きていく多文化共生社会の構築が求められています。 

● 本町は、わが国の玄関口である成田国際空港に近接しており、異文化に触れる機会が

身近にあります。今後ますます重要となる国際感覚の醸成と異文化理解力の向上のた

め、小中学校における国際理解教育がますます重要となっています。 

● 国際交流活動としては、小中学校における交流をはじめ、東京オリンピック・パラリ

ンピックでホストタウンを務めた中米ベリーズとの交流など、様々な交流が展開され

ています。今後は、民間による草の根交流などを支援し、交流の輪を広げていくこと

が大切です。 

● 本町では、成田国際空港の外国人就業者等の移住もみられ、外国籍住民が増加してい

ます。今後は、住民と町内の外国籍住民との交流の機会づくり等、多文化の共生を推

進していく必要があります。 

   

ベリーズ文化交流イベント やさしい日本語講座 

異文化への理解を深め、国際的な視野を持った人材を育成するとともに、住民主体の

さまざまな国際交流活動を支援します。また、国籍や文化、言語などの違いを認め合

い、外国籍住民も豊かに生きることができる多文化共生のまちを目指します。 

 

 

《施策》 

施策１ 国際的な視野を持った人材の育成 

異文化への理解を深め、国際的な視野を持った人材を育成するため、町内の人材の活用や

各種講座の開催により、実践的なコミュニケーション能力の育成を図るとともに、国際理解

教育を推進します。 

  

施策２ 国際交流活動の推進 

町内外の各種交流イベントの情報を発信するとともに、民間団体による国際交流への支

援など、多様な手法を活用して交流を促進します。 

 

施策３ 多文化共生社会の推進 

町役場における手続き等の利便性のみならず、生活のあらゆる面における外国籍住民の

暮らしやすさと地域との調和に努め、多文化の共生を推進していきます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

国際交流事業実施回数 ２回 ２回 

日本語学習支援者の養成人数（累計） ０人 80人 
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１５．コミュニティ 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、少子高齢化が進む中、人と人のつながりが希薄になり、かつて地域社会

が有していた防犯や防災における機能や、日常的な支え合いの機能が失われつつあり

ます。また、活動の担い手の高齢化と、後継者不足が大きな問題となっています。 

● 近年発生した大規模な地震災害や風水害、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など

の教訓により、人と人のつながりの重要性や、地域コミュニティの大切さが再認識さ

れています。また、共通の問題意識のもとで活動し地域の課題解決を目指す、テーマ

型の活動の重要性も増しています。 

● 本町では、地域の連帯意識を醸成し、地域活動を活性化するため、地域コミュニティ

に対する支援のほか、活動拠点となる集会施設の修繕等を行っています。しかしなが

ら、担い手の高齢化と後継者不足、施設の適切な維持管理などが課題となっています。 

● 個人の関心にもとづいたボランティア活動や NPO 活動の重要性が増しており、活動情

報の発信や相互交流の機会の提供などを通じた、組織の育成、取組の充実への支援が

必要です。 

● これからの本町のまちづくりには地域の力が不可欠であり、今後は、高齢化や過疎化

など地域の課題に対し、自らが考え、行動して解決に取り組むことが重要です。地域

コミュニティ活動に加え、ボランティアや NPO といったテーマ型の活動と行政が協働

しながら、本町の未来のまちづくりを進めていくことが重要となっています。 

 

 
 

 

   

コミュニティ活動 コミュニティ活動育成事業補助金 助成件数 

5

6

3

5

0

1

2

3

4

5

6

7

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

（件）

住民と住民との日常的なつながりを育み、防犯や防災、地域福祉などの基礎的な単位

となる地域コミュニティの活性化を目指します。また、住民や団体、事業所、行政な

どが協働のもと、自主的な地域活動を支援し、地域課題の解決を目指します。 

 

 

《施策》 

施策１ 地域活動の維持・活性化 

地域組織の活動を支援し、参加を促進するとともに、地域活動のリーダーを育成するため

に必要な支援を行います。また、地域の活動拠点である集会施設等を適正に維持・管理しま

す。 

 

施策２ 自主的な活動の創出支援 

個人の関心にもとづく自主的なサークルやボランティア、NPOなどの活動を支援するとと

もに、情報発信や団体間の交流を促進します。また、地域課題の解決に向け、NPOや民間営

利事業者等との連携による協働のまちづくりに努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

コミュニティ活動実施団体数 ５団体 ５団体 
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１５．コミュニティ 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、少子高齢化が進む中、人と人のつながりが希薄になり、かつて地域社会

が有していた防犯や防災における機能や、日常的な支え合いの機能が失われつつあり

ます。また、活動の担い手の高齢化と、後継者不足が大きな問題となっています。 

● 近年発生した大規模な地震災害や風水害、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など

の教訓により、人と人のつながりの重要性や、地域コミュニティの大切さが再認識さ

れています。また、共通の問題意識のもとで活動し地域の課題解決を目指す、テーマ

型の活動の重要性も増しています。 

● 本町では、地域の連帯意識を醸成し、地域活動を活性化するため、地域コミュニティ

に対する支援のほか、活動拠点となる集会施設の修繕等を行っています。しかしなが

ら、担い手の高齢化と後継者不足、施設の適切な維持管理などが課題となっています。 

● 個人の関心にもとづいたボランティア活動や NPO 活動の重要性が増しており、活動情

報の発信や相互交流の機会の提供などを通じた、組織の育成、取組の充実への支援が

必要です。 

● これからの本町のまちづくりには地域の力が不可欠であり、今後は、高齢化や過疎化

など地域の課題に対し、自らが考え、行動して解決に取り組むことが重要です。地域

コミュニティ活動に加え、ボランティアや NPO といったテーマ型の活動と行政が協働

しながら、本町の未来のまちづくりを進めていくことが重要となっています。 

 

 
 

 

   

コミュニティ活動 コミュニティ活動育成事業補助金 助成件数 

5

6

3

5
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7

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

（件）

住民と住民との日常的なつながりを育み、防犯や防災、地域福祉などの基礎的な単位

となる地域コミュニティの活性化を目指します。また、住民や団体、事業所、行政な

どが協働のもと、自主的な地域活動を支援し、地域課題の解決を目指します。 

 

 

《施策》 

施策１ 地域活動の維持・活性化 

地域組織の活動を支援し、参加を促進するとともに、地域活動のリーダーを育成するため

に必要な支援を行います。また、地域の活動拠点である集会施設等を適正に維持・管理しま

す。 

 

施策２ 自主的な活動の創出支援 

個人の関心にもとづく自主的なサークルやボランティア、NPOなどの活動を支援するとと

もに、情報発信や団体間の交流を促進します。また、地域課題の解決に向け、NPOや民間営

利事業者等との連携による協働のまちづくりに努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

コミュニティ活動実施団体数 ５団体 ５団体 
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１．市街地整備 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、人口減少・少子高齢化時代を迎え、拡大を続けてきた都市のあり方につ

いても見直しが進んでいます。中心的な市街地と人の生活拠点などを公共交通ネット

ワークで結んだ、コンパクト・プラス・ネットワークの地域づくりが進められていま

す。 

● 本町では、都市計画マスタープラン及び土地利用ビジョンを策定し、計画的な土地利

用の推進を図ってきました。近年では、JR横芝駅前広場の機能改善などにより都市拠

点の形成を図ってきました。 

● 本町においても、人口減少と少子高齢化が見込まれており、拡大・分散した市街地を

集約し拠点地域への都市機能の集約を図る、集約型都市づくりの必要性が高まってい

ます。 

● 今後は、成田国際空港の更なる機能強化や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の整備

等を見据えつつ、銚子連絡道路横芝光 IC 周辺、JR 横芝駅周辺、横芝海のこどもの国

跡地周辺など拠点地域の有効活用に向けた検討と具体化が求められます。 

● 市街地・居住地については、快適に暮らし続けられる環境づくりを目指し、新たな居

住地の形成、立地適正化計画の策定による都市機能の集約などに取り組んでいく必要

があります。 

  

横芝光インターチェンジ周辺土地利用イメージ

 

恵まれた自然環境を活かし、快適性と利便性の高い土地利用形成への誘導を図ります。

人口減少や少子高齢化に対応した、コンパクト・プラス・ネットワークによる都市づ

くりの推進に努めます。 

第２章 豊かな自然と共生し、安全で安心して暮らせる 
住みやすいまち 

 

 

《施策》 

施策１ 拠点地域の都市機能の拡充 

地域の実情を踏まえながら、銚子連絡道路横芝光 IC周辺、JR横芝駅周辺、横芝海のこど

もの国跡地周辺など拠点地域の有効活用に向けた検討と具体化を進めます。 

 

施策２ 住みやすくコンパクトなまちづくりの推進 

成田国際空港の更なる機能強化や圏央道の整備等を見据え、新たな居住地の誘導に努め

るとともに、立地適正化計画を策定して住みやすくコンパクトなまちづくりを推進します。 

 

《成果指標》 

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

銚子連絡道路横芝光 IC周辺の計画認可 ０箇所 １箇所 

JR横芝駅周辺における都市拠点の整備 ０箇所 １箇所 

横芝海のこどもの国跡地周辺の活用方針の

決定 

０箇所 １箇所 

立地適正化計画の策定 ０計画 １計画 

 

  

■関連する分野計画 

都市計画マスタープラン 2022（令和４）年度～概ね 20年後 

土地利用ビジョン 2018（平成 30）年度～概ね 20年後 

 

将来都市構造図 
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１．市街地整備 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、人口減少・少子高齢化時代を迎え、拡大を続けてきた都市のあり方につ

いても見直しが進んでいます。中心的な市街地と人の生活拠点などを公共交通ネット

ワークで結んだ、コンパクト・プラス・ネットワークの地域づくりが進められていま

す。 

● 本町では、都市計画マスタープラン及び土地利用ビジョンを策定し、計画的な土地利

用の推進を図ってきました。近年では、JR横芝駅前広場の機能改善などにより都市拠

点の形成を図ってきました。 

● 本町においても、人口減少と少子高齢化が見込まれており、拡大・分散した市街地を

集約し拠点地域への都市機能の集約を図る、集約型都市づくりの必要性が高まってい

ます。 

● 今後は、成田国際空港の更なる機能強化や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の整備

等を見据えつつ、銚子連絡道路横芝光 IC 周辺、JR 横芝駅周辺、横芝海のこどもの国

跡地周辺など拠点地域の有効活用に向けた検討と具体化が求められます。 

● 市街地・居住地については、快適に暮らし続けられる環境づくりを目指し、新たな居

住地の形成、立地適正化計画の策定による都市機能の集約などに取り組んでいく必要

があります。 

  

横芝光インターチェンジ周辺土地利用イメージ

 

恵まれた自然環境を活かし、快適性と利便性の高い土地利用形成への誘導を図ります。

人口減少や少子高齢化に対応した、コンパクト・プラス・ネットワークによる都市づ

くりの推進に努めます。 

第２章 豊かな自然と共生し、安全で安心して暮らせる 
住みやすいまち 

 

 

《施策》 

施策１ 拠点地域の都市機能の拡充 

地域の実情を踏まえながら、銚子連絡道路横芝光 IC周辺、JR横芝駅周辺、横芝海のこど

もの国跡地周辺など拠点地域の有効活用に向けた検討と具体化を進めます。 

 

施策２ 住みやすくコンパクトなまちづくりの推進 

成田国際空港の更なる機能強化や圏央道の整備等を見据え、新たな居住地の誘導に努め

るとともに、立地適正化計画を策定して住みやすくコンパクトなまちづくりを推進します。 

 

《成果指標》 

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

銚子連絡道路横芝光 IC周辺の計画認可 ０箇所 １箇所 

JR 横芝駅周辺における都市拠点の整備 ０箇所 １箇所 

横芝海のこどもの国跡地周辺の活用方針の

決定 

０箇所 １箇所 

立地適正化計画の策定 ０計画 １計画 

 

  

■関連する分野計画 

都市計画マスタープラン 2022（令和４）年度～概ね 20年後 

土地利用ビジョン 2018（平成 30）年度～概ね 20年後 

 

将来都市構造図 
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２．道路 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、高度経済成長期以降に整備された道路や橋梁などが一斉に老朽化しつつ

あります。道路は、人々の生活や産業の振興のために不可欠な都市基盤であることか

ら、計画的な維持管理と更新が求められています。 

● 成田国際空港の更なる機能強化に伴い、人や物の流れの活性化が見込まれることから、

成田国際空港直結道路の早期完成が望まれます。 

● 本町では、社会資本整備計画に基づき幹線道路の整備を進め、町内交通の利便性向上

を図ってきました。 

● 住民生活を支える生活道路については、部分的な拡幅工事などを行ってきましたが、

銚子連絡道路二期区間開通で町道の利用状況に変化が生じているため、優先するべき

道路の検討が必要となっています。 

● 幹線道路・生活道路とも老朽化が進みつつあります。今後は、修繕計画に基づき計画

的に対策を進め、道路利用者の安全を確保する必要があります。 

  

橋梁点検 

地域の活性化と利便性向上、町民生活の安全の確保を図っていくため、計画的に道路

を整備します。このため、広域幹線道路網の整備を促進するとともに、便利で安全な

町道の整備を進めます。 

町道Ⅰ－８号線 

 

 

《施策》 

施策１ 幹線道路の整備 

千葉県など関係機関との連携を図りながら、本町の骨格をなす幹線道路の整備と長寿命

化を進めます。 

  

施策２ 生活道路の維持 

住民生活の利便性と安全性を高めるため、集落内の生活道路や橋りょうの長寿命化を進

めるとともに、地域の協力を得ながら美しく快適な道路環境を創ります。 

 

施策３ 広域交通ネットワークの整備促進 

千葉県や周辺自治体と連携し、本町中心部と成田国際空港を最短で結ぶ空港直結道路の

整備を促進します。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

幹線町道の改良率 98.64％ 98.68％ 

 

  

■関連する分野計画 

舗装修繕計画 2020（令和２）年度～ 

橋梁長寿命化修繕計画 2023（令和５）年度～ 
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２．道路 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、高度経済成長期以降に整備された道路や橋梁などが一斉に老朽化しつつ

あります。道路は、人々の生活や産業の振興のために不可欠な都市基盤であることか

ら、計画的な維持管理と更新が求められています。 

● 成田国際空港の更なる機能強化に伴い、人や物の流れの活性化が見込まれることから、

成田国際空港直結道路の早期完成が望まれます。 

● 本町では、社会資本整備計画に基づき幹線道路の整備を進め、町内交通の利便性向上

を図ってきました。 

● 住民生活を支える生活道路については、部分的な拡幅工事などを行ってきましたが、

銚子連絡道路二期区間開通で町道の利用状況に変化が生じているため、優先するべき

道路の検討が必要となっています。 

● 幹線道路・生活道路とも老朽化が進みつつあります。今後は、修繕計画に基づき計画

的に対策を進め、道路利用者の安全を確保する必要があります。 

  

橋梁点検 

地域の活性化と利便性向上、町民生活の安全の確保を図っていくため、計画的に道路

を整備します。このため、広域幹線道路網の整備を促進するとともに、便利で安全な

町道の整備を進めます。 

町道Ⅰ－８号線 

 

 

《施策》 

施策１ 幹線道路の整備 

千葉県など関係機関との連携を図りながら、本町の骨格をなす幹線道路の整備と長寿命

化を進めます。 

  

施策２ 生活道路の維持 

住民生活の利便性と安全性を高めるため、集落内の生活道路や橋りょうの長寿命化を進

めるとともに、地域の協力を得ながら美しく快適な道路環境を創ります。 

 

施策３ 広域交通ネットワークの整備促進 

千葉県や周辺自治体と連携し、本町中心部と成田国際空港を最短で結ぶ空港直結道路の

整備を促進します。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

幹線町道の改良率 98.64％ 98.68％ 

 

  

■関連する分野計画 

舗装修繕計画 2020（令和２）年度～ 

橋梁長寿命化修繕計画 2023（令和５）年度～ 
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３．公共交通 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 高齢化が進む中、わが国では公共交通の重要性が見直されています。自動運転などの

先端技術をもちいた取組が展開される一方で、担い手の高齢化や利用者の減少などを

背景に、鉄道・バスといった公共交通の維持が全国的な課題となっています。 

● 本町の公共交通機関としては鉄道とバス等があります。鉄道については JR 総武本線

の横芝駅があり、特急の停車駅となっています。2022 年（令和４年）にはエレベー 

ター設置工事が完了し、乗降者の利便性が改善しました。今後も、乗降者の利便性向

上のため跨線橋の改修や発着便数の維持・充実、また、駅北口の整備に向け関係機関

との協議を進めていく必要があります。 

● バス等については、東京行きの高速バス、成田行きの横芝光号成田便・空港シャトル

バス、さらには町内バス、横芝光町デマンドタクシーがあり、成田国際空港の更なる

機能強化に伴う需要や、高齢化に伴う地域の需要を踏まえて、充実を図ってきたとこ

ろです。このほか、2024年（令和６年）から自動運転バスを活用した実証調査走行を

行いました。今後も高齢化の進行などを背景として、地域のニーズに即した交通体系

づくりが求められています。 

● 本町においても、鉄道・バスといった公共交通の維持が課題となっています。このた

め、「地域公共交通計画」に基づき、計画的に公共交通の利便性向上などに取り組んで

いくとともに、各種媒体を活用した情報発信に努め、利用促進を図る必要があります。 

  

町内バス 横芝光号成田便 

住民生活の利便性の維持・向上を図っていくため、ニーズを踏まえながら公共交通の

効率的な運行に努めるとともに、利用の促進を図ります。 

 

 

《施策》 

施策１ 公共交通の利便性向上 

「地域公共交通計画」に基づき、関係機関との連携のもと、ニーズを的確に捉えながら公

共交通の利便性の向上を図ります。関係団体との連携のもと、JRに対し JR横芝駅の充実等

を促すとともに、住民や来訪者のニーズを踏まえ、各交通機関が円滑に便利に利用できる総

合的で効率的な交通体系の確立と利用促進に向けた情報発信に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町所管の公共交通の年間乗車人数 121,822 人 165,000 人 

 

  

■関連する分野計画 

地域公共交通計画 2022（令和４）年度～2026（令和８）年度 

  

  

  

 



第
Ⅲ
部 

前
期
基
本
計
画

65

第
２
章　
豊
か
な
自
然
と
共
生
し
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
み
や
す
い
ま
ち

 

３．公共交通 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 高齢化が進む中、わが国では公共交通の重要性が見直されています。自動運転などの

先端技術をもちいた取組が展開される一方で、担い手の高齢化や利用者の減少などを

背景に、鉄道・バスといった公共交通の維持が全国的な課題となっています。 

● 本町の公共交通機関としては鉄道とバス等があります。鉄道については JR 総武本線

の横芝駅があり、特急の停車駅となっています。2022 年（令和４年）にはエレベー 

ター設置工事が完了し、乗降者の利便性が改善しました。今後も、乗降者の利便性向

上のため跨線橋の改修や発着便数の維持・充実、また、駅北口の整備に向け関係機関

との協議を進めていく必要があります。 

● バス等については、東京行きの高速バス、成田行きの横芝光号成田便・空港シャトル

バス、さらには町内バス、横芝光町デマンドタクシーがあり、成田国際空港の更なる

機能強化に伴う需要や、高齢化に伴う地域の需要を踏まえて、充実を図ってきたとこ

ろです。このほか、2024年（令和６年）から自動運転バスを活用した実証調査走行を

行いました。今後も高齢化の進行などを背景として、地域のニーズに即した交通体系

づくりが求められています。 

● 本町においても、鉄道・バスといった公共交通の維持が課題となっています。このた

め、「地域公共交通計画」に基づき、計画的に公共交通の利便性向上などに取り組んで

いくとともに、各種媒体を活用した情報発信に努め、利用促進を図る必要があります。 

  

町内バス 横芝光号成田便 

住民生活の利便性の維持・向上を図っていくため、ニーズを踏まえながら公共交通の

効率的な運行に努めるとともに、利用の促進を図ります。 

 

 

《施策》 

施策１ 公共交通の利便性向上 

「地域公共交通計画」に基づき、関係機関との連携のもと、ニーズを的確に捉えながら公

共交通の利便性の向上を図ります。関係団体との連携のもと、JRに対し JR横芝駅の充実等

を促すとともに、住民や来訪者のニーズを踏まえ、各交通機関が円滑に便利に利用できる総

合的で効率的な交通体系の確立と利用促進に向けた情報発信に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町所管の公共交通の年間乗車人数 121,822 人 165,000 人 

 

  

■関連する分野計画 

地域公共交通計画 2022（令和４）年度～2026（令和８）年度 
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４．住宅環境 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 自然災害の頻発を背景として、災害等に強く、住みやすい住まいのあり方が求められ

ています。また、少子高齢化が進む中、魅力的な住まいの建設を促していくとともに、

空き家への対策なども求められています。 

● 本町では、事業主との事前協議などにより、民間宅地開発が適正に行われるよう指導

しています。併せて、地震や火災に強い住まいづくりに向け、耐震診断への支援や火

災報知器の設置促進に努めてきたところです。近年の災害の頻発を背景に住民の関心

も高まっており、今後も耐震改修を含めた制度の活用を促し、地震災害や火災に強い

住まいづくりを促進していく必要があります。 

● 公営住宅については、長寿命化計画に基づき、町営住宅の大規模改修を実施しました

が、今後も、施設の適正な維持管理が課題となります。 

● 人口減少、少子高齢化に伴って、本町でも空き家が増加しています。安全・安心な暮

らしの環境を維持するため、空き家の実態を継続的に把握するとともに、所有者の意

向調査などを行いながら、適正な管理方法の検討や、空き家バンクの活用などを進め

ていく必要があります。 

 

  

町営住宅栗山団地 空家等となった理由  （n=150） 

出典：横芝光町空家等実態・意向調査（令和５年度） 

快適な居住環境を整えるため、民間宅地開発が適正に行われるよう指導していくとと

もに、地震や火災に強い住まいづくりを進めます。また、安全・安心な居住環境を確

保するため、町営住宅の維持管理に努めるとともに、空き家対策を進めます。 

 

 

《施策》 

施策１ 適正な宅地開発・住宅建築の促進 

無秩序な宅地開発を防止し快適な居住環境を維持・創出するため、民間宅地開発が適正に

行われるよう指導します。また、地震や火災に備えた安心・安全な住まいづくりを支援しま

す。 

 

施策２ 公営住宅の改善 

施設の老朽化に対応しながら、町営住宅を適正に維持管理します。 

 

施策３ 空き家対策の推進 

安全・安心な居住環境を整えるため、空き家の実態を把握するとともに、所有者の意向な

どを把握しながら空き家対策について検討し、空き家バンクの有効活用などを推進してい

きます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

木造住宅耐震診断および耐震改修件数 １件 ３件 

空き家バンク登録件数 ３件 ５件/年 

 
  

■関連する分野計画 

耐震改修促進計画（一部改訂） 2025（令和７）年度～2027（令和９）年度 

空家等対策計画 2025（令和７）年度～2029（令和 11）年度 
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４．住宅環境 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 自然災害の頻発を背景として、災害等に強く、住みやすい住まいのあり方が求められ

ています。また、少子高齢化が進む中、魅力的な住まいの建設を促していくとともに、

空き家への対策なども求められています。 

● 本町では、事業主との事前協議などにより、民間宅地開発が適正に行われるよう指導

しています。併せて、地震や火災に強い住まいづくりに向け、耐震診断への支援や火

災報知器の設置促進に努めてきたところです。近年の災害の頻発を背景に住民の関心

も高まっており、今後も耐震改修を含めた制度の活用を促し、地震災害や火災に強い

住まいづくりを促進していく必要があります。 

● 公営住宅については、長寿命化計画に基づき、町営住宅の大規模改修を実施しました

が、今後も、施設の適正な維持管理が課題となります。 

● 人口減少、少子高齢化に伴って、本町でも空き家が増加しています。安全・安心な暮

らしの環境を維持するため、空き家の実態を継続的に把握するとともに、所有者の意

向調査などを行いながら、適正な管理方法の検討や、空き家バンクの活用などを進め

ていく必要があります。 

 

  

町営住宅栗山団地 空家等となった理由  （n=150） 

出典：横芝光町空家等実態・意向調査（令和５年度） 

快適な居住環境を整えるため、民間宅地開発が適正に行われるよう指導していくとと

もに、地震や火災に強い住まいづくりを進めます。また、安全・安心な居住環境を確

保するため、町営住宅の維持管理に努めるとともに、空き家対策を進めます。 

 

 

《施策》 

施策１ 適正な宅地開発・住宅建築の促進 

無秩序な宅地開発を防止し快適な居住環境を維持・創出するため、民間宅地開発が適正に

行われるよう指導します。また、地震や火災に備えた安心・安全な住まいづくりを支援しま

す。 

 

施策２ 公営住宅の改善 

施設の老朽化に対応しながら、町営住宅を適正に維持管理します。 

 

施策３ 空き家対策の推進 

安全・安心な居住環境を整えるため、空き家の実態を把握するとともに、所有者の意向な

どを把握しながら空き家対策について検討し、空き家バンクの有効活用などを推進してい

きます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

木造住宅耐震診断および耐震改修件数 １件 ３件 

空き家バンク登録件数 ３件 ５件/年 

 
  

■関連する分野計画 

耐震改修促進計画（一部改訂） 2025（令和７）年度～2027（令和９）年度 

空家等対策計画 2025（令和７）年度～2029（令和 11）年度 
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５．上水道・下水処理 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 安全でおいしい水の供給と清潔で快適な生活環境を確保するための適切な下水の処

理は、人々の暮らしに不可欠です。近年のわが国では、施設の老朽化対策とともに、

経営の効率化などが課題となっています。 

● 本町の上水道は、栗山川より東側は八匝水道企業団が、西側は山武郡市広域水道企業

団が、それぞれ給水しています。水道事業体の広域統合に向けた協議が行われ、本町

を含む九十九里地域の水道用水供給事業体と県営水道は、統合に係る基本協定を締結

しました。 

● 施設の適正な維持管理や計画的な配水管の更新などに努めており、今後も、老朽化し

た配水管の更新や、水道事業体の広域統合に向けた取組を進め、暮らしを潤す上水道

の充実に努めていく必要があります。 

● 本町の下水処理については、2022年度（令和４年度）に「横芝光町汚水適正処理構想」

を見直し、合併処理浄化槽の設置を促進しています。また、木戸台・町原・小堤・牛

熊・谷台・中台の各地区では、既設の農業集落排水施設により集合処理をしています。 

● 今後も引き続き、単独浄化槽からの転換を含め合併処理浄化槽の設置を促すとともに、

農業集落排水事業区域における施設の適正な維持管理に努め、快適に暮らせる環境を

確保していく必要があります。 

   

合併処理浄化槽 農業集落排水施設 

安全でおいしい水を安定的に供給するため、老朽化した配水管の更新や、水道事業体

の広域統合に向けた取組を進めます。また、清潔で快適な生活環境確保のため、単独

浄化槽及び汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進します。 

写真後送 

 

 

《施策》 

施策１ 上水道の整備 

安全な水の安定供給のため、配水管の計画的更新などを促進するとともに、住民の理解を

得ながら、水道事業体の広域統合を含む水道事業の経営効率化を図ります。 

 

施策２ 下水処理対策の推進 

快適な生活環境確保のため、合併処理浄化槽の普及・啓発を進めるとともに単独浄化槽及

び汲み取り便槽からの転換を重点的に促進します。また、農業集落排水施設の適正な維持管

理に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

上水道普及率 81.33％ 87.21％ 

合併処理浄化槽普及率 54.60％ 61.80％ 

 

 

  

 

■関連する分野計画 

汚水適正処理構想（見直し） 2022（令和４）年度～2049（令和 31）年度 

生活排水処理基本計画 2020（令和２）年度～2028（令和 10）年度 
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５．上水道・下水処理 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 安全でおいしい水の供給と清潔で快適な生活環境を確保するための適切な下水の処

理は、人々の暮らしに不可欠です。近年のわが国では、施設の老朽化対策とともに、

経営の効率化などが課題となっています。 

● 本町の上水道は、栗山川より東側は八匝水道企業団が、西側は山武郡市広域水道企業

団が、それぞれ給水しています。水道事業体の広域統合に向けた協議が行われ、本町

を含む九十九里地域の水道用水供給事業体と県営水道は、統合に係る基本協定を締結

しました。 

● 施設の適正な維持管理や計画的な配水管の更新などに努めており、今後も、老朽化し

た配水管の更新や、水道事業体の広域統合に向けた取組を進め、暮らしを潤す上水道

の充実に努めていく必要があります。 

● 本町の下水処理については、2022年度（令和４年度）に「横芝光町汚水適正処理構想」

を見直し、合併処理浄化槽の設置を促進しています。また、木戸台・町原・小堤・牛

熊・谷台・中台の各地区では、既設の農業集落排水施設により集合処理をしています。 

● 今後も引き続き、単独浄化槽からの転換を含め合併処理浄化槽の設置を促すとともに、

農業集落排水事業区域における施設の適正な維持管理に努め、快適に暮らせる環境を

確保していく必要があります。 

   

合併処理浄化槽 農業集落排水施設 

安全でおいしい水を安定的に供給するため、老朽化した配水管の更新や、水道事業体

の広域統合に向けた取組を進めます。また、清潔で快適な生活環境確保のため、単独

浄化槽及び汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を促進します。 

写真後送 

 

 

《施策》 

施策１ 上水道の整備 

安全な水の安定供給のため、配水管の計画的更新などを促進するとともに、住民の理解を

得ながら、水道事業体の広域統合を含む水道事業の経営効率化を図ります。 

 

施策２ 下水処理対策の推進 

快適な生活環境確保のため、合併処理浄化槽の普及・啓発を進めるとともに単独浄化槽及

び汲み取り便槽からの転換を重点的に促進します。また、農業集落排水施設の適正な維持管

理に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

上水道普及率 81.33％ 87.21％ 

合併処理浄化槽普及率 54.60％ 61.80％ 

 

 

  

 

■関連する分野計画 

汚水適正処理構想（見直し） 2022（令和４）年度～2049（令和 31）年度 

生活排水処理基本計画 2020（令和２）年度～2028（令和 10）年度 
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６．生活環境 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 生活環境の維持・改善は、住みやすい地域づくりを推進するためにも重要です。また、

気候変動への国際的な対応が改めて必要と強調される中、GX（グリーン・トランス 

フォーメーション）が提唱され、温室効果ガスの排出削減と経済成長の両立を目指す

社会変革の必要性も高まっています。 

● 本町のごみ処理については、2021年度（令和３年度）から山武郡市環境衛生組合で処

理していますが、施設の老朽化に伴い、今後のごみ処理方法について検討を行ってい

ます。引き続き持続可能な循環型社会への移行に向け、さらなるごみの減量化や資源

の再利用などの取組を進めていく必要があります。 

● し尿処理については、横芝地域は山武郡市広域行政組合、光地域は東総衛生組合が実

施しています。し尿処理の広域化への対応とともに水質を保全するため、既設浄化槽

の適切な管理などを推進していく必要があります。 

● 公害の防止などについては、住民・事業者などに対する意識啓発を進めながら、関係

機関との連携のもとに取組を進めています。特に、航空機騒音対策については空港周

辺対策交付金を財源として対策を実施していますが、成田国際空港の更なる機能強化

を踏まえ、航空機騒音対策の拡充を図っていく必要があります。 

  

山武郡市環境衛生組合 

衛生的で快適な生活環境を実現するため、ごみ処理・し尿処理などに関する意識啓発

や体制の充実に努めます。また、成田国際空港と共生する地域づくりに向け、航空機

騒音対策のさらなる充実に努めます。 

航空機騒音測定 

 

 

《施策》 

施策１ ごみの適正な処理 

住民の意識高揚を促しながら、ごみの減量化に引き続き取り組みます。また、不法投棄防

止に係る啓発を強化し、意識の向上を図ります。 

  

施策２ し尿の適正な処理 

し尿処理の広域化を見据えた体制整備に努めるとともに、既設浄化槽の適正な管理を促

します。 

 

施策３ 生活環境の保全 

住民、事業者、千葉県など関係機関との連携のもとに、公害の防止や空き地の適正な管理

指導などに努めます。 

 

施策４ 航空機騒音対策の拡充 

国、千葉県、空港周辺市町及び成田国際空港株式会社との密接な連携のもと、航空機騒音

対策のさらなる拡充に努めていきます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町民１人１日あたりごみ排出量 0.72㎏ 0.70㎏ 

民家防音家屋空調施設維持管理補助金 147,745,000円 274,130,000円 
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６．生活環境 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 生活環境の維持・改善は、住みやすい地域づくりを推進するためにも重要です。また、

気候変動への国際的な対応が改めて必要と強調される中、GX（グリーン・トランス 

フォーメーション）が提唱され、温室効果ガスの排出削減と経済成長の両立を目指す

社会変革の必要性も高まっています。 

● 本町のごみ処理については、2021年度（令和３年度）から山武郡市環境衛生組合で処

理していますが、施設の老朽化に伴い、今後のごみ処理方法について検討を行ってい

ます。引き続き持続可能な循環型社会への移行に向け、さらなるごみの減量化や資源

の再利用などの取組を進めていく必要があります。 

● し尿処理については、横芝地域は山武郡市広域行政組合、光地域は東総衛生組合が実

施しています。し尿処理の広域化への対応とともに水質を保全するため、既設浄化槽

の適切な管理などを推進していく必要があります。 

● 公害の防止などについては、住民・事業者などに対する意識啓発を進めながら、関係

機関との連携のもとに取組を進めています。特に、航空機騒音対策については空港周

辺対策交付金を財源として対策を実施していますが、成田国際空港の更なる機能強化

を踏まえ、航空機騒音対策の拡充を図っていく必要があります。 

  

山武郡市環境衛生組合 

衛生的で快適な生活環境を実現するため、ごみ処理・し尿処理などに関する意識啓発

や体制の充実に努めます。また、成田国際空港と共生する地域づくりに向け、航空機

騒音対策のさらなる充実に努めます。 

航空機騒音測定 

 

 

《施策》 

施策１ ごみの適正な処理 

住民の意識高揚を促しながら、ごみの減量化に引き続き取り組みます。また、不法投棄防

止に係る啓発を強化し、意識の向上を図ります。 

  

施策２ し尿の適正な処理 

し尿処理の広域化を見据えた体制整備に努めるとともに、既設浄化槽の適正な管理を促

します。 

 

施策３ 生活環境の保全 

住民、事業者、千葉県など関係機関との連携のもとに、公害の防止や空き地の適正な管理

指導などに努めます。 

 

施策４ 航空機騒音対策の拡充 

国、千葉県、空港周辺市町及び成田国際空港株式会社との密接な連携のもと、航空機騒音

対策のさらなる拡充に努めていきます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町民１人１日あたりごみ排出量 0.72㎏ 0.70㎏ 

民家防音家屋空調施設維持管理補助金 147,745,000円 274,130,000円 
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７．自然環境 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 地球温暖化など、環境問題に対する関心が世界的規模で高まる中、持続可能な社会の

構築に向けて再生可能エネルギーの活用が進んでおり、自然環境の保全に向けた取組

も活発化しています。 

● 本町には、栗山川の水辺、九十九里浜の海辺、緑豊かな台地、広々とした田園といっ

た自然環境があり、これらが醸し出す本町ならではの風景は、世代を越えて伝えてい

きたい大切な財産です。 

● これらの豊かな自然資源は、歴史文化的資源とあいまって本町の魅力を生み出してい

ます。環境保全の側面のみならず、まちへの愛着を育んでいくためにも、住民・事業

者などによる環境保全活動の充実を図っていく必要があります。 

● 本町では、2023年（令和５年）に「ゼロカーボンシティよこしばひかり宣言」をしま

した。自然環境への直接的な影響のみならず、景観への影響にも配慮しながら、住民

や事業者による太陽光発電システムなど、再生可能エネルギーの活用を進めていく必

要があります。 

● 本町は、町内各地域での環境美化活動や環境教育を通じ、環境保全や環境美化、景観

の保全に向けた取組を促進しています。今後も、本町ならではの、まちへの愛着を育

む景観づくりに向けて、環境美化や緑化などを進めていく必要があります。 

 

  

一日清掃 

脱炭素宣言 

本町ならではの魅力である豊かな自然環境を守り、活かしていくため、住民・事業者

などとの協働のもとに、自然環境の環境保全活動を推進します。また、美しい景観を

維持・創出していくため、住民の参画を得ながら美化活動などを展開します。 

 

 

《施策》 

施策１ 環境の保全・活用 

自然環境保全に関する意識啓発や環境教育の推進により、住民一人ひとりの参画を促し

ます。また、環境基本計画の策定などを引き続き検討するとともに、環境への影響にも配慮

しながら、再生可能エネルギーの活用促進に努めます。 

 

施策２ 景観の保全 

本町の魅力を形づくる自然景観などの保全・創出に向け、住民の意識高揚と活動などへの

参画を促しつつ、地域における美化活動や緑化推進活動の活性化を促進していきます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町内一日清掃参加人数 7,999人 8,800人 

  

■関連する分野計画 

地球温暖化対策実行計画 2021（令和３）年度～2030（令和 12）年度  
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７．自然環境 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 地球温暖化など、環境問題に対する関心が世界的規模で高まる中、持続可能な社会の

構築に向けて再生可能エネルギーの活用が進んでおり、自然環境の保全に向けた取組

も活発化しています。 

● 本町には、栗山川の水辺、九十九里浜の海辺、緑豊かな台地、広々とした田園といっ

た自然環境があり、これらが醸し出す本町ならではの風景は、世代を越えて伝えてい

きたい大切な財産です。 

● これらの豊かな自然資源は、歴史文化的資源とあいまって本町の魅力を生み出してい

ます。環境保全の側面のみならず、まちへの愛着を育んでいくためにも、住民・事業

者などによる環境保全活動の充実を図っていく必要があります。 

● 本町では、2023年（令和５年）に「ゼロカーボンシティよこしばひかり宣言」をしま

した。自然環境への直接的な影響のみならず、景観への影響にも配慮しながら、住民

や事業者による太陽光発電システムなど、再生可能エネルギーの活用を進めていく必

要があります。 

● 本町は、町内各地域での環境美化活動や環境教育を通じ、環境保全や環境美化、景観

の保全に向けた取組を促進しています。今後も、本町ならではの、まちへの愛着を育

む景観づくりに向けて、環境美化や緑化などを進めていく必要があります。 

 

  

一日清掃 

脱炭素宣言 

本町ならではの魅力である豊かな自然環境を守り、活かしていくため、住民・事業者

などとの協働のもとに、自然環境の環境保全活動を推進します。また、美しい景観を

維持・創出していくため、住民の参画を得ながら美化活動などを展開します。 

 

 

《施策》 

施策１ 環境の保全・活用 

自然環境保全に関する意識啓発や環境教育の推進により、住民一人ひとりの参画を促し

ます。また、環境基本計画の策定などを引き続き検討するとともに、環境への影響にも配慮

しながら、再生可能エネルギーの活用促進に努めます。 

 

施策２ 景観の保全 

本町の魅力を形づくる自然景観などの保全・創出に向け、住民の意識高揚と活動などへの

参画を促しつつ、地域における美化活動や緑化推進活動の活性化を促進していきます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町内一日清掃参加人数 7,999人 8,800人 

  

■関連する分野計画 

地球温暖化対策実行計画 2021（令和３）年度～2030（令和 12）年度  
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８．河川・海岸整備 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 人々の憩いの場、学習や交流の場、観光の場として、河川や海岸といった水辺の持つ

魅力が見直されています。他方、地震災害や風水害などの教訓から、災害を未然に防

止するため、河川や海岸の計画的改修などもこれまで以上に必要とされています。 

● 本町には、九十九里平野で最大の河川である栗山川と、風光明媚な日本一長い砂浜で

ある九十九里浜があり、千葉県によって整備が行われています。いずれも本町にとっ

て大切な地域資源であり、人々の憩いの場、交流や観光の場となっています。今後も

関係機関と連携しつつ、千葉県に対し取組の早期実施を要望するとともに、住民によ

るボランティア活動の活性化を図りながら、水辺を美しく保っていく必要があります。 

● 栗山川については、河川改修工事が実施されていますが、今後も千葉県に対し積極的

に要望活動を行い、改修を促進することが必要です。また、栗山川の美化活動など、

住民主体の活動を維持・活性化し、水辺を美しく保っていくことが大切です。 

● 九十九里浜については、海岸侵食が進んでいるため、順次対策が実施されています。

侵食対策が行われていない地域については早急に侵食対策を実施し、防災機能を回復

することはもとより、白砂青松の九十九里海岸の風景を回復することが急務となって

います。 

● 保安林の機能を回復するとともに、海岸部における民間活力による景観保全を誘導す

る必要があります。 

   

栗山川ボランティア 屋形海岸 

本町にとって大切な地域資源である河川や海岸を守り、これを有効活用していくため、

災害防止対策と併せ、親水空間の整備などを促していきます。また、住民によるボラ

ンティア活動の活性化を図りながら、河川や海岸を美しく保ちます。 

 

 

《施策》 

施策１ 栗山川の保全・活用 

河川を改修し、親水空間の整備を促します。また、清掃など住民によるボランティア活動

の活性化を図るとともに、水辺のレジャーをはじめとする栗山川情報を発信します。 

  

施策２ 九十九里海岸の保全 

海岸の侵食対策を促進するとともに、住民によるボランティア活動の活性化を図り、海岸

を美しく保全します 

 

《成果指標》 

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町内外企業およびボランティア団体との協

働による海岸クリーン活動への参加人数 
427人 450人 

町内外企業との協働による栗山川環境ボラ

ンティア参加人数 
678人 700人 
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８．河川・海岸整備 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 人々の憩いの場、学習や交流の場、観光の場として、河川や海岸といった水辺の持つ

魅力が見直されています。他方、地震災害や風水害などの教訓から、災害を未然に防

止するため、河川や海岸の計画的改修などもこれまで以上に必要とされています。 

● 本町には、九十九里平野で最大の河川である栗山川と、風光明媚な日本一長い砂浜で

ある九十九里浜があり、千葉県によって整備が行われています。いずれも本町にとっ

て大切な地域資源であり、人々の憩いの場、交流や観光の場となっています。今後も

関係機関と連携しつつ、千葉県に対し取組の早期実施を要望するとともに、住民によ

るボランティア活動の活性化を図りながら、水辺を美しく保っていく必要があります。 

● 栗山川については、河川改修工事が実施されていますが、今後も千葉県に対し積極的

に要望活動を行い、改修を促進することが必要です。また、栗山川の美化活動など、

住民主体の活動を維持・活性化し、水辺を美しく保っていくことが大切です。 

● 九十九里浜については、海岸侵食が進んでいるため、順次対策が実施されています。

侵食対策が行われていない地域については早急に侵食対策を実施し、防災機能を回復

することはもとより、白砂青松の九十九里海岸の風景を回復することが急務となって

います。 

● 保安林の機能を回復するとともに、海岸部における民間活力による景観保全を誘導す

る必要があります。 

   

栗山川ボランティア 屋形海岸 

本町にとって大切な地域資源である河川や海岸を守り、これを有効活用していくため、

災害防止対策と併せ、親水空間の整備などを促していきます。また、住民によるボラ

ンティア活動の活性化を図りながら、河川や海岸を美しく保ちます。 

 

 

《施策》 

施策１ 栗山川の保全・活用 

河川を改修し、親水空間の整備を促します。また、清掃など住民によるボランティア活動

の活性化を図るとともに、水辺のレジャーをはじめとする栗山川情報を発信します。 

  

施策２ 九十九里海岸の保全 

海岸の侵食対策を促進するとともに、住民によるボランティア活動の活性化を図り、海岸

を美しく保全します 

 

《成果指標》 

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町内外企業およびボランティア団体との協

働による海岸クリーン活動への参加人数 
427人 450人 

町内外企業との協働による栗山川環境ボラ

ンティア参加人数 
678人 700人 
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９．公園・文化・スポーツ施設 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 公園は、人々の憩いの場となるだけでなく、文化活動やスポーツ活動の場など、多様

な機能を有しています。しかしながら、近年では全国的に公園施設の老朽化が進み、

公園の適正な維持管理や安全性の確保等が課題となっています。 

● 本町では、海浜が千葉県立九十九里自然公園に指定されているほか、自然豊かなふれ

あい坂田池公園やマリンピアくりやまがわ、歴史・文化的要素を活かした栗山平和公

園や光文化の森公園、スポーツを楽しめる光スポーツ公園など、バラエティに富んだ

公園が整備されています。今後も、それぞれの公園の特徴を活かしながら、緑と交流

等の拠点としての公園機能を充実するとともに、ニーズの把握に努めながら、公園整

備を進める必要があります。 

● 本町では、これらの公園について住民参画を得ながら維持管理を行っていますが、今

後も、地域住民との協働のもと、公共施設等個別施設計画等に基づいて、適正な維持

管理を促進する必要があります。 

● スポーツ活動の基盤となるスポーツ施設と住民の集会及び学習等の場となる文化施

設については、人口の推移と利用者構成の変化、施設の老朽化対策を見据え、効率的

な維持管理、適正配置を検討する必要があります。 

  

町民会館 ふれあい坂田池公園野球場 

人々の憩いの場、文化・スポーツ活動の場など、多様な役割を有する公園や文化・ス 

ポーツ施設の適正な維持管理を図るとともに、有効に活用します。このため、住民の参

画を得ながら、公園や文化・スポーツ施設の維持管理と機能向上などに取り組みます。 

 

 

《施策》 

施策１ 公園の整備と維持管理 

公園が持つ多様な機能に着目しながら、野球場の照明 LED化や遊具の設置などにより、魅

力の向上に努めます。また、定期的な遊具等の点検・補修により、公園を安全に快適に保つ

とともに、住民の参画を得ながら公園の美化等に努めます。 

 
施策２ 文化・スポーツ施設の維持管理 

文化・スポーツ施設の適切な維持管理、学校施設の地域開放を実施します。 
 
《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

文化施設利用者数 41,650 人 42,000 人 

スポーツ施設利用者数 125,720 人 130,000 人 

 

 
  

■関連する分野計画 

都市計画マスタープラン 2022（令和４）年度～概ね 20年後 

公共施設等個別施設計画 2020（令和２）年度～2026（令和８）年度 
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９．公園・文化・スポーツ施設 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 公園は、人々の憩いの場となるだけでなく、文化活動やスポーツ活動の場など、多様

な機能を有しています。しかしながら、近年では全国的に公園施設の老朽化が進み、

公園の適正な維持管理や安全性の確保等が課題となっています。 

● 本町では、海浜が千葉県立九十九里自然公園に指定されているほか、自然豊かなふれ

あい坂田池公園やマリンピアくりやまがわ、歴史・文化的要素を活かした栗山平和公

園や光文化の森公園、スポーツを楽しめる光スポーツ公園など、バラエティに富んだ

公園が整備されています。今後も、それぞれの公園の特徴を活かしながら、緑と交流

等の拠点としての公園機能を充実するとともに、ニーズの把握に努めながら、公園整

備を進める必要があります。 

● 本町では、これらの公園について住民参画を得ながら維持管理を行っていますが、今

後も、地域住民との協働のもと、公共施設等個別施設計画等に基づいて、適正な維持

管理を促進する必要があります。 

● スポーツ活動の基盤となるスポーツ施設と住民の集会及び学習等の場となる文化施

設については、人口の推移と利用者構成の変化、施設の老朽化対策を見据え、効率的

な維持管理、適正配置を検討する必要があります。 

  

町民会館 ふれあい坂田池公園野球場 

人々の憩いの場、文化・スポーツ活動の場など、多様な役割を有する公園や文化・ス 

ポーツ施設の適正な維持管理を図るとともに、有効に活用します。このため、住民の参

画を得ながら、公園や文化・スポーツ施設の維持管理と機能向上などに取り組みます。 

 

 

《施策》 

施策１ 公園の整備と維持管理 

公園が持つ多様な機能に着目しながら、野球場の照明 LED化や遊具の設置などにより、魅

力の向上に努めます。また、定期的な遊具等の点検・補修により、公園を安全に快適に保つ

とともに、住民の参画を得ながら公園の美化等に努めます。 

 
施策２ 文化・スポーツ施設の維持管理 

文化・スポーツ施設の適切な維持管理、学校施設の地域開放を実施します。 
 
《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

文化施設利用者数 41,650 人 42,000 人 

スポーツ施設利用者数 125,720 人 130,000 人 

 

 
  

■関連する分野計画 

都市計画マスタープラン 2022（令和４）年度～概ね 20年後 

公共施設等個別施設計画 2020（令和２）年度～2026（令和８）年度 
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１０．防災 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国は地震や津波に加え、台風、豪雨等の自然災害が発生しやすい地理的条件下に

あります。2019年（令和元年）の房総半島台風は、千葉県下に大きな風水害をもたら

し、災害に強いまちづくりの重要性を改めて浮き彫りにしました。近年でも、能登半

島地震や、南海トラフ地震臨時情報の発表により、災害への関心が高まっています。 

● 海に面する本町は、防災力強化に向け、国土強靱化地域計画の策定や地域防災計画の

改訂、津波対策施設の整備、自主防災組織の育成、民間企業等との連携強化などに取

り組んできました。また、防災訓練や防災出前講座などにより、防災意識の普及にも

努めてきました。このほか、エリアメール、防災行政無線設備等の維持管理に努め、

住民に対する災害情報の速やかな周知を図ってきました。 

● 今後は、行政による全町的な防災体制の充実に引き続き努めていくだけでなく、民間

企業との連携をさらに強めるとともに、自主防災組織の育成や防災士の養成等、地域

における防災力の強化が求められます。 

● わが国の安全保障環境の変化を踏まえ、有事対応力の強化を図るとともに、国や千葉

県との緊密な連携により全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による迅速な警報伝達

を行うなど、国民保護計画の実効性確保が求められています。 

  

防災訓練 津波避難タワー 

大規模災害や有事などに備え、住民の安全を確保できるまちづくりに取り組みます。

このため、自主防災組織の育成など、地域防災体制の強化に努めるほか、情報システ

ムの適切な運用等を含め、有事対応力の強化を図ります。 

 

 

《施策》 
施策１ 地域防災体制の強化 

大規模災害に備え全町的な防災体制の強化を図ります。住民の防災意識の向上や自主防

災組織育成など、ソフト面の強化とともに、必要物資の確保や避難路・避難所の環境整備な

ど、ハード面の対策にも取り組みます。 

 
施策２ 有事に備えた体制整備 

適切な有事対応に向けた体制整備に努めます。国民保護に関する広報や訓練を通じ、有事

対応力の強化・意識醸成を図ります。また、国や千葉県の情報システムとの緊密な連携によ

り住民に対する迅速な情報提供を行います。 

 
《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

防災訓練参加者数 1,409人 1,500人 

規約及び活動計画等を整備済みである自主

防災組織の設置数 
10組織 15組織 

 

 
  

■関連する分野計画 

地域防災計画（令和６年改訂） 2024（令和６）年 3月～ 

国土強靱化計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 

国民保護計画 2006（平成 18）年度～ 
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１０．防災 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国は地震や津波に加え、台風、豪雨等の自然災害が発生しやすい地理的条件下に

あります。2019年（令和元年）の房総半島台風は、千葉県下に大きな風水害をもたら

し、災害に強いまちづくりの重要性を改めて浮き彫りにしました。近年でも、能登半

島地震や、南海トラフ地震臨時情報の発表により、災害への関心が高まっています。 

● 海に面する本町は、防災力強化に向け、国土強靱化地域計画の策定や地域防災計画の

改訂、津波対策施設の整備、自主防災組織の育成、民間企業等との連携強化などに取

り組んできました。また、防災訓練や防災出前講座などにより、防災意識の普及にも

努めてきました。このほか、エリアメール、防災行政無線設備等の維持管理に努め、

住民に対する災害情報の速やかな周知を図ってきました。 

● 今後は、行政による全町的な防災体制の充実に引き続き努めていくだけでなく、民間

企業との連携をさらに強めるとともに、自主防災組織の育成や防災士の養成等、地域

における防災力の強化が求められます。 

● わが国の安全保障環境の変化を踏まえ、有事対応力の強化を図るとともに、国や千葉

県との緊密な連携により全国瞬時警報システム（Ｊアラート）による迅速な警報伝達

を行うなど、国民保護計画の実効性確保が求められています。 

  

防災訓練 津波避難タワー 

大規模災害や有事などに備え、住民の安全を確保できるまちづくりに取り組みます。

このため、自主防災組織の育成など、地域防災体制の強化に努めるほか、情報システ

ムの適切な運用等を含め、有事対応力の強化を図ります。 

 

 

《施策》 
施策１ 地域防災体制の強化 

大規模災害に備え全町的な防災体制の強化を図ります。住民の防災意識の向上や自主防

災組織育成など、ソフト面の強化とともに、必要物資の確保や避難路・避難所の環境整備な

ど、ハード面の対策にも取り組みます。 

 
施策２ 有事に備えた体制整備 

適切な有事対応に向けた体制整備に努めます。国民保護に関する広報や訓練を通じ、有事

対応力の強化・意識醸成を図ります。また、国や千葉県の情報システムとの緊密な連携によ

り住民に対する迅速な情報提供を行います。 

 
《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

防災訓練参加者数 1,409人 1,500人 

規約及び活動計画等を整備済みである自主

防災組織の設置数 
10組織 15組織 

 

 
  

■関連する分野計画 

地域防災計画（令和６年改訂） 2024（令和６）年 3月～ 

国土強靱化計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 

国民保護計画 2006（平成 18）年度～ 
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１１．消防・救急 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 近年、災害の大規模化・複雑化に加え一人暮らしの高齢者の増加など、社会構造も変

化しており、多様化・高度化するニーズに対応できる消防体制づくりが求められてい

ます。また、高齢化等を背景に救急需要が増大しており、救急業務の安定的かつ持続

的な提供が課題となっています。 

● 本町の消防体制は、匝瑳市横芝光町消防組合による常備消防と、町消防団（非常備消

防）によって構築されています。町消防団は、各種訓練を通じた消防力の向上により、

地域の消防防災活動に大きく貢献しています。本町はこれまで、消防団の車両や装備、

消防水利の確保と耐震化等を通じて、消防機能の向上を図ってきました。 

● 今後も、消防団の車両や装備の更新等に努め、地域の消防力を維持・向上させていく

必要があります。また、消防団員数の確保が課題となっていることから、組織の再編

や団員定数の見直し、若者や女性が参画しやすい環境づくりなど、時代の変化に対応

した効果的な消防団活動を支援することも必要です。 

● 救急については、匝瑳市横芝光町消防組合並びに町内の各医療機関との連携によって

実施されています。救急車や医療資機材の更新、救急救命士の育成に努めたほか、各

種救命講習の実施により応急手当の普及啓発を進めました。今後も高度救急体制の確

立に向け、引き続き救急救命士の育成等に取り組むほか、住民の理解を得ながら、救

急車の適正利用などを呼び掛けていく必要があります。 

  

救命講習 火災発生件数 

火災発生件数
（件）

令和２年度
(2020年度)

17

令和３年度
(2021年度)

30

令和４年度
(2022年度)

20

令和５年度
(2023年度)

25

令和６年度
(2024年度)

30

災害の大規模化・複雑化、高齢化などの社会構造の変化を踏まえ、柔軟な消防救急体

制を整備します。このため、消防団車両の計画的更新を通じた消防機能の向上や、初

期救急救命処置を重視した、救急機能の向上を図ります。 

 

 

《施策》 

施策１ 消防機能の向上 

消防団の団員数の確保に努めるとともに、車両等の計画的な更新や消防水利設備の適正

配置・維持管理等に努め、消防機能の向上を図ります。また、防災拠点施設・資機材の充実

を推進します。 

  
施策２ 救急機能の向上 

救急車や医療資機材の更新、救命士の育成・確保や初期救急の普及啓発に取り組みます。

また、住民の理解を得ながら、救急車の適正利用などを呼び掛けます。 

 
《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 
火災年間発生件数 30件 減少 

応急手当の普及（講習受講者数） 433人 800人 

 
 
 
 
  

■関連する分野計画 

匝瑳市横芝光町消防組合基本構想 2026（令和８）年度～2035（令和 17）年度 

匝瑳市横芝光町消防組合前期基本計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 
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１１．消防・救急 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 近年、災害の大規模化・複雑化に加え一人暮らしの高齢者の増加など、社会構造も変

化しており、多様化・高度化するニーズに対応できる消防体制づくりが求められてい

ます。また、高齢化等を背景に救急需要が増大しており、救急業務の安定的かつ持続

的な提供が課題となっています。 

● 本町の消防体制は、匝瑳市横芝光町消防組合による常備消防と、町消防団（非常備消

防）によって構築されています。町消防団は、各種訓練を通じた消防力の向上により、

地域の消防防災活動に大きく貢献しています。本町はこれまで、消防団の車両や装備、

消防水利の確保と耐震化等を通じて、消防機能の向上を図ってきました。 

● 今後も、消防団の車両や装備の更新等に努め、地域の消防力を維持・向上させていく

必要があります。また、消防団員数の確保が課題となっていることから、組織の再編

や団員定数の見直し、若者や女性が参画しやすい環境づくりなど、時代の変化に対応

した効果的な消防団活動を支援することも必要です。 

● 救急については、匝瑳市横芝光町消防組合並びに町内の各医療機関との連携によって

実施されています。救急車や医療資機材の更新、救急救命士の育成に努めたほか、各

種救命講習の実施により応急手当の普及啓発を進めました。今後も高度救急体制の確

立に向け、引き続き救急救命士の育成等に取り組むほか、住民の理解を得ながら、救

急車の適正利用などを呼び掛けていく必要があります。 

  

救命講習 火災発生件数 

火災発生件数
（件）

令和２年度
(2020年度)

17

令和３年度
(2021年度)

30

令和４年度
(2022年度)

20

令和５年度
(2023年度)

25

令和６年度
(2024年度)

30

災害の大規模化・複雑化、高齢化などの社会構造の変化を踏まえ、柔軟な消防救急体

制を整備します。このため、消防団車両の計画的更新を通じた消防機能の向上や、初

期救急救命処置を重視した、救急機能の向上を図ります。 

 

 

《施策》 

施策１ 消防機能の向上 

消防団の団員数の確保に努めるとともに、車両等の計画的な更新や消防水利設備の適正

配置・維持管理等に努め、消防機能の向上を図ります。また、防災拠点施設・資機材の充実

を推進します。 

  
施策２ 救急機能の向上 

救急車や医療資機材の更新、救命士の育成・確保や初期救急の普及啓発に取り組みます。

また、住民の理解を得ながら、救急車の適正利用などを呼び掛けます。 

 
《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 
火災年間発生件数 30件 減少 

応急手当の普及（講習受講者数） 433人 800人 

 
 
 
 
  

■関連する分野計画 

匝瑳市横芝光町消防組合基本構想 2026（令和８）年度～2035（令和 17）年度 

匝瑳市横芝光町消防組合前期基本計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 
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１２．防犯・交通安全 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国の犯罪認知件数は、2002 年（平成 14 年）をピークに減少を続けていますが、

近年インターネット上での犯罪などのほか、特殊詐欺やいわゆる闇バイトなど若者や

高齢者が巻き込まれるケースが多発するなど、犯罪が複雑化・多様化しています。 

● 本町ではこれまで、山武警察署・町防犯協会との連携を通じた防犯啓発、防犯指導員

によるパトロールなどに取り組んできました。また、防犯灯の設置・修繕については、

各地区が管理している防犯灯の LED化が進んでいます。 

● 今後は、山武警察署などの関係機関・団体との連携のもと、防犯啓発、防犯指導員に

よるパトロールなどの充実を図るほか、防犯講座などを通じ、住民一人ひとりの防犯

意識を高めていく必要があります。また、防犯灯の LED化、設置・修繕を引き続き進

め、犯罪が起きにくい環境づくりに努めていく必要があります。 

● 交通安全対策については、山武警察署・山武交通安全協会と連携した飲酒運転撲滅運

動や、交通安全指導員等による保育所・認定こども園・小学校・中学校での交通安全

教室などを通じ、交通安全意識の啓発に努めてきました。また、道路反射鏡の修繕・

維持管理、新規設置に取り組み、町の交通安全体制の強化を図ってきました。 

● 町内の交通事故発生件数はほぼ横ばいとなっており、今後も交通安全意識の啓発、道

路反射鏡など交通安全施設の維持管理に努めていく必要があります。また、高齢化を

踏まえ、高齢者ドライバーの運転免許返納の促進や安全講習の実施なども重要となり

ます。 

  

交通安全教室 防犯啓発 

犯罪や交通事故を防ぎ、住民が安心して暮らせるまちづくりを推進します。このため、

警察署等各種関係機関との連携を強め、住民の防犯・交通安全意識の啓発に努めると

ともに、防犯・交通安全に資する町内設備の設置・維持管理等に取り組みます。 

 

 

《施策》 

施策１ 防犯対策の強化 

犯罪の起きにくいまちづくりに向け、山武警察署などの関係機関・団体との連携を強めつ

つ、インターネット犯罪や特殊詐欺、いわゆる闇バイトなど最新の犯罪の傾向も考慮した住

民への防犯意識啓発に取り組みます。また、防犯指導員によるパトロールなどの充実を図る

ほか、防犯灯の LED化、設置・修繕を引き続き進めるとともに、防犯カメラ設置事業費補助

金を活用した防犯カメラの設置について普及促進を図り、安心で安全なまちづくりに努め

ます。 

買い物などを巡る消費生活相談については、千葉県や専門家と連携を強め、啓発活動に引

き続き取り組むほか、住民が相談しやすい体制づくりに努めます。 

 
施策２ 交通安全対策の強化 

交通安全指導員の確保に努めながら、山武警察署などの関係機関・団体と連携し、住民の

交通安全意識のより一層の啓発に取り組みます。また、高齢化を踏まえ、運転免許証の返納

促進など、時代に即した交通安全対策の強化を図ります。 

 
《成果指標》 

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 
犯罪年間発生件数 135件 減少 

交通事故年間発生件数 55件 減少 

消費生活相談件数 37件 51件 

 
  

■関連する分野計画 

交通安全計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 
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１２．防犯・交通安全 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国の犯罪認知件数は、2002 年（平成 14 年）をピークに減少を続けていますが、

近年インターネット上での犯罪などのほか、特殊詐欺やいわゆる闇バイトなど若者や

高齢者が巻き込まれるケースが多発するなど、犯罪が複雑化・多様化しています。 

● 本町ではこれまで、山武警察署・町防犯協会との連携を通じた防犯啓発、防犯指導員

によるパトロールなどに取り組んできました。また、防犯灯の設置・修繕については、

各地区が管理している防犯灯の LED化が進んでいます。 

● 今後は、山武警察署などの関係機関・団体との連携のもと、防犯啓発、防犯指導員に

よるパトロールなどの充実を図るほか、防犯講座などを通じ、住民一人ひとりの防犯

意識を高めていく必要があります。また、防犯灯の LED化、設置・修繕を引き続き進

め、犯罪が起きにくい環境づくりに努めていく必要があります。 

● 交通安全対策については、山武警察署・山武交通安全協会と連携した飲酒運転撲滅運

動や、交通安全指導員等による保育所・認定こども園・小学校・中学校での交通安全

教室などを通じ、交通安全意識の啓発に努めてきました。また、道路反射鏡の修繕・

維持管理、新規設置に取り組み、町の交通安全体制の強化を図ってきました。 

● 町内の交通事故発生件数はほぼ横ばいとなっており、今後も交通安全意識の啓発、道

路反射鏡など交通安全施設の維持管理に努めていく必要があります。また、高齢化を

踏まえ、高齢者ドライバーの運転免許返納の促進や安全講習の実施なども重要となり

ます。 

  

交通安全教室 防犯啓発 

犯罪や交通事故を防ぎ、住民が安心して暮らせるまちづくりを推進します。このため、

警察署等各種関係機関との連携を強め、住民の防犯・交通安全意識の啓発に努めると

ともに、防犯・交通安全に資する町内設備の設置・維持管理等に取り組みます。 

 

 

《施策》 

施策１ 防犯対策の強化 

犯罪の起きにくいまちづくりに向け、山武警察署などの関係機関・団体との連携を強めつ

つ、インターネット犯罪や特殊詐欺、いわゆる闇バイトなど最新の犯罪の傾向も考慮した住

民への防犯意識啓発に取り組みます。また、防犯指導員によるパトロールなどの充実を図る

ほか、防犯灯の LED化、設置・修繕を引き続き進めるとともに、防犯カメラ設置事業費補助

金を活用した防犯カメラの設置について普及促進を図り、安心で安全なまちづくりに努め

ます。 

買い物などを巡る消費生活相談については、千葉県や専門家と連携を強め、啓発活動に引

き続き取り組むほか、住民が相談しやすい体制づくりに努めます。 

 
施策２ 交通安全対策の強化 

交通安全指導員の確保に努めながら、山武警察署などの関係機関・団体と連携し、住民の

交通安全意識のより一層の啓発に取り組みます。また、高齢化を踏まえ、運転免許証の返納

促進など、時代に即した交通安全対策の強化を図ります。 

 
《成果指標》 

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 
犯罪年間発生件数 135件 減少 

交通事故年間発生件数 55件 減少 

消費生活相談件数 37件 51件 

 
  

■関連する分野計画 

交通安全計画 2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 
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１３．土地改良施設 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 土地改良施設は、農業のためだけではなく、台風や豪雨等の自然災害を未然に防ぐ重

要な施設でありますが、土地改良施設の老朽化が進み、農道や排水路、排水機場等の

施設に修繕が必要とされる箇所があるため、今後は、計画的に土地改良施設の修繕を

行い、農業の生産基盤となる施設の適正な維持管理や防災対策に努めていく必要があ

ります。 

● 本町では、下水道が整備されておらず、生活排水の放流先の多くが農業用排水路であ

るため、居住環境の確保として、地域住民が一体となった維持管理が必要です。 

  

排水機場（更新前） 排水機場（更新後） 

土地改良施設の老朽化対策として、計画的に土地改良施設の修繕を行い、施設の長寿

命化を図り、土地改良施設の維持管理に努めます。 

側溝清掃 排水路清掃 

 

 

《施策》 
施策１ 土地改良施設の長寿命化 
農業の生産基盤となる土地改良施設の適正な維持管理や防災対策に努めます。また、農道

や排水路、排水機場等の施設の長寿命化を図るため、計画的に修繕を進めます。 
 
《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

農道の修繕率 7.9％ 39.4％ 

橋梁の修繕箇所 ０橋 １橋 

排水機場の修繕 ２機場 ５機場 

 
 
  

■関連する分野計画 

舗装修繕計画（農道） 2024（令和６）年度～概ね５年後 

個別施設計画（あけぼの橋） 2026（令和８）年度～概ね５年後 

 



第
Ⅲ
部 

前
期
基
本
計
画

85

第
２
章　
豊
か
な
自
然
と
共
生
し
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
み
や
す
い
ま
ち

 

１３．土地改良施設 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 土地改良施設は、農業のためだけではなく、台風や豪雨等の自然災害を未然に防ぐ重

要な施設でありますが、土地改良施設の老朽化が進み、農道や排水路、排水機場等の

施設に修繕が必要とされる箇所があるため、今後は、計画的に土地改良施設の修繕を

行い、農業の生産基盤となる施設の適正な維持管理や防災対策に努めていく必要があ

ります。 

● 本町では、下水道が整備されておらず、生活排水の放流先の多くが農業用排水路であ

るため、居住環境の確保として、地域住民が一体となった維持管理が必要です。 

  

排水機場（更新前） 排水機場（更新後） 

土地改良施設の老朽化対策として、計画的に土地改良施設の修繕を行い、施設の長寿

命化を図り、土地改良施設の維持管理に努めます。 

側溝清掃 排水路清掃 

 

 

《施策》 
施策１ 土地改良施設の長寿命化 
農業の生産基盤となる土地改良施設の適正な維持管理や防災対策に努めます。また、農道

や排水路、排水機場等の施設の長寿命化を図るため、計画的に修繕を進めます。 
 
《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

農道の修繕率 7.9％ 39.4％ 

橋梁の修繕箇所 ０橋 １橋 

排水機場の修繕 ２機場 ５機場 

 
 
  

■関連する分野計画 

舗装修繕計画（農道） 2024（令和６）年度～概ね５年後 

個別施設計画（あけぼの橋） 2026（令和８）年度～概ね５年後 
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１．農林水産業 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国の農林水産業をめぐり、近年では、従事者の確保や遊休農地対策などが課題に

なっています。一方では、土地の保全など農林水産業の持つ多面的な機能が改めて注

目され、また ICT を活用したスマート農業など、収益性向上に向けた取組も全国的に

進められています。 

● 本町は、農業に適した自然条件に恵まれた地域であり、水稲を中心に、スイートコー

ン、ネギなどの栽培や、養豚・酪農等の畜産も盛んです。現在では、農地を集積し大

規模化を図る者等、農業経営者による様々なチャレンジがなされています。 

● しかしながら、担い手の高齢化と後継者不足、遊休農地の増加など、農業をめぐる環

境は依然として厳しいものがあります。今後は、地域農業の将来像を明確にするため

の「地域計画」に基づき、農地の集積や農業基盤整備に努めていく必要があります。 

● 併せて、本町ならではの地域資源を活用しながら、農業と商工業の連携による商品開

発や、農業と観光事業との連携による取組などを促していくことも重要です。食肉セ

ンターについては、施設の著しい老朽化に対応するとともに、HACCP に沿った衛生管

理に努めていくことが必要です。 

 

 
 
 
 
 
 
  

地域農業懇談会 

立地条件を活かし、生産基盤の整備や担い手の育成に努めながら、付加価値が高く収

益性の高い農林水産業を育成します。また、農林水産業と商工業や観光との連携を図

り、地域資源を活かした産業の活性化を促します。 

第３章 地域の特性を活かし、産業活力と賑わいがあるまち 

産業まつり 

 

 

《施策》 

施策１ 生産振興と経営支援 

「地域計画」に基づき、担い手の育成・確保に努めるとともに、農地集約を図ります。ま

た、農業振興地域整備計画に基づき、生産基盤の整備や優良農地の保全などを進めます。さ

らに、経営者の創意工夫による新たな品種・品目の導入支援を通じ産地化を促します。 

家畜伝染病対策や家畜環境対策など畜産農家を支援するとともに、森林組合等関係機関

と連携をとり適正な森林の整備・活用を支援し、加えて、漁業関係機関と連携を図り各種事

業を支援します。 

このほか、食肉センターの健全な運営を保つため適正な維持管理に努めます。 

 

施策２ 特産品の PRと消費の拡大 

地産地消の取組とも連携しつつ、地場産品の販路の確保、集荷・流通経路の確立を促して

いきます。また、特産品の販売などや観光交流の拠点となる施設の設置については、ソフト

（運営など）とハード（施設建設など）の両面から検討を進めます。 

さらに、商工会をはじめとする関係団体や事業者などと協働し、農業と観光や商工業との

連携による地域ブランド創出を図ります。 

 

施策３ 地域資源の活用と環境との共生 

農林水産業が持つ多様な機能に着目し、農地や山林、河川や海浜など、地域資源の適切な

保全に努めます。また、異常気象による環境に配慮した農業を推進するとともに有機農業を

推進し、農業生産に由来する環境への負荷軽減に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

担い手に対する農用地の集積率 14％ 24％ 

多面的機能活動組織 15組織 17組織 

 

  

■関連する分野計画 

農業振興地域整備計画 2023（令和５）年度～概ね 10年後 

地域計画 2026（令和８）年度～2034（令和 16）年度 

地産地消・食育推進計画（第４次） 2022（令和４）年度～2026（令和８）年度 
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１．農林水産業 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国の農林水産業をめぐり、近年では、従事者の確保や遊休農地対策などが課題に

なっています。一方では、土地の保全など農林水産業の持つ多面的な機能が改めて注

目され、また ICTを活用したスマート農業など、収益性向上に向けた取組も全国的に

進められています。 

● 本町は、農業に適した自然条件に恵まれた地域であり、水稲を中心に、スイートコー

ン、ネギなどの栽培や、養豚・酪農等の畜産も盛んです。現在では、農地を集積し大

規模化を図る者等、農業経営者による様々なチャレンジがなされています。 

● しかしながら、担い手の高齢化と後継者不足、遊休農地の増加など、農業をめぐる環

境は依然として厳しいものがあります。今後は、地域農業の将来像を明確にするため

の「地域計画」に基づき、農地の集積や農業基盤整備に努めていく必要があります。 

● 併せて、本町ならではの地域資源を活用しながら、農業と商工業の連携による商品開

発や、農業と観光事業との連携による取組などを促していくことも重要です。食肉セ

ンターについては、施設の著しい老朽化に対応するとともに、HACCP に沿った衛生管

理に努めていくことが必要です。 

 

 
 
 
 
 
 
  

地域農業懇談会 

立地条件を活かし、生産基盤の整備や担い手の育成に努めながら、付加価値が高く収

益性の高い農林水産業を育成します。また、農林水産業と商工業や観光との連携を図

り、地域資源を活かした産業の活性化を促します。 

第３章 地域の特性を活かし、産業活力と賑わいがあるまち 

産業まつり 

 

 

《施策》 

施策１ 生産振興と経営支援 

「地域計画」に基づき、担い手の育成・確保に努めるとともに、農地集約を図ります。ま

た、農業振興地域整備計画に基づき、生産基盤の整備や優良農地の保全などを進めます。さ

らに、経営者の創意工夫による新たな品種・品目の導入支援を通じ産地化を促します。 

家畜伝染病対策や家畜環境対策など畜産農家を支援するとともに、森林組合等関係機関

と連携をとり適正な森林の整備・活用を支援し、加えて、漁業関係機関と連携を図り各種事

業を支援します。 

このほか、食肉センターの健全な運営を保つため適正な維持管理に努めます。 

 

施策２ 特産品の PR と消費の拡大 

地産地消の取組とも連携しつつ、地場産品の販路の確保、集荷・流通経路の確立を促して

いきます。また、特産品の販売などや観光交流の拠点となる施設の設置については、ソフト

（運営など）とハード（施設建設など）の両面から検討を進めます。 

さらに、商工会をはじめとする関係団体や事業者などと協働し、農業と観光や商工業との

連携による地域ブランド創出を図ります。 

 

施策３ 地域資源の活用と環境との共生 

農林水産業が持つ多様な機能に着目し、農地や山林、河川や海浜など、地域資源の適切な

保全に努めます。また、異常気象による環境に配慮した農業を推進するとともに有機農業を

推進し、農業生産に由来する環境への負荷軽減に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

担い手に対する農用地の集積率 14％ 24％ 

多面的機能活動組織 15組織 17組織 

 

  

■関連する分野計画 

農業振興地域整備計画 2023（令和５）年度～概ね 10年後 

地域計画 2026（令和８）年度～2034（令和 16）年度 

地産地消・食育推進計画（第４次） 2022（令和４）年度～2026（令和８）年度 
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２．観光 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により、観光をめぐる環境は極めて厳し

いものとなりましたが、近年では、訪日外国人観光客が著しく増加するとともに、日

本人観光客も回復傾向にあります。 

● 本町では、地域の自然や歴史・文化的資源を活かした観光イベントが行われており、

初日の出、栗山川の釣り、坂田城跡の梅まつり、サーフィン、鬼来迎等の伝統行事な

どが、観光客を集めています。また、本町は、一般社団法人横芝光町観光まちづくり

協会の設立や横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」の整備、アウトドア企業との広域観

光連携などにより、観光事業推進に向けたソフト・ハードの環境を整えてきました。 

● 今後は、観光まちづくり協会を中心として、町の基幹産業である農業と観光との連携

や事業者の連携を促し、観光まちづくりを推進する基盤の充実に努めていく必要があ

ります。また、横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」を拠点とした本町ならではの観光

情報の発信に努めていく必要があります。 

● 本町には、栗山川、九十九里浜といった自然や、地域に根差した歴史・文化といった

魅力的な観光資源があります。今後は、AIやデジタルなどの新技術を活用した新たな

観光のあり方等を検討しながら、さらなる地域資源の掘り起こしや、自然や歴史文化

に関わる各種団体との連携の強化に努めていくことが重要です。さらには、広域交通

の利便性を活かした滞在型ツーリズムやアウトドアツーリズム、インバウンド観光の

促進などに努めていくことも大切です。 

   

梅まつり ゆるキャライベント 

地域産業の活性化のため、栗山川、九十九里浜といった自然資源や、地域に根差した

歴史・文化的資源を活用しながら、多様な主体の協働のもとに観光の活性化を図りま

す。 

 

 

《施策》 

施策１ 観光基盤の充実 

横芝光町観光まちづくり協会をはじめとして、事業者や関係団体などの連携を促します。

また、町の基幹産業である農業と観光との連携を促し、本町ならではの魅力の発信に努めま

す。さらには、観光情報の発信拠点となる横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」を有効に活用

し、にぎわいを創出します。 

 

施策２ 観光資源の活用・開発 
海や川などの地域資源をつなぐ観光周遊コースを活かし関係団体との連携のもと、田園

や水辺を活かした滞在型・体験型ツーリズムの振興などを図ります。併せて、地域資源を活

用しながら魅力的な観光商品の開発などを促していきます。 

 
施策３ 観光企業の誘致 
拠点地域の有効活用が進められている銚子連絡道路横芝光 IC周辺や横芝海のこどもの国

跡地周辺など観光企業を誘致し、新たな交流人口を拡充します。 
 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

観光入込客数 85,000 人 90,000 人 

観光企業の誘致 ０箇所 ２箇所 
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２．観光 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により、観光をめぐる環境は極めて厳し

いものとなりましたが、近年では、訪日外国人観光客が著しく増加するとともに、日

本人観光客も回復傾向にあります。 

● 本町では、地域の自然や歴史・文化的資源を活かした観光イベントが行われており、

初日の出、栗山川の釣り、坂田城跡の梅まつり、サーフィン、鬼来迎等の伝統行事な

どが、観光客を集めています。また、本町は、一般社団法人横芝光町観光まちづくり

協会の設立や横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」の整備、アウトドア企業との広域観

光連携などにより、観光事業推進に向けたソフト・ハードの環境を整えてきました。 

● 今後は、観光まちづくり協会を中心として、町の基幹産業である農業と観光との連携

や事業者の連携を促し、観光まちづくりを推進する基盤の充実に努めていく必要があ

ります。また、横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」を拠点とした本町ならではの観光

情報の発信に努めていく必要があります。 

● 本町には、栗山川、九十九里浜といった自然や、地域に根差した歴史・文化といった

魅力的な観光資源があります。今後は、AIやデジタルなどの新技術を活用した新たな

観光のあり方等を検討しながら、さらなる地域資源の掘り起こしや、自然や歴史文化

に関わる各種団体との連携の強化に努めていくことが重要です。さらには、広域交通

の利便性を活かした滞在型ツーリズムやアウトドアツーリズム、インバウンド観光の

促進などに努めていくことも大切です。 

   

梅まつり ゆるキャライベント 

地域産業の活性化のため、栗山川、九十九里浜といった自然資源や、地域に根差した

歴史・文化的資源を活用しながら、多様な主体の協働のもとに観光の活性化を図りま

す。 

 

 

《施策》 

施策１ 観光基盤の充実 

横芝光町観光まちづくり協会をはじめとして、事業者や関係団体などの連携を促します。

また、町の基幹産業である農業と観光との連携を促し、本町ならではの魅力の発信に努めま

す。さらには、観光情報の発信拠点となる横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」を有効に活用

し、にぎわいを創出します。 

 

施策２ 観光資源の活用・開発 
海や川などの地域資源をつなぐ観光周遊コースを活かし関係団体との連携のもと、田園

や水辺を活かした滞在型・体験型ツーリズムの振興などを図ります。併せて、地域資源を活

用しながら魅力的な観光商品の開発などを促していきます。 

 
施策３ 観光企業の誘致 
拠点地域の有効活用が進められている銚子連絡道路横芝光 IC周辺や横芝海のこどもの国

跡地周辺など観光企業を誘致し、新たな交流人口を拡充します。 
 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

観光入込客数 85,000 人 90,000 人 

観光企業の誘致 ０箇所 ２箇所 
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３．商工業 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 地方の活性化に向け、商工業には、地域の稼ぐ力としての期待が集まっています。し

かしながら、人口減少と少子高齢化が進み、材料費や光熱費などの高騰も続く中で、

担い手の不足や経営の悪化等が顕著となるなど、地域の商工業事業者を取り巻く環境

はますます厳しいものとなっています。 

● 本町では、地元商業の活性化を目指し、商工会などと連携して人材育成や経営力強化、

商業者の共同事業活動「駅前マルシェ」などを支援してきました。また、新たな商業

活動の促進に向け、商工会が復刻した大木式ハム・ソーセージの開発・PR活動等を支

援してきました。今後も、商工会などとの連携のもとに、意欲ある事業者の支援など

に努めていく必要があります。 

● 工業の振興については、制度融資などを活用し経営安定に向けた事業者の取組を支援

するなどしています。成田国際空港に近接する立地条件や、広域的交通利便性の向上

がもたらす可能性を活かし、意欲ある若手人材を育成しながら、地域特性を踏まえた

工業の振興を図っていくことが重要です。 

 

   

駅前マルシェ 

成田国際空港への近接性や、広域的交通の利便性などを活かし、意欲ある若手人材を

育成しながら、地域特性を踏まえた商工業の振興を図ります。 

 

 

《施策》 

施策１ 商業の振興 

商工会をはじめとする関係団体と連携しながら、人材育成や経営基盤強化などを促しま

す。また、商業機能の充実を図ります。 

 

施策２ 工業の振興 

商工会をはじめとする関係団体や事業者などと協働し、製品開発や技術開発の支援、関連

情報の提供などを行います。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

駅前商業イベントでの参加事業者数 8事業者 10事業者 
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３．商工業 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 地方の活性化に向け、商工業には、地域の稼ぐ力としての期待が集まっています。し

かしながら、人口減少と少子高齢化が進み、材料費や光熱費などの高騰も続く中で、

担い手の不足や経営の悪化等が顕著となるなど、地域の商工業事業者を取り巻く環境

はますます厳しいものとなっています。 

● 本町では、地元商業の活性化を目指し、商工会などと連携して人材育成や経営力強化、

商業者の共同事業活動「駅前マルシェ」などを支援してきました。また、新たな商業

活動の促進に向け、商工会が復刻した大木式ハム・ソーセージの開発・PR活動等を支

援してきました。今後も、商工会などとの連携のもとに、意欲ある事業者の支援など

に努めていく必要があります。 

● 工業の振興については、制度融資などを活用し経営安定に向けた事業者の取組を支援

するなどしています。成田国際空港に近接する立地条件や、広域的交通利便性の向上

がもたらす可能性を活かし、意欲ある若手人材を育成しながら、地域特性を踏まえた

工業の振興を図っていくことが重要です。 

 

   

駅前マルシェ 

成田国際空港への近接性や、広域的交通の利便性などを活かし、意欲ある若手人材を

育成しながら、地域特性を踏まえた商工業の振興を図ります。 

 

 

《施策》 

施策１ 商業の振興 

商工会をはじめとする関係団体と連携しながら、人材育成や経営基盤強化などを促しま

す。また、商業機能の充実を図ります。 

 

施策２ 工業の振興 

商工会をはじめとする関係団体や事業者などと協働し、製品開発や技術開発の支援、関連

情報の提供などを行います。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

駅前商業イベントでの参加事業者数 8事業者 10事業者 
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４．産業活性化 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国全体における人口減少と少子高齢化が問題となる中、雇用の創出が大きな課題

になっています。デジタル技術の活用などを前提とした働き方の変容、企業立地の自

由度の拡大なども背景として、雇用創出に向け、国・地方自治体は企業誘致や起業・

創業支援等に取り組んでいます。 

● 千葉県では、成田国際空港の更なる機能強化や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の

整備をはじめとする道路ネットワークの充実・強化により、高まる空港周辺地域のポ

テンシャルを生かし、成田新産業特別促進区域（成田空港周辺９市町の行政区域）に

おいて、空港の機能と一体的に利用される物流施設の整備等を通じて、成田国際空港

を核とした国際的な産業拠点を形成することを目的として、成田空港周辺９市町とと

もに、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（地域

未来投資促進法）に基づく「成田新産業特別推進区域基本計画」を策定しました。 

● 本町では、新たな事業展開や起業・創業の促進に向け、商工会などと連携して、起業、

事業承継等を契機とした第二創業に向けた情報提供などを実施してきました。今後も

引き続き取組を展開して、起業・創業などを促していくことが重要です。 

● 本町では、就業・雇用の促進に向け、商工会、事業者、ハローワーク千葉と連携しな

がら、就労情報、職業能力向上に向けた情報などを発信しています。今後は、AI・デ

ジタルなどの新技術の活用などを前提とした働き方の情報提供や環境整備などにも

努め、雇用と就労の機会づくりを促進する必要があります。 
  

横芝光 IC 周辺開発事業構想図 

千葉県や町商工会など関係機関や団体との連携を図りながら、企業誘致に取り組むと

ともに、起業・創業に向けた支援などを行います。また、雇用と就労の機会づくりを

促進します。 

 

 

《施策》 

施策１ 企業立地の促進 

企業誘致のための土地や建物の情報を把握し、希望する企業への情報提供に努めます。ま

た、千葉県などと連携し、成田国際空港への近接性や広域的交通の利便性といった産業立地

の魅力を発信しながら、町独自の奨励措置を講じて企業誘致を促進します。それらの受け皿

となる新たな産業拠点として、銚子連絡道路横芝光 IC周辺に産業団地を整備します。 

 

施策２ 新たな事業展開や起業の促進 

商工会、事業者などと協働しながら、人と情報のネットワーク化等を促しつつ、起業や事

業承継等を契機とした第二創業支援を活性化します。また、多様な主体の共同参画による新

たな事業開発を促進します。 

  

施策３ 就業・雇用の促進 

千葉県・関係機関との連携のもと、職業能力の育成を促すとともに、就労情報の提供と 

マッチングを行います。また、すべての人が働きやすい環境づくりのため、事業者における

子育て支援や、AI・デジタル技術の活用などを促進します。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

産業団地の整備 ０箇所 １箇所 

創業者数 ６人 ６人 

就業支援セミナー等の実施回数（累計） ２回 ８回 
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４．産業活性化 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国全体における人口減少と少子高齢化が問題となる中、雇用の創出が大きな課題

になっています。デジタル技術の活用などを前提とした働き方の変容、企業立地の自

由度の拡大なども背景として、雇用創出に向け、国・地方自治体は企業誘致や起業・

創業支援等に取り組んでいます。 

● 千葉県では、成田国際空港の更なる機能強化や首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の

整備をはじめとする道路ネットワークの充実・強化により、高まる空港周辺地域のポ

テンシャルを生かし、成田新産業特別促進区域（成田空港周辺９市町の行政区域）に

おいて、空港の機能と一体的に利用される物流施設の整備等を通じて、成田国際空港

を核とした国際的な産業拠点を形成することを目的として、成田空港周辺９市町とと

もに、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（地域

未来投資促進法）に基づく「成田新産業特別推進区域基本計画」を策定しました。 

● 本町では、新たな事業展開や起業・創業の促進に向け、商工会などと連携して、起業、

事業承継等を契機とした第二創業に向けた情報提供などを実施してきました。今後も

引き続き取組を展開して、起業・創業などを促していくことが重要です。 

● 本町では、就業・雇用の促進に向け、商工会、事業者、ハローワーク千葉と連携しな

がら、就労情報、職業能力向上に向けた情報などを発信しています。今後は、AI・デ

ジタルなどの新技術の活用などを前提とした働き方の情報提供や環境整備などにも

努め、雇用と就労の機会づくりを促進する必要があります。 
  

横芝光 IC 周辺開発事業構想図 

千葉県や町商工会など関係機関や団体との連携を図りながら、企業誘致に取り組むと

ともに、起業・創業に向けた支援などを行います。また、雇用と就労の機会づくりを

促進します。 

 

 

《施策》 

施策１ 企業立地の促進 

企業誘致のための土地や建物の情報を把握し、希望する企業への情報提供に努めます。ま

た、千葉県などと連携し、成田国際空港への近接性や広域的交通の利便性といった産業立地

の魅力を発信しながら、町独自の奨励措置を講じて企業誘致を促進します。それらの受け皿

となる新たな産業拠点として、銚子連絡道路横芝光 IC周辺に産業団地を整備します。 

 

施策２ 新たな事業展開や起業の促進 

商工会、事業者などと協働しながら、人と情報のネットワーク化等を促しつつ、起業や事

業承継等を契機とした第二創業支援を活性化します。また、多様な主体の共同参画による新

たな事業開発を促進します。 

  

施策３ 就業・雇用の促進 

千葉県・関係機関との連携のもと、職業能力の育成を促すとともに、就労情報の提供と 

マッチングを行います。また、すべての人が働きやすい環境づくりのため、事業者における

子育て支援や、AI・デジタル技術の活用などを促進します。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

産業団地の整備 ０箇所 １箇所 

創業者数 ６人 ６人 

就業支援セミナー等の実施回数（累計） ２回 ８回 
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５．交流・移住・定住 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、若者・女性を中心として、地方から首都圏へと人口が流出し続けてきま

した。現在では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などを契機としてデジタル技

術を活用した働き方が浸透する中、居住地選択の自由度が拡大しており、地方への移

住・定住への関心も高まりをみせています。また、国は、地方の活力維持に向け、首

都圏などの人々が仕事や観光等によって地方を訪れる関係人口の創出を促進してい

ます。 

● 本町は、成田国際空港に近接するだけでなく、栗山川、九十九里浜といった自然資源、

寺社やお祭りといった歴史・文化的資源も豊富であり、関係人口の創出に向けた条件

が整っています。今後も、地域資源を活かした催しの開催などを通じ、まちを訪れ、

交流する人々の増加を促していく必要があります。 

● 本町の場合、進学や就職のために町外へ転出する若者が多く、将来の人口減少と地域

の活力低下が危惧されています。そこで本町では、LINE やＸなどの SNSや「ヨリドコ

ロ.jp」、「横芝光町マスコットキャラクターよこぴー」などによりローカル情報を発

信するとともに、移住・定住に向けた総合的な相談窓口として「移住定住サポート

センター」を設置しました。 

● 広域交通の利便性や、自然、歴史・文化、子育て施策の充実など、本町の魅力を活か

したシティプロモーションに取り組んでいます。また、民間事業者と連携し、旧横芝

中学校プール跡地を活用することにより、移住子育て世帯住宅「ヨコシバテラス」を

整備し、子育て世帯の移住を促進しています。 

● 今後も、受け入れ体制の整備やまちの魅力発信、シティプロモーションに引き続き取

り組むことにより、本町への移住者やＵターン者の増加を促すとともに、定住を促進

していく必要があります。 

  

移住定住プロモーションポスター 

本町の人口減少を抑止していくため、誰もが住みやすいまちづくりを推進し、町の情

報や魅力を分かりやすく伝え、交流を促すとともに、移住・定住者を増やします。特

に、将来を担う若者の転入促進と定着を図ることで、地域の活力を維持します。 

 

 

《施策》 

施策１ 移住・定住への支援 

移住・定住を促進するため、移住定住サポートセンターを中心に相談機能を充実します。

また、移住者が地域に馴染みやすいよう、移住後もサポートセンターを中心に地域とつなが

りを持てる機会をサポートします。 

 

施策２ 積極的な町の魅力発信 

住民との協働のもと、まちのイメージ向上やブランド化に向けた戦略的な取組を進め、優

れた地域資源や住みやすさを積極的にプロモーションし、体験の機会をつくります。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

サポートセンターを利用した移住定住の相

談件数（累計） 
250件 500件 

若年層のふるさと回帰の促進 
（20～29 歳世代の４年前と比較した人口維

持率） 
85.45％ 86.45％ 
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５．交流・移住・定住 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● わが国では、若者・女性を中心として、地方から首都圏へと人口が流出し続けてきま

した。現在では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などを契機としてデジタル技

術を活用した働き方が浸透する中、居住地選択の自由度が拡大しており、地方への移

住・定住への関心も高まりをみせています。また、国は、地方の活力維持に向け、首

都圏などの人々が仕事や観光等によって地方を訪れる関係人口の創出を促進してい

ます。 

● 本町は、成田国際空港に近接するだけでなく、栗山川、九十九里浜といった自然資源、

寺社やお祭りといった歴史・文化的資源も豊富であり、関係人口の創出に向けた条件

が整っています。今後も、地域資源を活かした催しの開催などを通じ、まちを訪れ、

交流する人々の増加を促していく必要があります。 

● 本町の場合、進学や就職のために町外へ転出する若者が多く、将来の人口減少と地域

の活力低下が危惧されています。そこで本町では、LINE やＸなどの SNSや「ヨリドコ

ロ.jp」、「横芝光町マスコットキャラクターよこぴー」などによりローカル情報を発

信するとともに、移住・定住に向けた総合的な相談窓口として「移住定住サポート

センター」を設置しました。 

● 広域交通の利便性や、自然、歴史・文化、子育て施策の充実など、本町の魅力を活か

したシティプロモーションに取り組んでいます。また、民間事業者と連携し、旧横芝

中学校プール跡地を活用することにより、移住子育て世帯住宅「ヨコシバテラス」を

整備し、子育て世帯の移住を促進しています。 

● 今後も、受け入れ体制の整備やまちの魅力発信、シティプロモーションに引き続き取

り組むことにより、本町への移住者やＵターン者の増加を促すとともに、定住を促進

していく必要があります。 

  

移住定住プロモーションポスター 

本町の人口減少を抑止していくため、誰もが住みやすいまちづくりを推進し、町の情

報や魅力を分かりやすく伝え、交流を促すとともに、移住・定住者を増やします。特

に、将来を担う若者の転入促進と定着を図ることで、地域の活力を維持します。 

 

 

《施策》 

施策１ 移住・定住への支援 

移住・定住を促進するため、移住定住サポートセンターを中心に相談機能を充実します。

また、移住者が地域に馴染みやすいよう、移住後もサポートセンターを中心に地域とつなが

りを持てる機会をサポートします。 

 

施策２ 積極的な町の魅力発信 

住民との協働のもと、まちのイメージ向上やブランド化に向けた戦略的な取組を進め、優

れた地域資源や住みやすさを積極的にプロモーションし、体験の機会をつくります。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

サポートセンターを利用した移住定住の相

談件数（累計） 
250件 500件 

若年層のふるさと回帰の促進 
（20～29 歳世代の４年前と比較した人口維

持率） 
85.45％ 86.45％ 
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１．住民参加 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 人口減少や少子高齢化、住民ニーズの複雑化・多様化などを背景として、地域の住民

や団体、企業などが参加し、行政との協力のもと、ともに課題解決にあたる協働のま

ちづくりが全国的に展開されています。 

● 本町では、町政に対する関心と理解を得るため、広報紙やホームページを通じた情報

提供や、公式動画チャンネルの開設などによる広報活動を行っています。また、住民

の意見を的確に行政に反映し、協働によるまちづくりを進めるため、町長とまちづく

りを語る「まちづくりを語ろう会（出前トーク）」などの広聴活動を展開しています。 

● 町政への参加と協働については、本計画をはじめ主要な計画の策定過程において広く

住民の意見を伺いながら、各種団体との連携・協力、各地区の行政総務員を通じた地

域のまちづくりへの参加と協働などを推進しています。 

● 今後は、AIやデジタルなどの新技術を積極的に活用しながら、こどもや高齢者をはじ

めとする誰にも届きやすく、分かりやすい情報の発信に努めていく必要があります。

併せて、若者や女性をはじめ、広く住民の意見を聞く機会の充実を図っていく必要が

あります。 

● まちづくりへの参加と協働に関する取組をこれまで通り進めるとともに、住民の知識

や経験をまちづくりに活かしていく仕組や機会の充実に、努めていく必要があります。 

  

二十歳の若者と町長の対談 行政総務員連絡会研修会 

行政情報を迅速に提供して住民の関心と理解を得ながら、計画・実行・評価など様々

な段階において、多様な方法で住民の意見を取り入れ、住民参加と協働のまちづくり

を進めます。 

構想実現のために 

 

 

《施策》 

施策１ 広報広聴の充実 

AI・デジタル技術等を活用しながら、町政や地域密着型の情報を、こどもや高齢者をはじ

めとする住民の誰にとっても分かりやすく、魅力的な方法で提供します。また、住民の意見

を聞く機会の充実を図り、広聴活動を推進します。さらに、情報公開制度等の適正な運用に

より行政の透明性を確保します。 

 

施策２ 住民参加と協働のまちづくり活動の推進 

各地区の行政総務員を中心とした、地域課題に関する住民活動や地区行事の実施にあた

り、住民参加を促進します。また、協働のまちづくりの意識を醸成するとともに、住民の知

識や経験をまちづくりに活かしていく仕組や機会の充実に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

ホームページへのアクセス総数 936,305 件 1,200,000件 
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１．住民参加 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 人口減少や少子高齢化、住民ニーズの複雑化・多様化などを背景として、地域の住民

や団体、企業などが参加し、行政との協力のもと、ともに課題解決にあたる協働のま

ちづくりが全国的に展開されています。 

● 本町では、町政に対する関心と理解を得るため、広報紙やホームページを通じた情報

提供や、公式動画チャンネルの開設などによる広報活動を行っています。また、住民

の意見を的確に行政に反映し、協働によるまちづくりを進めるため、町長とまちづく

りを語る「まちづくりを語ろう会（出前トーク）」などの広聴活動を展開しています。 

● 町政への参加と協働については、本計画をはじめ主要な計画の策定過程において広く

住民の意見を伺いながら、各種団体との連携・協力、各地区の行政総務員を通じた地

域のまちづくりへの参加と協働などを推進しています。 

● 今後は、AIやデジタルなどの新技術を積極的に活用しながら、こどもや高齢者をはじ

めとする誰にも届きやすく、分かりやすい情報の発信に努めていく必要があります。

併せて、若者や女性をはじめ、広く住民の意見を聞く機会の充実を図っていく必要が

あります。 

● まちづくりへの参加と協働に関する取組をこれまで通り進めるとともに、住民の知識

や経験をまちづくりに活かしていく仕組や機会の充実に、努めていく必要があります。 

  

二十歳の若者と町長の対談 行政総務員連絡会研修会 

行政情報を迅速に提供して住民の関心と理解を得ながら、計画・実行・評価など様々

な段階において、多様な方法で住民の意見を取り入れ、住民参加と協働のまちづくり

を進めます。 

構想実現のために 

 

 

《施策》 

施策１ 広報広聴の充実 

AI・デジタル技術等を活用しながら、町政や地域密着型の情報を、こどもや高齢者をはじ

めとする住民の誰にとっても分かりやすく、魅力的な方法で提供します。また、住民の意見

を聞く機会の充実を図り、広聴活動を推進します。さらに、情報公開制度等の適正な運用に

より行政の透明性を確保します。 

 

施策２ 住民参加と協働のまちづくり活動の推進 

各地区の行政総務員を中心とした、地域課題に関する住民活動や地区行事の実施にあた

り、住民参加を促進します。また、協働のまちづくりの意識を醸成するとともに、住民の知

識や経験をまちづくりに活かしていく仕組や機会の充実に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

ホームページへのアクセス総数 936,305 件 1,200,000件 
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２．行政運営 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 社会経済の著しい変化などを背景として、行政運営に対するニーズも多様化・複雑化

しています。住民生活にとって最も身近な行政である市区町村には、住民ニーズを踏

まえたきめ細かな対応が求められています。国は、2020年（令和２年）に「自治体 DX

推進計画」を策定し、AIやデジタルなどの新技術の活用により業務効率化を図るとと

もに、行政サービスの更なる向上に繋げていくことが重要としています。 

● 本町では、「第２次横芝光町総合計画」のもとに計画的なまちづくりを推進するとと

もに、「横芝光町行政改革大綱」などに基づき、効率的・効果的な行財政運営と職員の

育成に努めてきました。 

● 今後も、行政に対する住民ニーズはますます多様化・複雑化・高度化するものと思わ

れます。自治体 DX 推進計画に基づきデジタル化をより効果的に進め、住民サービス

の更なる向上を図るとともに、日々進展するデジタル時代に対応し、意欲と能力あふ

れる職員の育成に努めていく必要があります。 

● 著しく変化する社会経済情勢の中、的確な行政運営を自律的に推進していくため、こ

の「第３次横芝光町総合計画」を基幹として施策・事業を実施するとともに積極的に

広報し、「横芝光町行政改革大綱」などにより、行政運営の一層の効率化と、職員の意

識改革・資質向上に努めていく必要があります。 

● これまでの消防・救急、ごみ処理・し尿処理などに加え、医療、観光、更には成田国

際空港の更なる機能強化への対応など、市町村の枠組みを越えて広域的に取り組むべ

き課題が増加しています。今後は、成田国際空港および空港圏自治体、山武郡市広域

圏自治体、大学や民間事業者などとの連携による広域的な取組を展開していく必要が

あります。 

  

デジタルツール学習講座 書かない窓口 

「第３次横芝光町総合計画」を町政運営の指針として、質の高い行政サービスの提供

に努め、人材・組織の質的向上を図ります。また、多様な主体との連携を進め、より

効果的・効率的な行政運営に努めます。 

 

 

《施策》 

施策１ DXによる住民サービスと行政事務の充実 

自治体 DX推進計画に基づき、デジタル人材を育成・確保しながら、行政手続きのオンラ

イン化、行政事務の効率化・迅速化を図ります。また、情報セキュリティへの対策と個人情

報の保護を徹底するとともに、マイナンバーカードを活用した行政サービスを推進しなが

ら、デジタルデバイド（情報格差）の解消と、住民にとって便利なサービスを提供すること

で行政事務の効率化を図ります。 

  

施策２ 人材・組織の質の向上 

自立的な行政運営を実現するため、職員研修や人事評価制度の充実などを通じ、職員の能

力向上に努めます。また、適正な定員管理とともに、組織編成の最適化を図ります。 

 

施策３ 総合的・計画的な行政の推進 

総合計画の進行管理と評価、予算編成との連携を図り、計画的な行政運営の実現を目指し

ます。また、町の実施事業を町内外へ広報することで理解と協力による推進を図るとともに、

行政改革大綱を推進し、PDCA による進捗管理を行い、施策・事業の改善に努めます。 

 

施策４ 広域連携の推進 

姉妹町や姉妹都市、友好都市との連携を推進します。また、山武郡市広域圏のみならず、

成田国際空港株式会社および空港圏自治体との連携や、大学・民間事業者との連携など、

様々な広域連携のあり方を検討するとともに、多様な連携事業を行います。 

  

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

デジタルツール学習講座・相談会開催数 ３回/年 12回/年 

情報セキュリティ事故発生数 ０件/年 ０件/年 

職員研修受講者数 754人/年 800人/年 

連携協定締結数 116件 134件 

■関連する分野計画 

第５期行政改革大綱      2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 

職員人材育成基本方針     2006（平成 18）年度～（令和６年改訂） 

第５期定員適正化計画     2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 
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２．行政運営 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 社会経済の著しい変化などを背景として、行政運営に対するニーズも多様化・複雑化

しています。住民生活にとって最も身近な行政である市区町村には、住民ニーズを踏

まえたきめ細かな対応が求められています。国は、2020年（令和２年）に「自治体 DX

推進計画」を策定し、AIやデジタルなどの新技術の活用により業務効率化を図るとと

もに、行政サービスの更なる向上に繋げていくことが重要としています。 

● 本町では、「第２次横芝光町総合計画」のもとに計画的なまちづくりを推進するとと

もに、「横芝光町行政改革大綱」などに基づき、効率的・効果的な行財政運営と職員の

育成に努めてきました。 

● 今後も、行政に対する住民ニーズはますます多様化・複雑化・高度化するものと思わ

れます。自治体 DX 推進計画に基づきデジタル化をより効果的に進め、住民サービス

の更なる向上を図るとともに、日々進展するデジタル時代に対応し、意欲と能力あふ

れる職員の育成に努めていく必要があります。 

● 著しく変化する社会経済情勢の中、的確な行政運営を自律的に推進していくため、こ

の「第３次横芝光町総合計画」を基幹として施策・事業を実施するとともに積極的に

広報し、「横芝光町行政改革大綱」などにより、行政運営の一層の効率化と、職員の意

識改革・資質向上に努めていく必要があります。 

● これまでの消防・救急、ごみ処理・し尿処理などに加え、医療、観光、更には成田国

際空港の更なる機能強化への対応など、市町村の枠組みを越えて広域的に取り組むべ

き課題が増加しています。今後は、成田国際空港および空港圏自治体、山武郡市広域

圏自治体、大学や民間事業者などとの連携による広域的な取組を展開していく必要が

あります。 

  

デジタルツール学習講座 書かない窓口 

「第３次横芝光町総合計画」を町政運営の指針として、質の高い行政サービスの提供

に努め、人材・組織の質的向上を図ります。また、多様な主体との連携を進め、より

効果的・効率的な行政運営に努めます。 

 

 

《施策》 

施策１ DX による住民サービスと行政事務の充実 

自治体 DX推進計画に基づき、デジタル人材を育成・確保しながら、行政手続きのオンラ

イン化、行政事務の効率化・迅速化を図ります。また、情報セキュリティへの対策と個人情

報の保護を徹底するとともに、マイナンバーカードを活用した行政サービスを推進しなが

ら、デジタルデバイド（情報格差）の解消と、住民にとって便利なサービスを提供すること

で行政事務の効率化を図ります。 

  

施策２ 人材・組織の質の向上 

自立的な行政運営を実現するため、職員研修や人事評価制度の充実などを通じ、職員の能

力向上に努めます。また、適正な定員管理とともに、組織編成の最適化を図ります。 

 

施策３ 総合的・計画的な行政の推進 

総合計画の進行管理と評価、予算編成との連携を図り、計画的な行政運営の実現を目指し

ます。また、町の実施事業を町内外へ広報することで理解と協力による推進を図るとともに、

行政改革大綱を推進し、PDCA による進捗管理を行い、施策・事業の改善に努めます。 

 

施策４ 広域連携の推進 

姉妹町や姉妹都市、友好都市との連携を推進します。また、山武郡市広域圏のみならず、

成田国際空港株式会社および空港圏自治体との連携や、大学・民間事業者との連携など、

様々な広域連携のあり方を検討するとともに、多様な連携事業を行います。 

  

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

デジタルツール学習講座・相談会開催数 ３回/年 12回/年 

情報セキュリティ事故発生数 ０件/年 ０件/年 

職員研修受講者数 754人/年 800人/年 

連携協定締結数 116件 134件 

■関連する分野計画 

第５期行政改革大綱      2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 

職員人材育成基本方針     2006（平成 18）年度～（令和６年改訂） 

第５期定員適正化計画     2026（令和８）年度～2030（令和 12）年度 

 



第
Ⅲ
部 

前
期
基
本
計
画

100

 

３．財政運営 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 地方自治体がまちづくりを自律的に推進するためには、その基盤となる財政の健全化

が必要です。近年、地方自治体の財政をめぐっては、物価高騰の長期化や賃金上昇に

よる支出の増加、人口減少と少子高齢化による税収減と社会保障費の増加、公共施設

の老朽化による維持管理費の増加といった問題が生じています。 

● 本町では、将来にわたり持続可能な財政基盤を確立するため、財源の確保や経費削減

を図るほか、事務事業の点検や評価を実施し、施策、事業の見直しなどを行っていま

す。しかしながら、少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少や社会保障費等の増

大、公共施設の維持補修などにより、財政状況は厳しさを増しています。 

● 今後、社会保障費など扶助費の増加は避けられないものと見込まれる中で、事業の優

先順位を明確にし、限られた財源の選択、集中による効率的な財政運営を目指すとと

もに、アウトソーシングや AI・デジタルなどの新技術の活用等、最少の経費で最大の

効果が得られるよう業務効率化を推進することが重要となります。 

● 負担の公平性の観点から町税等の収納率の向上、受益者負担の適正化、町有財産の有

効活用などのほか、公告収入、ふるさと納税や企業版ふるさと納税、クラウドファン

ディングの有効活用など、あらゆる対策を講じることが求められています。 

  

経常収支比率 

89.9
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総合計画と連動した中長期的な財政計画に基づき、積極的な財源確保やコストの削減、

優先順位を明確にした予算編成などに努めます。厳しい財政状況の下、行政ニーズに

的確に応えられる、効率的かつ計画的で自立した財政運営を確立します。 

 

 

《施策》 

施策１ 効率的な財政運営 

中長期的な展望による財政計画に基づき自主財源の確保を図るとともに、AI・デジタルな

どの新技術を活用し、経費の削減に徹底して取り組みます。また、施策・事業の有効性や効

率性を評価し、優先順位を明確にした予算編成を行います。 

 

施策２ 財政構造の転換への取組 

財政の構造的な転換を図るため、公共施設の統廃合、使用料の見直し、適正な受益者負担、

指定管理者制度や民営化、PFI事業など民間活力の活用を推進します。また、ふるさと納税

や企業版ふるさと納税、クラウドファンディングなどの活用により、財源の確保に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町税収納率 99.0％ 99.2％ 

経常収支比率 89.5％ 87.0％ 

 
  

■関連する分野計画 

財政計画 毎年度策定 

公共施設等総合管理計画 2017（平成 29）年度～2026（令和８）年度 

公共施設等総合管理計画個別施設計画 2020（令和２）年度～2026（令和８）年度 
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３．財政運営 

《基本方針》 

《現状と課題》 

● 地方自治体がまちづくりを自律的に推進するためには、その基盤となる財政の健全化

が必要です。近年、地方自治体の財政をめぐっては、物価高騰の長期化や賃金上昇に

よる支出の増加、人口減少と少子高齢化による税収減と社会保障費の増加、公共施設

の老朽化による維持管理費の増加といった問題が生じています。 

● 本町では、将来にわたり持続可能な財政基盤を確立するため、財源の確保や経費削減

を図るほか、事務事業の点検や評価を実施し、施策、事業の見直しなどを行っていま

す。しかしながら、少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少や社会保障費等の増

大、公共施設の維持補修などにより、財政状況は厳しさを増しています。 

● 今後、社会保障費など扶助費の増加は避けられないものと見込まれる中で、事業の優

先順位を明確にし、限られた財源の選択、集中による効率的な財政運営を目指すとと

もに、アウトソーシングや AI・デジタルなどの新技術の活用等、最少の経費で最大の

効果が得られるよう業務効率化を推進することが重要となります。 

● 負担の公平性の観点から町税等の収納率の向上、受益者負担の適正化、町有財産の有

効活用などのほか、公告収入、ふるさと納税や企業版ふるさと納税、クラウドファン

ディングの有効活用など、あらゆる対策を講じることが求められています。 
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総合計画と連動した中長期的な財政計画に基づき、積極的な財源確保やコストの削減、

優先順位を明確にした予算編成などに努めます。厳しい財政状況の下、行政ニーズに

的確に応えられる、効率的かつ計画的で自立した財政運営を確立します。 

 

 

《施策》 

施策１ 効率的な財政運営 

中長期的な展望による財政計画に基づき自主財源の確保を図るとともに、AI・デジタルな

どの新技術を活用し、経費の削減に徹底して取り組みます。また、施策・事業の有効性や効

率性を評価し、優先順位を明確にした予算編成を行います。 

 

施策２ 財政構造の転換への取組 

財政の構造的な転換を図るため、公共施設の統廃合、使用料の見直し、適正な受益者負担、

指定管理者制度や民営化、PFI 事業など民間活力の活用を推進します。また、ふるさと納税

や企業版ふるさと納税、クラウドファンディングなどの活用により、財源の確保に努めます。 

 

《成果指標》  

成果指標 現状値 目標値(2029 年度) 

町税収納率 99.0％ 99.2％ 

経常収支比率 89.5％ 87.0％ 

 
  

■関連する分野計画 

財政計画 毎年度策定 

公共施設等総合管理計画 2017（平成 29）年度～2026（令和８）年度 

公共施設等総合管理計画個別施設計画 2020（令和２）年度～2026（令和８）年度 
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２．分野を横断する戦略 

分野を横断する戦略では、本町にとって最も重要な分野横断的に取り組むべき戦略とし

て、「成田国際空港と圏央道を活かしたまちづくり」を位置付けます。 

 

成田国際空港と圏央道を活かしたまちづくり戦略 

 

国勢調査によると、本町の総人口は、平成７年（1995 年）をピークに緩やかに減少し、令

和２年（2020 年）には 22,075人となっています。国の推計によれば、本町の総人口は、今

後も減少を続けて令和 32 年（2050 年）には 13,385 人まで減少し、より一層の少子高齢化

が進むものとされています。 

他方、本町は、日本の主要な空の玄関口である成田国際空港に近接し、その更なる機能強

化を機会とした地域活性化が期待されています。また、本町は、銚子連絡道路、国道 126 号

など広域的な幹線道路により各地と結ばれているだけでなく、首都圏中央連絡自動車道（圏

央道）大栄 JCT～松尾横芝 IC 間の整備により、広域的な交通利便性がますます高まるもの

と期待されています。 

このようなことから、成田国際空港の更なる機能強化と圏央道大栄 JCT～松尾横芝 IC 間

開通の効果の最大化を図るため分野横断的な戦略に取り組みます。 

 

 

  

 

１．重点戦略の位置づけ 

重点戦略は、基本構想に掲げた将来像の実現を目指して、重点的に推進する事柄です。 

 

《序論・基本構想・基本計画との関係性》 

序論「まちづくりの基本的な課題」 

（１）人口減少の抑制 

（２）成田国際空港との共生・共栄 

（３）未来を担う人の育成と一人ひとりを尊重する地域づくり 

（４）安全で安心して快適に暮らし続けられるまちづくり 

（５）地域の特性を活かした賑わいづくり 

 

基本構想「まちづくりの理念・まちの将来像」 

理 念：だれもが参画する ともにつくるまちづくり 

将来像：人と自然と賑わいがつなぐ『幸せ実感』のまち 横芝光 

 

基本構想「まちづくりの基本目標（分野別の目標）」 

 １．郷土愛を育み、相互理解のもと、誰もが自分らしく生き生きと暮らせるまち 

 ２．豊かな自然と共生し、安全で安心して暮らせる住みやすいまち 

 ３．地域の特性を活かし、産業活力と賑わいがあるまち 

 構想実現のために（住民参加・行政運営・財政運営に関する目標） 

 

   基本計画 

     基本構想「まちづくりの基本目標（分野別の目標）」に位置付けた３分野、 

及び「構想実現のために」について、各施策の方向性を記述 

 

重点化する（４つの戦略） 

重点戦略 

     １．分野を横断する戦略：成田国際空港と圏央道を活かしたまちづくり戦略 

     ２．分野ごとの戦略：【基本計画に位置付けた３分野において重点化】 

    （１）未来を担う人を育て、一人ひとりを尊重するまちづくり戦略 

     （２）安全安心で、快適に暮らし続けられるまちづくり戦略 

     （３）農業の振興と、起業や創業を促すまちづくり戦略 

重点戦略 
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２．分野を横断する戦略 

分野を横断する戦略では、本町にとって最も重要な分野横断的に取り組むべき戦略とし

て、「成田国際空港と圏央道を活かしたまちづくり」を位置付けます。 

 

成田国際空港と圏央道を活かしたまちづくり戦略 

 

国勢調査によると、本町の総人口は、平成７年（1995 年）をピークに緩やかに減少し、令

和２年（2020 年）には 22,075人となっています。国の推計によれば、本町の総人口は、今

後も減少を続けて令和 32 年（2050 年）には 13,385 人まで減少し、より一層の少子高齢化

が進むものとされています。 

他方、本町は、日本の主要な空の玄関口である成田国際空港に近接し、その更なる機能強

化を機会とした地域活性化が期待されています。また、本町は、銚子連絡道路、国道 126 号

など広域的な幹線道路により各地と結ばれているだけでなく、首都圏中央連絡自動車道（圏

央道）大栄 JCT～松尾横芝 IC 間の整備により、広域的な交通利便性がますます高まるもの

と期待されています。 

このようなことから、成田国際空港の更なる機能強化と圏央道大栄 JCT～松尾横芝 IC 間

開通の効果の最大化を図るため分野横断的な戦略に取り組みます。 

 

 

  

 

１．重点戦略の位置づけ 

重点戦略は、基本構想に掲げた将来像の実現を目指して、重点的に推進する事柄です。 

 

《序論・基本構想・基本計画との関係性》 

序論「まちづくりの基本的な課題」 

（１）人口減少の抑制 

（２）成田国際空港との共生・共栄 

（３）未来を担う人の育成と一人ひとりを尊重する地域づくり 

（４）安全で安心して快適に暮らし続けられるまちづくり 

（５）地域の特性を活かした賑わいづくり 

 

基本構想「まちづくりの理念・まちの将来像」 

理 念：だれもが参画する ともにつくるまちづくり 

将来像：人と自然と賑わいがつなぐ『幸せ実感』のまち 横芝光 

 

基本構想「まちづくりの基本目標（分野別の目標）」 

 １．郷土愛を育み、相互理解のもと、誰もが自分らしく生き生きと暮らせるまち 

 ２．豊かな自然と共生し、安全で安心して暮らせる住みやすいまち 

 ３．地域の特性を活かし、産業活力と賑わいがあるまち 

 構想実現のために（住民参加・行政運営・財政運営に関する目標） 

 

   基本計画 

     基本構想「まちづくりの基本目標（分野別の目標）」に位置付けた３分野、 

及び「構想実現のために」について、各施策の方向性を記述 

 

重点化する（４つの戦略） 

重点戦略 

     １．分野を横断する戦略：成田国際空港と圏央道を活かしたまちづくり戦略 

     ２．分野ごとの戦略：【基本計画に位置付けた３分野において重点化】 

    （１）未来を担う人を育て、一人ひとりを尊重するまちづくり戦略 

     （２）安全安心で、快適に暮らし続けられるまちづくり戦略 

     （３）農業の振興と、起業や創業を促すまちづくり戦略 

重点戦略 
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《成田国際空港と圏央道に期待する効果》 

 若者の定住 

 広域交通網形成による交通利便性の向上 

 成田国際空港への交通利便性の向上 

 住宅、居住地の整備 

 航空機騒音対策等による生活環境の保全 

 町農産品の流通促進 

 観光客の増加 

 地元企業の成長 

 企業進出 

 雇用の創出 

 移住・定住の増加 

 情報発信の強化 

 

《関連する施策》 

第１章 １．こども・若者支援 施策５ 若者への支援 

第２章 １．市街地整備    施策２ 住みやすくコンパクトなまちづくりの推進  

    ２．道路       施策３ 広域交通ネットワークの整備促進    

    ３．公共交通     施策１ 公共交通の利便性向上  

    ４．住宅環境     施策１ 適正な宅地開発・住宅建築の促進 

    ６．生活環境     施策４ 航空機騒音対策の拡充 

第３章 １．農林水産業    施策２ 特産品の PRと消費の拡大  

２．観光       施策２ 観光資源の活用・開発 

    ３．商工業      施策１ 商業の振興 

               施策２ 工業の振興 

４．産業活性化    施策１ 企業立地の促進    

               施策３ 就業・雇用の促進 

５．交流・移住・定住 施策１ 移住・定住への支援 

            施策２ 積極的な町の魅力発信 

 

  

 

３．分野ごとの戦略 

分野ごとの戦略では、各章において重点的に取り組むべき戦略を示します。 

 

（１）未来を担う人を育て、一人ひとりを尊重するまちづくり戦略  

 

第１章では、「未来を担う人を育て、一人ひとりを尊重するまちづくり」を重点戦略に位

置付けます。 

 

わが国の 2024年（令和６年）出生数は約 72万人であり、過去最少の数となっています。

国は、“こどもまんなか社会”の実現を掲げ、政策を推進しています。 

本町においても少子化が進行しており、近年では、出生数が 100人を割り込む状況が続い

ています。本町で育った人たちが、これからも自分らしく暮らし、地域とつながりを持って

活躍し続けていくための未来を担う人を育てていくことが重要です。 

また、町民一人ひとりが自分らしく活躍でき、地域で幸せに暮らしていくには、一人ひと

りを尊重するまちづくりが必要です。 

 このため、確かな学力を基礎とした能力の向上を図るとともに、学校・家庭・地域・関連

機関の連携のもと地域全体で子育てを支援し、自己肯定感を持ち続けた子どもたちを教え

育てる環境の充実を図ります。また、多様性を理解し、地域や様々なつながりを持ち、誰も

が担い手となって活躍できる環境づくりに重点的に取り組んでいきます。 

 

①未来を担う人づくり 

《関連する施策》 

第１章 １．こども・若者支援 施策１ 子育て支援体制の充実 

               施策４ こどもへの支援    

    ８．学校教育     施策１ 教育内容の充実    

    ９．青少年育成    施策１ 青少年の活躍促進                      

②一人ひとりを尊重する地域づくり 

《関連する施策》 

第１章 ４．地域福祉     施策１ 地域共助の意識の醸成 

               施策２ 地域福祉体制の充実 

15．コミュニティ   施策１ 地域活動の維持・活性化 

           施策２ 自主的な活動の創出支援 
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《成田国際空港と圏央道に期待する効果》 

 若者の定住 

 広域交通網形成による交通利便性の向上 

 成田国際空港への交通利便性の向上 

 住宅、居住地の整備 

 航空機騒音対策等による生活環境の保全 

 町農産品の流通促進 

 観光客の増加 

 地元企業の成長 

 企業進出 

 雇用の創出 

 移住・定住の増加 

 情報発信の強化 

 

《関連する施策》 

第１章 １．こども・若者支援 施策５ 若者への支援 

第２章 １．市街地整備    施策２ 住みやすくコンパクトなまちづくりの推進  

    ２．道路       施策３ 広域交通ネットワークの整備促進    

    ３．公共交通     施策１ 公共交通の利便性向上  

    ４．住宅環境     施策１ 適正な宅地開発・住宅建築の促進 

    ６．生活環境     施策４ 航空機騒音対策の拡充 

第３章 １．農林水産業    施策２ 特産品の PRと消費の拡大  

２．観光       施策２ 観光資源の活用・開発 

    ３．商工業      施策１ 商業の振興 

               施策２ 工業の振興 

４．産業活性化    施策１ 企業立地の促進    

               施策３ 就業・雇用の促進 

５．交流・移住・定住 施策１ 移住・定住への支援 

            施策２ 積極的な町の魅力発信 

 

  

 

３．分野ごとの戦略 

分野ごとの戦略では、各章において重点的に取り組むべき戦略を示します。 

 

（１）未来を担う人を育て、一人ひとりを尊重するまちづくり戦略  

 

第１章では、「未来を担う人を育て、一人ひとりを尊重するまちづくり」を重点戦略に位

置付けます。 

 

わが国の 2024年（令和６年）出生数は約 72万人であり、過去最少の数となっています。

国は、“こどもまんなか社会”の実現を掲げ、政策を推進しています。 

本町においても少子化が進行しており、近年では、出生数が 100人を割り込む状況が続い

ています。本町で育った人たちが、これからも自分らしく暮らし、地域とつながりを持って

活躍し続けていくための未来を担う人を育てていくことが重要です。 

また、町民一人ひとりが自分らしく活躍でき、地域で幸せに暮らしていくには、一人ひと

りを尊重するまちづくりが必要です。 

 このため、確かな学力を基礎とした能力の向上を図るとともに、学校・家庭・地域・関連

機関の連携のもと地域全体で子育てを支援し、自己肯定感を持ち続けた子どもたちを教え

育てる環境の充実を図ります。また、多様性を理解し、地域や様々なつながりを持ち、誰も

が担い手となって活躍できる環境づくりに重点的に取り組んでいきます。 

 

①未来を担う人づくり 

《関連する施策》 

第１章 １．こども・若者支援 施策１ 子育て支援体制の充実 

               施策４ こどもへの支援    

    ８．学校教育     施策１ 教育内容の充実    

    ９．青少年育成    施策１ 青少年の活躍促進                      

②一人ひとりを尊重する地域づくり 

《関連する施策》 

第１章 ４．地域福祉     施策１ 地域共助の意識の醸成 

               施策２ 地域福祉体制の充実 

15．コミュニティ   施策１ 地域活動の維持・活性化 

           施策２ 自主的な活動の創出支援 
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（２）安全安心で、快適に暮らし続けられるまちづくり戦略  

 

第２章では、「安全安心で、快適に暮らし続けられるまちづくり」を重点戦略に位置付け

ます。 

 

わが国では、地震災害、風水害といった自然災害が頻発化し、また、インターネットを利

用した犯罪や特殊詐欺等が増加しており、子どもや高齢者が被害者となる痛ましい事件や

事故が発生しています。 

本町においても、災害に強く、犯罪が起きにくい安心安全なまちづくりが求められていま

す。さらに、本町では、恵まれた自然環境の中、JR 横芝駅周辺や幹線道路沿いなどに市街

地、居住地が形成されてきました。今後は成田国際空港の更なる機能強化や圏央道の整備等

を見据えた快適に暮らし続けられるまちづくりを目指していく必要があります。 

このようなことから、防災体制の充実を図るとともに、住民による自助・共助を基礎とし

た地域防災力と防犯力の向上や地域における交通安全に努め、安全安心なまちづくりに取

り組みます。また、銚子連絡道路横芝光 IC周辺や JR横芝駅周辺、横芝海のこどもの国跡地

周辺の拠点整備により、人々が集う場づくりを進めていきます。 

 

①安全安心なまちづくり 

《関連する施策》 

第２章 10．防災      施策１ 地域防災体制の強化  

    11．消防・救急   施策１ 消防機能の向上 

12．防犯・交通安全 施策１ 防犯対策の強化   

施策２ 交通安全対策の強化 

②快適に暮らし続けられるまちづくり 

《関連する施策》 

第２章 １．市街地整備   施策１ 拠点地域の都市機能の拡充 

 

 
  

 

（３）農業の振興と、起業や創業を促すまちづくり戦略  

 

第３章では、「農業の振興と、起業や創業を促すまちづくり」を重点戦略に位置付けます。 

 

わが国の農林水産業をめぐり、近年では、ブランド化や ICT を活用したスマート農業な

ど、高付加価値化と収益性向上に向けた取組が全国的に進められています。「地方創生２．

０」基本構想においては、デジタル技術の活用などを促しつつ、自然・農林水産物等の地域

のポテンシャルを最大限に活かし、多様な主体等の連携によって付加価値を生み出す方向

性を示しています。 

本町は、農業に適した自然条件に恵まれた地域であり、農業が重要な産業となっています。

しかしながら、担い手の高齢化と後継者不足、遊休農地の増加など、農業をめぐる環境は依

然として厳しいものがあります。農地の集積や担い手の育成などに努めていくとともに、収

益性の高い農業を展開し農業の振興を図っていくことが必要です。 

また、人口減少と少子高齢化が進む中、地域経済全体の維持・活性化が大きな課題になっ

ています。本町では、圏央道の整備などによる広域交通の利便性向上が見込まれており、産

業立地に適した条件のもとにあります。賑わいの創出には起業・創業を促進していく必要が

あります。 

このようなことから、農業に係る担い手対策や商工業・観光との連携、PR 活動などに取

り組みます。また、千葉県や横芝光町商工会などとの連携を図りながら起業や創業を支援す

るとともに、雇用や就労の機会の創出に取り組んでいきます。 

 

①農業振興によるまちづくり 

《関連する施策》 

第３章 １．農林水産業  施策１ 生産振興と経営支援 

施策２ 特産品の PRと消費の拡大 

②起業・創業を促すまちづくり 

《関連する施策》 

第３章 ４．産業活性化  施策２ 新たな事業展開や起業の促進            

             施策３ 就業・雇用の促進    
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り組みます。また、銚子連絡道路横芝光 IC周辺や JR横芝駅周辺、横芝海のこどもの国跡地
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第２章 10．防災      施策１ 地域防災体制の強化  
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０」基本構想においては、デジタル技術の活用などを促しつつ、自然・農林水産物等の地域

のポテンシャルを最大限に活かし、多様な主体等の連携によって付加価値を生み出す方向

性を示しています。 

本町は、農業に適した自然条件に恵まれた地域であり、農業が重要な産業となっています。

しかしながら、担い手の高齢化と後継者不足、遊休農地の増加など、農業をめぐる環境は依

然として厳しいものがあります。農地の集積や担い手の育成などに努めていくとともに、収

益性の高い農業を展開し農業の振興を図っていくことが必要です。 

また、人口減少と少子高齢化が進む中、地域経済全体の維持・活性化が大きな課題になっ

ています。本町では、圏央道の整備などによる広域交通の利便性向上が見込まれており、産

業立地に適した条件のもとにあります。賑わいの創出には起業・創業を促進していく必要が

あります。 

このようなことから、農業に係る担い手対策や商工業・観光との連携、PR 活動などに取

り組みます。また、千葉県や横芝光町商工会などとの連携を図りながら起業や創業を支援す

るとともに、雇用や就労の機会の創出に取り組んでいきます。 

 

①農業振興によるまちづくり 

《関連する施策》 

第３章 １．農林水産業  施策１ 生産振興と経営支援 

施策２ 特産品の PRと消費の拡大 

②起業・創業を促すまちづくり 
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１．第３次横芝光町総合計画策定の経過  

実施日 内容 

令和６年 11 月 18 日 第 1 回総合計画調整委員会幹事会 

 11 月 26 日 第 1 回総合計画調整委員会 

 12 月 17 日 第１回総合計画審議会 

令和６年 

令和７年 
12月 23日～１月 31日 住民アンケートの実施 

令和７年 １月６日～１月 31 日 小中学生アンケートの実施 

 １月 15 日 総合計画策定に係る職員研修 

 １月 18 日 第１回まちづくり住民会議 

 １月 29 日 第２回まちづくり住民会議 

 １月 31 日 第２回総合計画調整委員会幹事会 

 ２月 12 日 第３回まちづくり住民会議 

 ２月 18 日、21 日 総合計画策定に係る各種団体等インタビュー 

 ２月 19 日 第２回総合計画調整委員会 

 ２月 28 日 第４回まちづくり住民会議 

 ３月７日、10 日 庁内ヒアリング 

 ３月 27 日 第３回総合計画調整委員会幹事会 

 ４月 15 日 第３回総合計画調整委員会 

 ５月１日 第２回総合計画審議会 

 ５月 30 日 第４回総合計画調整委員会幹事会 

 ６月 19 日 第４回総合計画調整委員会 

 ７月１日 第３回総合計画審議会 

 ７月 15 日 第５回総合計画調整委員会幹事会 

 ８月１日 第５回総合計画調整委員会 

 ８月 19 日 第６回総合計画調整委員会幹事会 

 ８月 27 日 第４回総合計画審議会 

 ９月 17 日 第６回総合計画調整委員会 

 ９月３日～10 月２日 基本構想及び前期基本計画（素案）に関するパブリックコメント 

 10 月７日 第７回総合計画調整委員会幹事会 

 10 月 15 日 第７回総合計画調整委員会 

 10 月 30 日 第５回総合計画審議会 

 12 月 12 日 第３次総合計画基本構想議決 

令和８年 １月 15 日 第８回総合計画調整委員会幹事会 

 ２月３日 第８回総合計画調整委員会 

   

２．第３次横芝光町総合計画策定体制  

 

  

  

  

  

【内部体制】 

答 申 

諮 問 提 案 

第３次横芝光町 

総合計画 
議議会会  総合計画審議会 

まちづくり住民会議 

団体等インタビュー 

パブリックコメント 

総合計画調整委員会 

幹事会 

庁内ヒアリング 

（施策・事業の検証等） 

【町民参画】 

【職員参加】 

検討 

協働 

 

 

策定 意見・提案 

情報公開 

住民アンケート 

基本構想議決 

小中学生アンケート 

職員研修 

（施策・事業の検討） 
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１．第３次横芝光町総合計画策定の経過  

実施日 内容 
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３．横芝光町総合計画審議会  

（１）横芝光町総合計画審議会条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

○横芝光町総合計画審議会条例 

平成１８年３月２７日 

条例第２１号 

（設置） 

第１条 町の総合的開発計画（以下「総合計画」という。）の実施を促進し、町の健全なる発展を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１３８条の４第３項の規定により、横芝光町総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ町の発展と住民福祉の増進を図るための重要施策の計画等に関し必要な調査及び審議を行うものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１） 町議会議員 ４人 

（２） 町農業委員会委員 ２人 

（３） 町の区域内の公共的団体等を代表する者 ４人 

（４） 知識経験を有する者 ５人 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、役職により委嘱された者の任期は、その職の在任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 委員は、非常勤とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（専門部会） 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会の委員は、第３条に規定する委員のほか、知識経験を有する者のうちから会長が町長の意見を聴いて委嘱する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、部会員のうちから互選により定める。 

４ 部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。 

５ 部会は、会長の命を受け、部会に属する施策等の調査研究を行う。 

６ 部会長は、部会において調査研究を終了したときは、その結果を会長に報告しなければならない。 

（資料の提出等の依頼） 

第７条 審議会及び部会において必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出及び出席を依頼し、参考意見又は説明を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、企画空港課において処理する。 

（平３０条例２５・一部改正） 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１８年３月２７日から施行する。 

附 則（平成３０年条例第２５号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

（２）横芝光町総合計画審議会委員名簿 

 

番号 氏  名 役職名等（職名は委嘱時） 備考 

１ 川島 富士子 議会議員 １号委員：会長 

２ 市原  成一  議会議員 １号委員 

３ 鈴 木  克 征 議会議員 １号委員 

４ 宮 薗  博 香 議会議員 １号委員 

５ 

伊 藤  仁 農業委員会（委員会会長職務代理者） 
２号委員：副会長 
令和７年４月１日から 

向後  隆輝  農業委員会（委員） 
２号委員：副会長 
令和７年３月 31 日まで 

６ 

大 木  耕 一 農業委員会（委員） 
２号委員 
令和７年４月１日から 

下高原 美津子 農業委員会（委員） 
２号委員 
令和７年３月 31 日まで 

７ 加 瀬  博 幸 
公的団体等代表 
（教育委員会教育長職務代理者） 

３号委員 

８ 畔 蒜  律 子 公的団体等代表（婦人会代表） ３号委員 

９ 川 島  光 男 公的団体等代表（消防団団長） ３号委員 

10 齋 藤  逸 朗 公的団体等代表（商工会会長） ３号委員 

11 奥 野  厚 志 有識者（東陽病院院長） ４号委員 

12 伊 藤  清 美 有識者(千葉県男女共同参画地域推進員) ４号委員 

13 秋 葉  英 昭 有識者(観光まちづくり協会会長) ４号委員 

14 鈴 木  修 文 有識者(農業振興会会長) ４号委員 

15 村 越  善 子 有識者(第二松丘園施設長) ４号委員 
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３．横芝光町総合計画審議会  

（１）横芝光町総合計画審議会条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

○横芝光町総合計画審議会条例 

平成１８年３月２７日 

条例第２１号 

（設置） 

第１条 町の総合的開発計画（以下「総合計画」という。）の実施を促進し、町の健全なる発展を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１３８条の４第３項の規定により、横芝光町総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、町長の諮問に応じ町の発展と住民福祉の増進を図るための重要施策の計画等に関し必要な調査及び審議を行うものとする。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１） 町議会議員 ４人 

（２） 町農業委員会委員 ２人 

（３） 町の区域内の公共的団体等を代表する者 ４人 

（４） 知識経験を有する者 ５人 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、役職により委嘱された者の任期は、その職の在任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 委員は、非常勤とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（専門部会） 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会の委員は、第３条に規定する委員のほか、知識経験を有する者のうちから会長が町長の意見を聴いて委嘱する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、部会員のうちから互選により定める。 

４ 部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。 

５ 部会は、会長の命を受け、部会に属する施策等の調査研究を行う。 

６ 部会長は、部会において調査研究を終了したときは、その結果を会長に報告しなければならない。 

（資料の提出等の依頼） 

第７条 審議会及び部会において必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出及び出席を依頼し、参考意見又は説明を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、企画空港課において処理する。 

（平３０条例２５・一部改正） 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１８年３月２７日から施行する。 

附 則（平成３０年条例第２５号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

（２）横芝光町総合計画審議会委員名簿 

 

番号 氏  名 役職名等（職名は委嘱時） 備考 

１ 川島 富士子 議会議員 １号委員：会長 

２ 市原  成一  議会議員 １号委員 

３ 鈴 木  克 征 議会議員 １号委員 

４ 宮 薗  博 香 議会議員 １号委員 

５ 

伊 藤  仁 農業委員会（委員会会長職務代理者） 
２号委員：副会長 
令和７年４月１日から 

向後  隆輝  農業委員会（委員） 
２号委員：副会長 
令和７年３月 31 日まで 

６ 

大 木  耕 一 農業委員会（委員） 
２号委員 
令和７年４月１日から 

下高原 美津子 農業委員会（委員） 
２号委員 
令和７年３月 31 日まで 

７ 加 瀬  博 幸 
公的団体等代表 
（教育委員会教育長職務代理者） 

３号委員 

８ 畔 蒜  律 子 公的団体等代表（婦人会代表） ３号委員 

９ 川 島  光 男 公的団体等代表（消防団団長） ３号委員 

10 齋 藤  逸 朗 公的団体等代表（商工会会長） ３号委員 

11 奥 野  厚 志 有識者（東陽病院院長） ４号委員 

12 伊 藤  清 美 有識者(千葉県男女共同参画地域推進員) ４号委員 

13 秋 葉  英 昭 有識者(観光まちづくり協会会長) ４号委員 

14 鈴 木  修 文 有識者(農業振興会会長) ４号委員 

15 村 越  善 子 有識者(第二松丘園施設長) ４号委員 
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（３）諮問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月３０日  

 

横芝光町長 佐藤 晴彦 様 

 

横芝光町総合計画審議会     

 会長  川島 富士子     

 

 

第３次横芝光町総合計画の策定について（答申） 

 令和６年１２月１７日付け横企第６３４号で当審議会に諮問のありました

このことについては、下記のとおり答申します。 

記 

 第３次横芝光町総合計画の策定について、本審議会では活発な意見交換を

行いながら、５回にわたり慎重な審議を重ねてきました。 

 審議の結果、諮問された第３次横芝光町総合計画（案）では、「人と自然と

賑わいがつなぐ『幸せ実感』のまち横芝光」を目指すまちの姿とし、その実

現に向けた施策を体系的に示すとともに、「成田国際空港と圏央道を活かした

まちづくり戦略」などの重点戦略を掲げており、妥当であると認めます。 

 なお、計画の推進にあたり配慮すべき事項として次のとおり取りまとめま

したので、十分留意されるよう求めます。 

 

第１章については、少子・高齢化が進む中、危機感をもち、子育て支援

の充実や更なる特色ある学校教育の展開のほか、誰もが安心して暮らせる

環境づくりなどに努められたい。また、成田国際空港の機能拡充や圏央道

の整備などを追い風としてその効果の最大化を図り、若者の移住・定住な

どを更に促進するよう努められたい。 

 

第２章については、道路整備事業等の推進にあたって、必要性・有効性

などを十分に精査し、優先順位付けを行いながら実施されたい。また、住

民が安全に安心して暮らせる環境整備に努められたい。 

  

第３章については、農業、商工業、観光などの産業振興を図られたい。

また、銚子連絡道路横芝光インターチェンジ周辺、JR 横芝駅周辺や横芝海

のこどもの国跡地周辺の拠点整備などを着実に推進し、本町を訪れる人の

増加を図り、にぎわいのあるまちづくりに努められたい。  

 

構想実現のためにについては、九十九里浜などの自然や交通利便性など、

本町の魅力を広くＰＲするとともに、本町の将来像の実現に向け、住民の

参画を得ながら、官民一体となって取り組まれたい。 
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（３）諮問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月３０日  

 

横芝光町長 佐藤 晴彦 様 

 

横芝光町総合計画審議会     

 会長  川島 富士子     

 

 

第３次横芝光町総合計画の策定について（答申） 

 令和６年１２月１７日付け横企第６３４号で当審議会に諮問のありました

このことについては、下記のとおり答申します。 

記 

 第３次横芝光町総合計画の策定について、本審議会では活発な意見交換を

行いながら、５回にわたり慎重な審議を重ねてきました。 

 審議の結果、諮問された第３次横芝光町総合計画（案）では、「人と自然と

賑わいがつなぐ『幸せ実感』のまち横芝光」を目指すまちの姿とし、その実

現に向けた施策を体系的に示すとともに、「成田国際空港と圏央道を活かした

まちづくり戦略」などの重点戦略を掲げており、妥当であると認めます。 

 なお、計画の推進にあたり配慮すべき事項として次のとおり取りまとめま

したので、十分留意されるよう求めます。 

 

第１章については、少子・高齢化が進む中、危機感をもち、子育て支援

の充実や更なる特色ある学校教育の展開のほか、誰もが安心して暮らせる

環境づくりなどに努められたい。また、成田国際空港の機能拡充や圏央道

の整備などを追い風としてその効果の最大化を図り、若者の移住・定住な

どを更に促進するよう努められたい。 

 

第２章については、道路整備事業等の推進にあたって、必要性・有効性

などを十分に精査し、優先順位付けを行いながら実施されたい。また、住

民が安全に安心して暮らせる環境整備に努められたい。 

  

第３章については、農業、商工業、観光などの産業振興を図られたい。

また、銚子連絡道路横芝光インターチェンジ周辺、JR 横芝駅周辺や横芝海

のこどもの国跡地周辺の拠点整備などを着実に推進し、本町を訪れる人の

増加を図り、にぎわいのあるまちづくりに努められたい。  

 

構想実現のためにについては、九十九里浜などの自然や交通利便性など、

本町の魅力を広くＰＲするとともに、本町の将来像の実現に向け、住民の

参画を得ながら、官民一体となって取り組まれたい。 
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４．横芝光町総合計画調整委員会規程  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○横芝光町総合計画調整委員会規程 

平成１８年３月２７日 

訓令第１６号 

（設置） 

第１条 町の健全なる発展と住民の福祉の増進を図るための町の総合計画等の審議策定を目的として、横芝光町総合計画調整委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。 

（１） 町の基本構想の策定に関すること。 

（２） 町の基本計画の策定に関すること。 

（３） 町の実施計画の策定に関すること。 

（４） 町の重要な相当規模の開発計画に関すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は副町長を、委員は教育委員会教育長及び理事並びに横芝光町行政組織条例（平成１８年横芝光町条例第５号）第１条に規定する課の長、食肉セン

ター所長、議会事務局長、教育委員会の課の長及び東陽病院事務長の職にある者をもって充てる。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、前項の委員以外の者を臨時に委員にすることができる。 

（平１９訓令４・平２０訓令２・平２８訓令３・一部改正） 

（委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

（幹事会） 

第６条 委員会に幹事会を設置する。 

２ 幹事会の幹事は、各課等につき１人とし、各課等の長の推薦する者をもって充てる。 

３ 幹事は、総合計画等の原案の作成について、その連絡調整に当たる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画空港課において処理する。 

（平３１訓令２・一部改正） 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成１８年３月２７日から施行する。 

附 則（平成１９年訓令第４号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年訓令第２号） 

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年訓令第３号） 

この訓令は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（平成３１年訓令第２号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

５．横芝光町まちづくり住民会議要綱  

  ○横芝光町まちづくり住民会議要綱 

平成１８年９月６日 

告示第１５９号 

（設置） 

第１条 町の総合計画の策定にあたり、広く町民の意見を集約し、町民との協働による計画づくりを推進するため、横

芝光町まちづくり住民会議（以下「住民会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 住民会議は、総合計画の策定にあたり、新しいまちづくりに関する事項について、町長に対し、町民の視点か

ら意見を述べ、提案を行うものとする。 

（組織） 

第３条 住民会議は、委員１６人以内で組織し、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 町内で活動する各種団体の構成員 

（２） おおむね１６歳以上の町民で、町長が公募により選任した者 

２ 委員の任期は、１年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（令６告示６２・一部改正） 

（会議） 

第４条 住民会議は、必要に応じて町長が招集する。 

（庶務） 

第５条 住民会議の庶務は、企画空港課において処理する。 

（平３１告示７・一部改正） 

（その他） 

第６条 この告示に定めるもののほか、住民会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成３１年告示第７号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年告示第６２号） 

この告示は、公示の日から施行する。 
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４．横芝光町総合計画調整委員会規程  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○横芝光町総合計画調整委員会規程 

平成１８年３月２７日 

訓令第１６号 

（設置） 

第１条 町の健全なる発展と住民の福祉の増進を図るための町の総合計画等の審議策定を目的として、横芝光町総合計画調整委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。 

（１） 町の基本構想の策定に関すること。 

（２） 町の基本計画の策定に関すること。 

（３） 町の実施計画の策定に関すること。 

（４） 町の重要な相当規模の開発計画に関すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は副町長を、委員は教育委員会教育長及び理事並びに横芝光町行政組織条例（平成１８年横芝光町条例第５号）第１条に規定する課の長、食肉セン

ター所長、議会事務局長、教育委員会の課の長及び東陽病院事務長の職にある者をもって充てる。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、前項の委員以外の者を臨時に委員にすることができる。 

（平１９訓令４・平２０訓令２・平２８訓令３・一部改正） 

（委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

（幹事会） 

第６条 委員会に幹事会を設置する。 

２ 幹事会の幹事は、各課等につき１人とし、各課等の長の推薦する者をもって充てる。 

３ 幹事は、総合計画等の原案の作成について、その連絡調整に当たる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、企画空港課において処理する。 

（平３１訓令２・一部改正） 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成１８年３月２７日から施行する。 

附 則（平成１９年訓令第４号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年訓令第２号） 

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年訓令第３号） 

この訓令は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（平成３１年訓令第２号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

５．横芝光町まちづくり住民会議要綱  

  ○横芝光町まちづくり住民会議要綱 

平成１８年９月６日 

告示第１５９号 

（設置） 

第１条 町の総合計画の策定にあたり、広く町民の意見を集約し、町民との協働による計画づくりを推進するため、横

芝光町まちづくり住民会議（以下「住民会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 住民会議は、総合計画の策定にあたり、新しいまちづくりに関する事項について、町長に対し、町民の視点か

ら意見を述べ、提案を行うものとする。 

（組織） 

第３条 住民会議は、委員１６人以内で組織し、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 町内で活動する各種団体の構成員 

（２） おおむね１６歳以上の町民で、町長が公募により選任した者 

２ 委員の任期は、１年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（令６告示６２・一部改正） 

（会議） 

第４条 住民会議は、必要に応じて町長が招集する。 

（庶務） 

第５条 住民会議の庶務は、企画空港課において処理する。 

（平３１告示７・一部改正） 

（その他） 

第６条 この告示に定めるもののほか、住民会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成３１年告示第７号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年告示第６２号） 

この告示は、公示の日から施行する。 
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６．持続可能な開発目標（SSDDGGss）  

平成 27 年（2015 年）９月の国連サミットにおいて、持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDGs）が全会一致で採択されました。SDGs は、令和 12 年（2030 年）

を目標年次とした世界共通の目標であり、「誰一人取り残さない」社会を目指すため、経済・

社会・環境の三側面から統合的に取組むこととしています。 

SDGsには、17のゴールの下に 169のターゲットが設定されており、解決すべき課題は多

岐にわたっています。そのため、世界各国の政府に加え、民間企業、地方自治体、住民一人

ひとりなど、あらゆる主体がパートナーシップのもと課題解決に取り組むことが重要です。 

SDGs の理念に沿って、経済・社会・環境の三側面から課題解決に取り組むことは、地方

創生や、持続可能なまちづくりにもつながるため、本計画においては、SDGs の視点を取り

入れながら施策を推進します。 

  

 

 

 

貧困をなくそう あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

 

飢餓をゼロに 
飢餓を終わらせ、食糧安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な

農業を促進する 

 

すべての人に健康と福祉

を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促

進する 

 

質の高い教育をみんなに 
すべての人々への包括的かつ公平な質の高い教育を提供し、生涯

学習の機会を促進する 

 

ジェンダー平等を実現し

よう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行

う 

 

安全な水とトイレを世界

中に 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保す

る 

 

エネルギーをみんなにそ

してクリーンに 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な現代的エネルギ

ーへのアクセスを確保する 

 

働きがいも経済成長も 

包括的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産

的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワー

ク）を促進する 

 

産業と技術革新の基盤を

つくろう 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包括的かつ持続可能な産業

化の促進及びイノベーションの推進を図る 

 

人や国の不平等をなくそ

う 
各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

住み続けられるまちづく

りを 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間

居住を実現する 

 

つくる責任つかう責任 持続可能な生産消費形態を確保する 

 

気候変動に具体的な対策

を 
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 

海の豊かさを守ろう 
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で

利用する 

 

陸の豊かさも守ろう 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林

の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生

物多様性の損失を阻止する 

 

平和と公正をすべての人

に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての

人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果

的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

 

パートナーシップで目標

を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナ

ーシップを活性化する 
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６．持続可能な開発目標（SSDDGGss）  

平成 27 年（2015 年）９月の国連サミットにおいて、持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDGs）が全会一致で採択されました。SDGs は、令和 12 年（2030 年）

を目標年次とした世界共通の目標であり、「誰一人取り残さない」社会を目指すため、経済・

社会・環境の三側面から統合的に取組むこととしています。 

SDGsには、17のゴールの下に 169のターゲットが設定されており、解決すべき課題は多

岐にわたっています。そのため、世界各国の政府に加え、民間企業、地方自治体、住民一人

ひとりなど、あらゆる主体がパートナーシップのもと課題解決に取り組むことが重要です。 

SDGs の理念に沿って、経済・社会・環境の三側面から課題解決に取り組むことは、地方

創生や、持続可能なまちづくりにもつながるため、本計画においては、SDGs の視点を取り

入れながら施策を推進します。 

  

 

 

 

貧困をなくそう あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

 

飢餓をゼロに 
飢餓を終わらせ、食糧安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な

農業を促進する 

 

すべての人に健康と福祉

を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促

進する 

 

質の高い教育をみんなに 
すべての人々への包括的かつ公平な質の高い教育を提供し、生涯

学習の機会を促進する 

 

ジェンダー平等を実現し

よう 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行

う 

 

安全な水とトイレを世界

中に 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保す

る 

 

エネルギーをみんなにそ

してクリーンに 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な現代的エネルギ

ーへのアクセスを確保する 

 

働きがいも経済成長も 

包括的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産

的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワー

ク）を促進する 

 

産業と技術革新の基盤を

つくろう 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包括的かつ持続可能な産業

化の促進及びイノベーションの推進を図る 

 

人や国の不平等をなくそ

う 
各国内及び各国間の不平等を是正する 

 

住み続けられるまちづく

りを 

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間

居住を実現する 

 

つくる責任つかう責任 持続可能な生産消費形態を確保する 

 

気候変動に具体的な対策

を 
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 

海の豊かさを守ろう 
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で

利用する 

 

陸の豊かさも守ろう 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林

の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生

物多様性の損失を阻止する 

 

平和と公正をすべての人

に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての

人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果

的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

 

パートナーシップで目標

を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナ

ーシップを活性化する 
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SDGs の 17 のゴール 

 

基本政策

● ● ● ● ●

●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

●

●

● ●

● ●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

● ●

●

● ●

●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ●

●

●２.行政運営

３.財政運営

【第３章】

地域の特性を活かし、
産業活力と賑わいがあ
るまち

構想実現のために

【第１章】

郷土愛を育み、相互理
解のもと、誰もが自分
らしく生き生きと暮ら
せるまち

【第２章】

豊かな自然と共生し、
安全で安心して暮らせ
る住みやすいまち

２.観光

３.商工業

４.産業活性化

５.交流・移住・定住

１.住民参加

10.防災

11.消防・救急

12.防犯・交通安全

13.土地改良施設

１.農林水産業

５.上水道・下水処理

６.生活環境

７.自然環境

８.河川・海岸整備

９.公園・文化・スポーツ施設

15.コミュニティ

１.市街地整備

２.道路

３.公共交通

４.住宅環境

10.生涯学習

11.文化振興

12.スポーツ振興

13.人権・男女共同参画

14.多文化共生

５.健康づくり

６.医療

７.社会保険

８.学校教育

９.青少年育成

節

１.こども・若者支援

２.高齢者支援

３.障害者支援

４.地域福祉

  

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

●

● ●

● ● ●

●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●
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SDGs の 17 のゴール 

 

基本政策

● ● ● ● ●

●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

●

●

● ●

● ●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

● ●

●

● ●

●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ●

●

●２.行政運営

３.財政運営

【第３章】

地域の特性を活かし、
産業活力と賑わいがあ
るまち

構想実現のために

【第１章】

郷土愛を育み、相互理
解のもと、誰もが自分
らしく生き生きと暮ら
せるまち

【第２章】

豊かな自然と共生し、
安全で安心して暮らせ
る住みやすいまち

２.観光

３.商工業

４.産業活性化

５.交流・移住・定住

１.住民参加

10.防災

11.消防・救急

12.防犯・交通安全

13.土地改良施設

１.農林水産業

５.上水道・下水処理

６.生活環境

７.自然環境

８.河川・海岸整備

９.公園・文化・スポーツ施設

15.コミュニティ

１.市街地整備

２.道路

３.公共交通

４.住宅環境

10.生涯学習

11.文化振興

12.スポーツ振興

13.人権・男女共同参画

14.多文化共生

５.健康づくり

６.医療

７.社会保険

８.学校教育

９.青少年育成

節

１.こども・若者支援

２.高齢者支援

３.障害者支援

４.地域福祉

  

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

●

● ●

● ● ●

●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●
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７．前期基本計画成果指標一覧  

 

第１章 郷土愛を育み、相互理解のもと、誰もが自分らしく生き生きと暮らせるまち 

施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

１．こども・若者

支援 

児童クラブの待機児童数 19 人 ０人 

ブックスタートパック（絵本）配布率 95.3％ 98.0％ 

人口に占める 20 歳代の割合 7.5％ 7.5％ 

２．高齢者支援 認知症サポーター数（累計） 2,440 人 3,000 人 

高齢者見守りネットワーク事業 

協定締結事業者数（累計） 

25 事業所 34 事業所 

各地域での介護予防活動件数（累計） 351 件 2,100 件 

３．障害者支援 障害福祉サービス計画相談支援利用者数

（年間延べ） 
673 人 720 人 

障害児福祉サービス計画相談支援利用者

数（年間延べ） 
174 人 228 人 

４．地域福祉 ボランティア登録者数 290 人 330 人 

５．健康づくり 健康教育の実施回数 124 回 134 回 

３歳児のむし歯保有率 13.3％ 10.0％ 

がん検診受診率（町の集団・個別検診） 22.66％ 23.66％ 

６．医療 東陽病院診療科数 10 科 10 科 

７．社会保険 特定健康診査の受診率 41.9％ 45.0％ 

特定保健指導の実施率 57.1％ 62.0％ 

国民健康保険税の収納率 95.7％ 96.0％ 

介護保険料の収納率 98.1％ 98.3％ 

後期高齢者健康診査の受診率 23.9％ 40.0％ 

後期高齢者医療保険料の収納率 98.4％ 99.0％ 

８．学校教育 教職員指導力向上研修実施回数 ２回 ３回 

中学校生徒の実用英語技能検定取得率 80.6％ 90.0％ 

９．青少年育成 ジュニアリーダーの人数 ５人 ５人 

青少年育成関係団体主催事業数 ８事業 ８事業 

10．生涯学習 講座開催数 29 講座 29 講座 

図書館利用者（入館者）数 108,002 人 120,000 人 

図書貸出冊数 322,085 

冊・点 

350,000 

冊・点 

 
 

施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

11．文化振興 町民ギャラリー来場者数 4,704 人 5,000 人 

文化祭参加団体数 70 団体 75 団体 

文化祭来場者数 2,668 人 3,000 人 

12．スポーツ 

振興 

スポーツフェスタ参加者数 1,102 人 1,200 人 

パラスポーツ参加者数 438 人 450 人 

13．人権・男女 

共同参画 

人権教室開催小学校数 全校 全校 

各種審議会などの女性委員の割合 25.1％ 40.0％ 

14．多文化共生 国際交流事業実施回数 ２回 ２回 

日本語学習支援者の養成人数（累計） ０人 80 人 

15．コミュニティ コミュニティ活動実施団体数 ５団体 ５団体 

 

第２章 豊かな自然と共生し、安全で安心して暮らせる住みやすいまち 

施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

１．市街地整備 銚子連絡道路横芝光 IC 周辺の計画認可 ０箇所 １箇所 

JR 横芝駅周辺における都市拠点の整備 ０箇所 １箇所 

横芝海のこどもの国跡地周辺の活用方針

の決定 

０箇所 １箇所 

立地適正化計画の策定 ０計画 １計画 

２．道路 幹線町道の改良率 98.64％ 98.68％ 

３．公共交通 町所管の公共交通の年間乗車人数 121,822 人 165,000 人 

４．住宅環境 木造住宅耐震診断および耐震改修件数 １件 ３件 

空き家バンク登録件数 ３件 ５件/年 

５．上水道・下水

処理 

上水道普及率 81.33％ 87.21％ 

合併処理浄化槽普及率 54.60％ 61.80％ 

６．生活環境 町民１人１日あたりごみ排出量 0.72 ㎏ 0.70 ㎏ 

民家防音家屋空調施設維持管理補助金 147,745,000

円 

274,130,000

円 

７．自然環境 町内一日清掃参加人数 7,999 人 8,800 人 

８．河川・海岸 

整備 

町内外企業およびボランティア団体との

協働による海岸クリーン活動への参加人

数 

427 人 450 人 

町内外企業との協働による栗山川環境ボ

ランティア参加人数 

678 人 700 人 

９．公園・文化・ 

スポーツ施設 

文化施設利用者数 41,650 人 42,000 人 

スポーツ施設利用者数 125,720 人 130,000 人 
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７．前期基本計画成果指標一覧  

 

第１章 郷土愛を育み、相互理解のもと、誰もが自分らしく生き生きと暮らせるまち 

施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

１．こども・若者

支援 

児童クラブの待機児童数 19 人 ０人 

ブックスタートパック（絵本）配布率 95.3％ 98.0％ 

人口に占める 20 歳代の割合 7.5％ 7.5％ 

２．高齢者支援 認知症サポーター数（累計） 2,440 人 3,000 人 

高齢者見守りネットワーク事業 

協定締結事業者数（累計） 

25 事業所 34 事業所 

各地域での介護予防活動件数（累計） 351 件 2,100 件 

３．障害者支援 障害福祉サービス計画相談支援利用者数

（年間延べ） 
673 人 720 人 

障害児福祉サービス計画相談支援利用者

数（年間延べ） 
174 人 228 人 

４．地域福祉 ボランティア登録者数 290 人 330 人 

５．健康づくり 健康教育の実施回数 124 回 134 回 

３歳児のむし歯保有率 13.3％ 10.0％ 

がん検診受診率（町の集団・個別検診） 22.66％ 23.66％ 

６．医療 東陽病院診療科数 10 科 10 科 

７．社会保険 特定健康診査の受診率 41.9％ 45.0％ 

特定保健指導の実施率 57.1％ 62.0％ 

国民健康保険税の収納率 95.7％ 96.0％ 

介護保険料の収納率 98.1％ 98.3％ 

後期高齢者健康診査の受診率 23.9％ 40.0％ 

後期高齢者医療保険料の収納率 98.4％ 99.0％ 

８．学校教育 教職員指導力向上研修実施回数 ２回 ３回 

中学校生徒の実用英語技能検定取得率 80.6％ 90.0％ 

９．青少年育成 ジュニアリーダーの人数 ５人 ５人 

青少年育成関係団体主催事業数 ８事業 ８事業 

10．生涯学習 講座開催数 29 講座 29 講座 

図書館利用者（入館者）数 108,002 人 120,000 人 

図書貸出冊数 322,085 

冊・点 

350,000 

冊・点 

 
 

施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

11．文化振興 町民ギャラリー来場者数 4,704 人 5,000 人 

文化祭参加団体数 70 団体 75 団体 

文化祭来場者数 2,668 人 3,000 人 

12．スポーツ 

振興 

スポーツフェスタ参加者数 1,102 人 1,200 人 

パラスポーツ参加者数 438 人 450 人 

13．人権・男女 

共同参画 

人権教室開催小学校数 全校 全校 

各種審議会などの女性委員の割合 25.1％ 40.0％ 

14．多文化共生 国際交流事業実施回数 ２回 ２回 

日本語学習支援者の養成人数（累計） ０人 80 人 

15．コミュニティ コミュニティ活動実施団体数 ５団体 ５団体 

 

第２章 豊かな自然と共生し、安全で安心して暮らせる住みやすいまち 

施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

１．市街地整備 銚子連絡道路横芝光 IC 周辺の計画認可 ０箇所 １箇所 

JR 横芝駅周辺における都市拠点の整備 ０箇所 １箇所 

横芝海のこどもの国跡地周辺の活用方針

の決定 

０箇所 １箇所 

立地適正化計画の策定 ０計画 １計画 

２．道路 幹線町道の改良率 98.64％ 98.68％ 

３．公共交通 町所管の公共交通の年間乗車人数 121,822 人 165,000 人 

４．住宅環境 木造住宅耐震診断および耐震改修件数 １件 ３件 

空き家バンク登録件数 ３件 ５件/年 

５．上水道・下水

処理 

上水道普及率 81.33％ 87.21％ 

合併処理浄化槽普及率 54.60％ 61.80％ 

６．生活環境 町民１人１日あたりごみ排出量 0.72 ㎏ 0.70 ㎏ 

民家防音家屋空調施設維持管理補助金 147,745,000

円 

274,130,000

円 

７．自然環境 町内一日清掃参加人数 7,999 人 8,800 人 

８．河川・海岸 

整備 

町内外企業およびボランティア団体との

協働による海岸クリーン活動への参加人

数 

427 人 450 人 

町内外企業との協働による栗山川環境ボ

ランティア参加人数 

678 人 700 人 

９．公園・文化・ 

スポーツ施設 

文化施設利用者数 41,650 人 42,000 人 

スポーツ施設利用者数 125,720 人 130,000 人 
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施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

10．防災 防災訓練参加者数 1,409 人 1,500 人 

規約及び活動計画等を整備済みである自

主防災組織の設置数 

10 組織 15 組織 

11．消防・救急 火災年間発生件数 30 件 減少 

応急手当の普及（講習受講者数） 433 人 800 人 

12．防犯・交通 

安全 

犯罪年間発生件数 135 件        減少 

交通事故年間発生件数 55 件 減少 

消費生活相談件数 37 件 51 件 

13．土地改良 

施設 

農道の修繕率 7.9％ 39.4％ 

橋梁の修繕箇所 ０橋 １橋 

排水機場の修繕 ２機場 ５機場 

 

第３章 地域の特性を活かし、産業活力と賑わいがあるまち 

施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

１．農林水産業 担い手に対する農用地の集積率 14％ 24％ 

多面的機能活動組織 15 組織 17 組織 

２．観光 観光入込客数 85,000 人 90,000 人 

観光企業の誘致 ０箇所 ２箇所 

３．商工業 駅前商業イベントでの参加事業者数 ８事業者 10事業者 

４．産業活性化 産業団地の整備 ０箇所 １箇所 

創業者数 ６人 ６人 

就業支援セミナー等の実施回数（累計） ２回 ８回 

５．交流・移住・

定住 

サポートセンターを利用した移住定住

の相談件数（累計） 

250件 500件 

若年層のふるさと回帰の促進（20～29歳

世代の４年前と比較した人口維持率） 

85.45％ 86.45％ 

 
 
  

構想実現のために 

施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

１．住民参加 ホームページへのアクセス総数 936,305 

件 

1,200,000

件 

２．行政運営 デジタルツール学習講座・相談会開催数 ３回/年 12回/年 

情報セキュリティ事故発生数 ０件/年 ０件/年 

職員研修受講者数 754人/年 800人/年 

連携協定締結数 116件 134件 

３．財政運営 町税収納率 99.0％ 99.2％ 

経常収支比率 89.5％ 87.0％ 
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施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

10．防災 防災訓練参加者数 1,409 人 1,500 人 

規約及び活動計画等を整備済みである自

主防災組織の設置数 

10 組織 15 組織 

11．消防・救急 火災年間発生件数 30 件 減少 

応急手当の普及（講習受講者数） 433 人 800 人 

12．防犯・交通 

安全 

犯罪年間発生件数 135 件        減少 

交通事故年間発生件数 55 件 減少 

消費生活相談件数 37 件 51 件 

13．土地改良 

施設 

農道の修繕率 7.9％ 39.4％ 

橋梁の修繕箇所 ０橋 １橋 

排水機場の修繕 ２機場 ５機場 

 

第３章 地域の特性を活かし、産業活力と賑わいがあるまち 

施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

１．農林水産業 担い手に対する農用地の集積率 14％ 24％ 

多面的機能活動組織 15 組織 17 組織 

２．観光 観光入込客数 85,000 人 90,000 人 

観光企業の誘致 ０箇所 ２箇所 

３．商工業 駅前商業イベントでの参加事業者数 ８事業者 10事業者 

４．産業活性化 産業団地の整備 ０箇所 １箇所 

創業者数 ６人 ６人 

就業支援セミナー等の実施回数（累計） ２回 ８回 

５．交流・移住・

定住 

サポートセンターを利用した移住定住

の相談件数（累計） 

250件 500 件 

若年層のふるさと回帰の促進（20～29歳

世代の４年前と比較した人口維持率） 

85.45％ 86.45％ 

 
 
  

構想実現のために 

施策名 指標名 現状値 
目標値 

(2029 年度) 

１．住民参加 ホームページへのアクセス総数 936,305 

件 

1,200,000

件 

２．行政運営 デジタルツール学習講座・相談会開催数 ３回/年 12回/年 

情報セキュリティ事故発生数 ０件/年 ０件/年 

職員研修受講者数 754人/年 800人/年 

連携協定締結数 116件 134件 

３．財政運営 町税収納率 99.0％ 99.2％ 

経常収支比率 89.5％ 87.0％ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



資 

料 

編

126

８．人口推計  

 

（１）社人研準拠推計（ベース推計） 

① 社人研準拠推計とは 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」）は、『日本の地域別将来推計人口

（令和５（2023）年推計）』において、わが国の各地域（市区町村）における将来人口

の推計（以下「社人研推計」）を令和 32年（2050年）まで実施しています。 

ここでいう社人研準拠推計とは、社人研推計の仮定値（純移動率などのパラメータ

ー）を採用し、推計期間を令和 52年（2070年）まで延長したものをいいます。 

 
② 社人研準拠推計の推計条件 

次のとおりとしています。 

 基準人口：令和２年（2020年）国勢調査人口 ２２，０７５人 

 仮定値 ： 

生残率 ：社人研が横芝光町の実績（2015～2020）から算出した値 

純移動率：同上 

子ども女性比：同上、なお、合計特殊出生率に換算すると 1.27～1.35 

  ０～４歳性比：社人研が横芝光町の実績（2015～2020）から算出した値 

 
③ 社人研準拠推計の結果 

横芝光町の総人口は、第３次横芝光町総合計画の計画期間満了後の令和 17年（2035

年）には 17,662人となります。その後も総人口は減少し、令和 32年（2050 年）には

13,385 人、令和 52年（2070 年）には 8,556人となります。 
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（２）独自推計 

① 独自推計の視点 

独自推計においては、成田空港の更なる機能強化に伴う成田空港内・外の新規就業者

及びその家族のうち、横芝光町に定住する人口（以下「成田空港関連開発人口」）を加

算します。 

また、横芝光町における近年の動向を反映するため、純移動率には、近年の実績値か

ら算出した仮定値をもちいます。 

 
② 成田空港関連開発人口について 

《考え方》 

成田空港周辺の地域づくりに関する「実施プラン」改訂版によれば、成田空港の機能

強化に伴う成田空港内・外の新規就業者は 64,000人とされています。このうち、横芝

光町に定住する人口の割合を 0.8％～３％の間で変化させ、成田空港関連開発人口を算

出します。この際、第２期横芝光町人口ビジョンと同様に、横芝光町に定住する人口の

うち、50％は単身者、50％は家族とともに定住する者と仮定し、移住者の年齢階層を０

～59歳、家族とともに定住する世帯の人員を 3.2 人とします。 

また、この成田空港関連開発人口は、令和９年（2027 年）から令和 22年（2040年）

の間に、他市区町村から横芝光町に移住するものとします。 

 
《成田空港関連開発人口の算定》 

成田空港内従業員実態調査結果（2022年）によれば、成田空港で従業する者のうち、

横芝光町に常住する者の割合は 0.8％です。このことから、パターン１では、成田空港

内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住する人口を 0.8％として、成田空港関連開

発人口を 1,075人と算出しています。 

第２期横芝光町人口ビジョンでは、成田空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に

定住する人口を３％としてします。このことから、パターン１と、次に示すパターン３

の中間としてパターン２を設定します。パターン２では、成田空港内・外の新規就業者

のうち、横芝光町に定住する人口を 1.9％として、成田空港関連開発人口を 2,554 人と

算出しています。 

現行の人口ビジョンと同様に、成田空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住

する人口を３％としたパターン３では、成田空港関連開発人口を 4,032 人と算出してい

ます。 
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８．人口推計  

 

（１）社人研準拠推計（ベース推計） 

① 社人研準拠推計とは 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」）は、『日本の地域別将来推計人口

（令和５（2023）年推計）』において、わが国の各地域（市区町村）における将来人口

の推計（以下「社人研推計」）を令和 32年（2050年）まで実施しています。 

ここでいう社人研準拠推計とは、社人研推計の仮定値（純移動率などのパラメータ

ー）を採用し、推計期間を令和 52年（2070年）まで延長したものをいいます。 

 
② 社人研準拠推計の推計条件 

次のとおりとしています。 

 基準人口：令和２年（2020年）国勢調査人口 ２２，０７５人 

 仮定値 ： 

生残率 ：社人研が横芝光町の実績（2015～2020）から算出した値 

純移動率：同上 

子ども女性比：同上、なお、合計特殊出生率に換算すると 1.27～1.35 

  ０～４歳性比：社人研が横芝光町の実績（2015～2020）から算出した値 

 
③ 社人研準拠推計の結果 

横芝光町の総人口は、第３次横芝光町総合計画の計画期間満了後の令和 17年（2035

年）には 17,662人となります。その後も総人口は減少し、令和 32 年（2050 年）には

13,385 人、令和 52年（2070 年）には 8,556人となります。 
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（２）独自推計 

① 独自推計の視点 

独自推計においては、成田空港の更なる機能強化に伴う成田空港内・外の新規就業者

及びその家族のうち、横芝光町に定住する人口（以下「成田空港関連開発人口」）を加

算します。 

また、横芝光町における近年の動向を反映するため、純移動率には、近年の実績値か

ら算出した仮定値をもちいます。 

 
② 成田空港関連開発人口について 

《考え方》 

成田空港周辺の地域づくりに関する「実施プラン」改訂版によれば、成田空港の機能

強化に伴う成田空港内・外の新規就業者は 64,000人とされています。このうち、横芝

光町に定住する人口の割合を 0.8％～３％の間で変化させ、成田空港関連開発人口を算

出します。この際、第２期横芝光町人口ビジョンと同様に、横芝光町に定住する人口の

うち、50％は単身者、50％は家族とともに定住する者と仮定し、移住者の年齢階層を０

～59歳、家族とともに定住する世帯の人員を 3.2 人とします。 

また、この成田空港関連開発人口は、令和９年（2027 年）から令和 22年（2040年）

の間に、他市区町村から横芝光町に移住するものとします。 

 
《成田空港関連開発人口の算定》 

成田空港内従業員実態調査結果（2022年）によれば、成田空港で従業する者のうち、

横芝光町に常住する者の割合は 0.8％です。このことから、パターン１では、成田空港

内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住する人口を 0.8％として、成田空港関連開

発人口を 1,075人と算出しています。 

第２期横芝光町人口ビジョンでは、成田空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に

定住する人口を３％としてします。このことから、パターン１と、次に示すパターン３

の中間としてパターン２を設定します。パターン２では、成田空港内・外の新規就業者

のうち、横芝光町に定住する人口を 1.9％として、成田空港関連開発人口を 2,554 人と

算出しています。 

現行の人口ビジョンと同様に、成田空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住

する人口を３％としたパターン３では、成田空港関連開発人口を 4,032 人と算出してい

ます。 
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③ 合計特殊出生率及びその他の仮定値に関する考え方 

《合計特殊出生率の考え方》 

「社人研」によると、横芝光町の「子ども女性比」（０～４歳に対する 20～44歳女性

の比）は、0.25 から 0.26 程度となるものと推計されています。 

この「子ども女性比」を国が示した係数によって換算すると、横芝光町の「合計特殊

出生率」は、令和２年（2020 年）から令和７年（2025年）の 1.27 から、令和 27年

（2045 年）から令和 32年（2050年）には 1.36 へと上昇するものとなります。 

この考え方は、４．独自推計に示す３パターンの推計（低位推計・中位推計・高位推

計）に共通とします。 

 
《その他の仮定値に関する考え方》 

生残率・０～４歳性比については、社人研が示した横芝光町固有の仮定値を用いま

す。 

純移動率については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期間も含め、令和元年

（2019 年）及び令和６年（2024 年）の住民基本台帳人口（１月１日時点）から算出し

た実績値を用います。ここには、近年の横芝光町における移住・定住施策の成果等も反

映されているものとして考えます。 

その他の仮定値に関する考え方についても、４．独自推計に示す３パターンの推計

（低位推計・中位推計・高位推計）に共通とします。 

 
④ 独自推計結果 

独自推計では、成田空港関連開発人口の考え方における３パターンを組み合わせ、次

の３通りの推計をします。 

合計特殊出生率及びその他の仮定値については、３通りの推計すべてにおいて共通で

す。 

なお、令和７年（2025年）の数値は、３通りの推計すべてにおいて独自推計による推

計値となっています。 

 

  

《低位推計》 

●合計特殊出生率 

国が示した通り、令和２年（2020年）から令和７年（2025年）の 1.27 から、令和 27

年（2045年）から令和 32年（2050年）には 1.36 へと上昇 

●成田空港関連開発人口 

パターン１：成田空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住する人口は 0.8％ 

成田空港関連開発人口は 1,075人（新規就業者 512人、家族 563人） 

●総人口 

総人口は、令和 17年（2035年）には 18,147人となります。その後も総人口は減少

し、令和 32年（2050 年）には 13,804人、令和 52年（2070年）には 8,660人となり、

社人研準拠推計（ベース推計）と大差ない結果となります。 
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③ 合計特殊出生率及びその他の仮定値に関する考え方 

《合計特殊出生率の考え方》 

「社人研」によると、横芝光町の「子ども女性比」（０～４歳に対する 20～44歳女性

の比）は、0.25 から 0.26 程度となるものと推計されています。 

この「子ども女性比」を国が示した係数によって換算すると、横芝光町の「合計特殊

出生率」は、令和２年（2020 年）から令和７年（2025年）の 1.27 から、令和 27年

（2045 年）から令和 32年（2050年）には 1.36 へと上昇するものとなります。 

この考え方は、４．独自推計に示す３パターンの推計（低位推計・中位推計・高位推

計）に共通とします。 

 
《その他の仮定値に関する考え方》 

生残率・０～４歳性比については、社人研が示した横芝光町固有の仮定値を用いま

す。 

純移動率については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期間も含め、令和元年

（2019 年）及び令和６年（2024 年）の住民基本台帳人口（１月１日時点）から算出し

た実績値を用います。ここには、近年の横芝光町における移住・定住施策の成果等も反

映されているものとして考えます。 

その他の仮定値に関する考え方についても、４．独自推計に示す３パターンの推計

（低位推計・中位推計・高位推計）に共通とします。 

 
④ 独自推計結果 

独自推計では、成田空港関連開発人口の考え方における３パターンを組み合わせ、次

の３通りの推計をします。 

合計特殊出生率及びその他の仮定値については、３通りの推計すべてにおいて共通で

す。 

なお、令和７年（2025年）の数値は、３通りの推計すべてにおいて独自推計による推

計値となっています。 

 

  

《低位推計》 

●合計特殊出生率 

国が示した通り、令和２年（2020年）から令和７年（2025年）の 1.27 から、令和 27

年（2045年）から令和 32 年（2050年）には 1.36 へと上昇 

●成田空港関連開発人口 

パターン１：成田空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住する人口は 0.8％ 

成田空港関連開発人口は 1,075人（新規就業者 512人、家族 563人） 

●総人口 

総人口は、令和 17年（2035年）には 18,147人となります。その後も総人口は減少

し、令和 32 年（2050 年）には 13,804人、令和 52年（2070年）には 8,660人となり、

社人研準拠推計（ベース推計）と大差ない結果となります。 
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《中位推計》 

●合計特殊出生率 

国が示した通り、令和２年（2020年）から令和７年（2025年）の 1.27 から、令和 27

年（2045年）から令和 32 年（2050年）には 1.36 へと上昇 

●成田空港関連開発人口 

パターン２：成田空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住する人口は 1.9％ 

成田空港関連開発人口は 2,554人（新規就業者 1,216人、家族 1,338人） 

●総人口 

総人口は成田空港関連開発人口により２万人程度を維持し、令和 17年（2035年）に

は 19,233人となります。令和 22 年（2040 年）以降は低位推計と同様の傾向で減少し、

令和 32年（2050 年）には 15,562人、令和 52年（2070 年）には 10,128人となります。 
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《高位推計》 

●合計特殊出生率 

国が示した通り、令和２年（2020年）から令和７年（2025年）の 1.27 から、令和 27

年（2045年）から令和 32年（2050年）には 1.36 へと上昇 

●成田空港関連開発人口 

パターン３：成田空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住する人口は３％ 

成田空港関連開発人口は 4,032人（新規就業者 1,920人、家族 2,112人） 

●総人口 

総人口は、成田空港関連開発人口により２万人程度を維持し、令和 17年（2035年）

には 20,318人となります。令和 22年（2040年）以降は低位推計・中位推計と同様の傾

向で減少し、令和 32年（2050年）には 17,320人、令和 52年（2070年）には 11,597

人となります。 
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《中位推計》 

●合計特殊出生率 

国が示した通り、令和２年（2020年）から令和７年（2025年）の 1.27 から、令和 27

年（2045年）から令和 32年（2050年）には 1.36 へと上昇 

●成田空港関連開発人口 

パターン２：成田空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住する人口は 1.9％ 

成田空港関連開発人口は 2,554人（新規就業者 1,216人、家族 1,338人） 

●総人口 

総人口は成田空港関連開発人口により２万人程度を維持し、令和 17年（2035年）に

は 19,233人となります。令和 22年（2040 年）以降は低位推計と同様の傾向で減少し、

令和 32年（2050 年）には 15,562人、令和 52年（2070 年）には 10,128人となります。 
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《高位推計》 

●合計特殊出生率 

国が示した通り、令和２年（2020年）から令和７年（2025年）の 1.27 から、令和 27

年（2045年）から令和 32 年（2050年）には 1.36 へと上昇 

●成田空港関連開発人口 

パターン３：成田空港内・外の新規就業者のうち、横芝光町に定住する人口は３％ 

成田空港関連開発人口は 4,032人（新規就業者 1,920人、家族 2,112人） 

●総人口 

総人口は、成田空港関連開発人口により２万人程度を維持し、令和 17年（2035年）

には 20,318人となります。令和 22年（2040年）以降は低位推計・中位推計と同様の傾

向で減少し、令和 32 年（2050年）には 17,320人、令和 52年（2070年）には 11,597

人となります。 
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《社人研準拠推計（ベース推計）及び独自推計結果》 

社人研準拠推計（ベース推計）及び低位推計では、人口減少が急速に進みます。 

中位推計及び高位推計では、成田空港関連開発人口により人口減少が一定程度抑制さ

れ、令和 17 年（2035 年）に２万人程度を維持できるものと推計されます。 
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９．用語集  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用語 説明

アウトソーシング
外部委託。実施している業務やプロセスの一部を、専門的な知識やスキルを持
つ外部の企業や団体などへ委託すること。

アウトドアツーリズム
日本各地に存在する海・山・川・湖等の自然環境下で、その地域ならではの景
観・環境・文化に親しみながら、活動を楽しむ観光形態。

インクルーシブ教育 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ教育のこと。

インバウンド観光 外国人が訪れる観光のこと。

クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、ある目的を達成するため、インターネット上で
多数の人から資金を集めること。

こども家庭センター
市区町村の母子保健機能と児童福祉機能が一体的に妊産婦や子育て家庭への相
談支援を行い、早期から切れ目のない包括的で継続的な支援を実施することを
目的とした機関。

コンパクト・プラス・ネッ
トワーク

住宅や行政・福祉・商業施設等を集約し、人口減少・高齢化が進む中でも、高
齢者や子育て世代が安心して快適に生活できるよう、地域公共交通と連携し
て、コンパクトなまちづくりを進めること。

再生可能エネルギー

「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー
原料の有効な利用の促進に関する法律」において、「エネルギー源として永続
的に利用することができると認められるもの」とされており、太陽光、風力、
水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどをその範囲としている。

ジェンダー平等
性別に関わらず、平等に責任や権利や機会を分かちあい、あらゆる物事を一緒
に決めてゆくこと。

自主防災組織
自主的に結成された地域の防災活動の中核となる組織で、「自分たちの地域は
自分たちで守る」という精神のもと、災害による被害を予防、軽減することを
目的として、地域の実情に応じた防災教育や対策などの活動を行う団体。

指定管理者制度
多様化する地域住民のニーズにより効果的・効率的に対応するための、公の施
設の管理に民間のノウハウを活用しながら、住民サービスの向上と経費の削減
を目的に、平成15年６月の地方自治法改正により創設された制度。

シティプロモーション
まちの魅力を地域内外に発信し、観光客・移住者・企業などの関心を高めて地
域の活性化へとつなげる活動。
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《社人研準拠推計（ベース推計）及び独自推計結果》 

社人研準拠推計（ベース推計）及び低位推計では、人口減少が急速に進みます。 

中位推計及び高位推計では、成田空港関連開発人口により人口減少が一定程度抑制さ

れ、令和 17年（2035 年）に２万人程度を維持できるものと推計されます。 
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９．用語集  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用語 説明

アウトソーシング
外部委託。実施している業務やプロセスの一部を、専門的な知識やスキルを持
つ外部の企業や団体などへ委託すること。

アウトドアツーリズム
日本各地に存在する海・山・川・湖等の自然環境下で、その地域ならではの景
観・環境・文化に親しみながら、活動を楽しむ観光形態。

インクルーシブ教育 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ教育のこと。

インバウンド観光 外国人が訪れる観光のこと。

クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、ある目的を達成するため、インターネット上で
多数の人から資金を集めること。

こども家庭センター
市区町村の母子保健機能と児童福祉機能が一体的に妊産婦や子育て家庭への相
談支援を行い、早期から切れ目のない包括的で継続的な支援を実施することを
目的とした機関。

コンパクト・プラス・ネッ
トワーク

住宅や行政・福祉・商業施設等を集約し、人口減少・高齢化が進む中でも、高
齢者や子育て世代が安心して快適に生活できるよう、地域公共交通と連携し
て、コンパクトなまちづくりを進めること。

再生可能エネルギー

「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー
原料の有効な利用の促進に関する法律」において、「エネルギー源として永続
的に利用することができると認められるもの」とされており、太陽光、風力、
水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどをその範囲としている。

ジェンダー平等
性別に関わらず、平等に責任や権利や機会を分かちあい、あらゆる物事を一緒
に決めてゆくこと。

自主防災組織
自主的に結成された地域の防災活動の中核となる組織で、「自分たちの地域は
自分たちで守る」という精神のもと、災害による被害を予防、軽減することを
目的として、地域の実情に応じた防災教育や対策などの活動を行う団体。

指定管理者制度
多様化する地域住民のニーズにより効果的・効率的に対応するための、公の施
設の管理に民間のノウハウを活用しながら、住民サービスの向上と経費の削減
を目的に、平成15年６月の地方自治法改正により創設された制度。

シティプロモーション
まちの魅力を地域内外に発信し、観光客・移住者・企業などの関心を高めて地
域の活性化へとつなげる活動。



資 

料 

編

134

 用語 説明

児童発達支援センター
幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能や、地域のインクルー
ジョン推進の中核機能、地域の発達支援に関する入口としての相談機能など、
地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関。

スマート農業
ロボット、AI、IoT等の先端技術の活用推進により、超省力化や高品質生産の
実現のほか、きつい作業からの解放、誰もが取り組みやすい農業の実践などの
効果が期待される農業のこと。

生活支援コーディネーター
日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅
生活を継続していくために必要となるサービスの提供体制を構築するため、
ニーズとサービスのコーディネート機能を担う調整役。

ソーシャル・インクルー
ジョン

全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現
につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念。

体験型ツーリズム
現地の文化、自然、ライフスタイルに主体的に参加・体験することを目的とし
た観光スタイル。

滞在型ツーリズム
バスツアーなどで複数の観光目的地を駆け足で巡る周遊型観光とは異なり、一
定の地域に宿泊し、体験型レジャーなどを楽しむ観光スタイル。

多文化共生社会
国籍等の異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を築こうと
しながら、地域社会の構成員として共に生きていく社会のこと。

地域包括支援センター
地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な
援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する
ことを目的として市町村が設置する、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関。

デマンドタクシー
運行エリア内の指定された乗車場所から目的地まで、利用者の希望時間帯や乗
降場所などの要望（デマンド）に応じて利用できる交通サービスのこと。

認知症サポーター数
認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対し
て、できる範囲で手助けする応援者。自治体（市町村・都道府県）等が実施す
る「認知症サポーター養成講座」を通して全国的に養成される。

福祉避難所

障害者や高齢者、妊産婦や乳幼児、病弱な人とその家族等のうち、 指定避難
所（小学校等）での生活が困難であると判断された場合に、町は「災害発生時
における福祉避難所の設置運営に関する協定」に基づき、民間の福祉施設や障
害者支援施設などに要請を行う。

フレイル
年齢を重ね、体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態。健康な状態
と要介護状態の中間の段階を指す。

ホストタウン
ここでは、東京オリンピック・パラリンピックの開催により多くの選手・観客
等が来訪することを契機に、全国の地方公共団体と大会参加国・地域との相互
交流を図るとともに、地域の活性化等を推進するために行われた取組み。  

用語 説明

メタボリックシンドローム
内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心
臓病や脳卒中などになりやすい病態のこと。単に腹囲が大きいだけでは、
メタボリックシンドロームには当てはまらない。

ヤングケアラー
子ども・若者育成支援推進法において、「本来大人が担う家族の介護その
他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる18歳未満の子ど
も・若者」として、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象。

有機農業
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技
術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をで
きる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

遊休公用地
自治体などが所有する公用地のうち、活用されておらず、特定の用途に使
われていない土地のこと。

遊休農地
改正農地法における「現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕
作の目的に供されないと見込まれる農地」等、農地の有効利用に向けて、
措置を講ずべき農地のこと。

ライフステージ 乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階のこと。

ＡＩ
Artificial Intelligence の略称。学習・推論・認識・判断など人間の脳
が行っている知的な作業をコンピュータで模倣したソフトウェアやシステ
ム。

ＤＶ
Domestic Violence（ドメスティック・バイオレンス）の略で、配偶者や恋
人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。

ＤＸ
デジタルトランスフォーメーションの略。情報通信技術の浸透が人々の生
活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。

ＧＩＧＡスクール構想
GIGA （Global and Innovation Gateway for All）の略で、児童生徒のた
めに、1人1台の学習用パソコンと高速ネットワーク環境などを整備する計
画のこと。

ＧＸ
化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行さ
せ、経済社会システム全体を変革すべく、エネルギーの安定供給・経済成
長・排出削減の同時実現を目指す取組。

ＨＡＣＣＰ
原材料の受け入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金
属の混入などの危害要因を分析（HA）した上で、危害の防止につながる特
に重要な工程（CCP）を継続的に監視・記録する工程管理システム。

ＩＣＴ
Information and Communication Technologyの略。情報や通信に関する技
術の総称。
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 用語 説明

児童発達支援センター
幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能や、地域のインクルー
ジョン推進の中核機能、地域の発達支援に関する入口としての相談機能など、
地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関。

スマート農業
ロボット、AI、IoT等の先端技術の活用推進により、超省力化や高品質生産の
実現のほか、きつい作業からの解放、誰もが取り組みやすい農業の実践などの
効果が期待される農業のこと。

生活支援コーディネーター
日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅
生活を継続していくために必要となるサービスの提供体制を構築するため、
ニーズとサービスのコーディネート機能を担う調整役。

ソーシャル・インクルー
ジョン

全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現
につなげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念。

体験型ツーリズム
現地の文化、自然、ライフスタイルに主体的に参加・体験することを目的とし
た観光スタイル。

滞在型ツーリズム
バスツアーなどで複数の観光目的地を駆け足で巡る周遊型観光とは異なり、一
定の地域に宿泊し、体験型レジャーなどを楽しむ観光スタイル。

多文化共生社会
国籍等の異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を築こうと
しながら、地域社会の構成員として共に生きていく社会のこと。

地域包括支援センター
地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な
援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する
ことを目的として市町村が設置する、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関。

デマンドタクシー
運行エリア内の指定された乗車場所から目的地まで、利用者の希望時間帯や乗
降場所などの要望（デマンド）に応じて利用できる交通サービスのこと。

認知症サポーター数
認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対し
て、できる範囲で手助けする応援者。自治体（市町村・都道府県）等が実施す
る「認知症サポーター養成講座」を通して全国的に養成される。

福祉避難所

障害者や高齢者、妊産婦や乳幼児、病弱な人とその家族等のうち、 指定避難
所（小学校等）での生活が困難であると判断された場合に、町は「災害発生時
における福祉避難所の設置運営に関する協定」に基づき、民間の福祉施設や障
害者支援施設などに要請を行う。

フレイル
年齢を重ね、体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態。健康な状態
と要介護状態の中間の段階を指す。

ホストタウン
ここでは、東京オリンピック・パラリンピックの開催により多くの選手・観客
等が来訪することを契機に、全国の地方公共団体と大会参加国・地域との相互
交流を図るとともに、地域の活性化等を推進するために行われた取組み。  

用語 説明

メタボリックシンドローム
内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心
臓病や脳卒中などになりやすい病態のこと。単に腹囲が大きいだけでは、
メタボリックシンドロームには当てはまらない。

ヤングケアラー
子ども・若者育成支援推進法において、「本来大人が担う家族の介護その
他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる18歳未満の子ど
も・若者」として、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象。

有機農業
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技
術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をで
きる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

遊休公用地
自治体などが所有する公用地のうち、活用されておらず、特定の用途に使
われていない土地のこと。

遊休農地
改正農地法における「現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕
作の目的に供されないと見込まれる農地」等、農地の有効利用に向けて、
措置を講ずべき農地のこと。

ライフステージ 乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階のこと。

ＡＩ
Artificial Intelligence の略称。学習・推論・認識・判断など人間の脳
が行っている知的な作業をコンピュータで模倣したソフトウェアやシステ
ム。

ＤＶ
Domestic Violence（ドメスティック・バイオレンス）の略で、配偶者や恋
人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。

ＤＸ
デジタルトランスフォーメーションの略。情報通信技術の浸透が人々の生
活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。

ＧＩＧＡスクール構想
GIGA （Global and Innovation Gateway for All）の略で、児童生徒のた
めに、1人1台の学習用パソコンと高速ネットワーク環境などを整備する計
画のこと。

ＧＸ
化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行さ
せ、経済社会システム全体を変革すべく、エネルギーの安定供給・経済成
長・排出削減の同時実現を目指す取組。

ＨＡＣＣＰ
原材料の受け入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金
属の混入などの危害要因を分析（HA）した上で、危害の防止につながる特
に重要な工程（CCP）を継続的に監視・記録する工程管理システム。

ＩＣＴ
Information and Communication Technologyの略。情報や通信に関する技
術の総称。
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用語 説明

ＩｏＴ
Internet of Things の略称。パソコンやプリンタ等のIT 関連機器に限ら
ず、自動車や住宅、家電製品など様々なモノをインターネットに接続し、相
互に制御する仕組み。

ＮＰＯ

Non profit Organizationの略で、直訳すると「非営利組織」または「非営
利団体」。広義では「市民が主体となって継続的、自発的に社会貢献活動を
行う、営利を目的としない民間団体」を、狭義では法人格を有する特定非営
利活動法人のみを指す。

ＰＤＣＡ
Plan（計画）Do（実行）Check（評価）Action（改善）の頭文字を取ったも
ので、このサイクルを繰り返すことにより、業務の改善を図ること。

ＰＦＩ
Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティ
ブ）の略称。公共施設やインフラの設備・運営を、民間企業の資金や技術、
ノウハウを活用して行う仕組み。



 
 
  

用語 説明

ＩｏＴ
Internet of Things の略称。パソコンやプリンタ等のIT 関連機器に限ら
ず、自動車や住宅、家電製品など様々なモノをインターネットに接続し、相
互に制御する仕組み。

ＮＰＯ

Non profit Organizationの略で、直訳すると「非営利組織」または「非営
利団体」。広義では「市民が主体となって継続的、自発的に社会貢献活動を
行う、営利を目的としない民間団体」を、狭義では法人格を有する特定非営
利活動法人のみを指す。

ＰＤＣＡ
Plan（計画）Do（実行）Check（評価）Action（改善）の頭文字を取ったも
ので、このサイクルを繰り返すことにより、業務の改善を図ること。

ＰＦＩ
Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティ
ブ）の略称。公共施設やインフラの設備・運営を、民間企業の資金や技術、
ノウハウを活用して行う仕組み。

 

第３次横芝光町総合計画 

令和８年３月発行 

発行：横芝光町 

編集：企画空港課 

〒289-1793 千葉県山武郡横芝光町宮川 11902 番地 

       TEL 0479-84-1211（代表） 

URL：https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp 



横 芝 光 町

第
３
次
　
横
芝
光
町
総
合
計
画

﹃
幸
せ
実
感
﹄の
ま
ち 

横
芝
光

人
と
自
然
と
賑
わ
い
が
つ
な
ぐ

第
３
次
　
横
芝
光
町
総
合
計
画

横
芝
光
町


